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　県立平塚農商高等学校は、平塚農業高等学校と平塚商業高等学校が再編

統合された新しい専門学科高校である。都市農業科、都市環境科、食品化

学科、農業総合科、総合ビジネス科の５つの学科を備え、農業教育・商業

教育を通して、産業の発展及び社会の発展に寄与する人材の育成を目指し

ている。校舎は平塚農業高等学校のもので、畑や温室、果樹園などの施設

に加え、新たに商業教育棟が新設された。今年度、農商１期生が卒業を迎

える。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真と文　畠山未帆
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　日本が2014年に批准した障害者権利条約につい
て、国連のモニター機関である障害者権利委員会
による第一回の日本政府の審査がこの８月22日、
23日に行われた。コロナ危機により２年間延期さ
れてようやく実施されたことになる。国連TVで中
継されるということで、夜中も含めて、２セッシ
ョン、合計６時間ほど初めて視聴した。後になっ
てoriginalをクリックすれば日本語の通訳で聴けた
ということがわかったり、肝心の部分が時間切れ
のため後で権利委員会への文書提出となったため
に聴けなかったりとかいろいろあったが、多岐に
わたるテーマについての質疑が展開されていてと
ても興味深かった。
　権利委員会の委員の質問は多彩であり、ユニー
クなものが多かったのに対して、政府代表団の説
明はおなじみの官僚答弁的なパターンがみごとな
ほどに貫かれていた。その中で、障害者権利条約
の第24条のインクルーシブ教育に関する政府関係
者の答弁のパターンは次のようなものだった。

　「日本政府の対応は不十分であるとの権利委員
会の指摘を重く受け止めて今後も努力していきた
い」という姿勢が繰り返し強調されていた。当事
者・保護者が学びの場を選択できることを重視す
る立場で法律改正を行ったのであるが、だが、し
かし、「合理的配慮を希望するので特別支援学校
を選択する当事者・保護者が多いという現実があ
る」と答弁をしていた。委員からの合理的配慮に
向けての予算措置などについて具体的な質問や指
摘が出ると、実態に関する情報は出されず、制度
に関する説明、情報、統計資料などが読み上げら
れることが多かった。そして、最後に、再び「重
く受け止めたい」という姿勢が示される。

　前向きにはやっていきたい姿勢はあり、だから

いろいろやっている。しかし、私たちには及ばな
い範囲があり、動かない現実がある。これが変わ
らない限り、当面は難しいだろう。しかし、あき
らめずにやっていきたいとは思う、というような
答弁に終始していた。

　ところで、この国連審査には「建設的対話」と
して位置づけられている。実際のやりとり、特に
答弁のパターンを見ていると、建設的であるかど
うか、についてはかなり疑わしい。
　ここでは、批判するためにこのようなパターン
を取り上げているわけではない。国連審査におけ
るこのような展開は残念ながら想定内であった
し、取り上げたい論点はいろいろある。しかし、
ここで考えてみたいのは、あの人たちの例のパタ
ーンということではなく、組織内では、学校組織
も含めてよくあるパターン、誰でも嵌まりやすい
パターンなのではないかということである。

　この問題について、クリス・アージリスが1986
年に“Skilled　incompetence”という論文を『ハー
バード・ビジネス・レビュー』に書いている。辞
書を引くと、Skilledは「熟練した」「熟練を要す
る」であり、Incompetenceは「無能」「無能力」で
ある。かなり前に読んだ時に、サブタイトルとし
て、「私たちはどこで有能さを発揮してしまってい
るのか」を入れるとよいかもしれないと思った。
アージリスは2013年に他界し、最近、その遺作と
して“Organizational Traps”（邦訳「組織の罠」）が
出版されているので、それを参考にして少し考え
てみたい。

　「人々は大いに有能なのであるが、しかし、そ
の有能さが発揮される場合は、脅威的で困惑的な
状況を回避しようとするときなのである。」

～障害者権利委員会による日本政府国連審査で考えたこと～

建設的対話と建設的思考

中　田　正　敏
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　ここでは解決ではなく、回避の際に有能さが発
揮されることが指摘されている。
　つまり、これまでのやり方では通らないという
局面になると、その状況を分析し、解決を図るこ
とに力を発揮することなく、それをひたすら掩蔽
するという方向性の中で力を発揮する。その際、
次のような行動規則が実際にはよく使われること
があるという。

◦ 困難な問題を取り扱うとき、意図しない結果が
生み出されること。

◦ 誤りの原因は他者や物事の仕組みにあると主張
し、自らの責任は棚上げすること。

◦ 誤りは何度でも繰り返されるものだとして、巧
みに誤りを繰り返すこと。

◦ 組織内にブラックホールを創り、そこに情報を
隠蔽してしまうこと。

　この行動規則は、先に述べた国連審査に見出さ
れた説明パターンも含めて、組織の中ではよくあ
らわれる。しかし、多くの場合、人はこのような
行動規則は実際に使っていても、私はそんなもの
は使っていないと主張することがある。
　どうも人は、実際に使用してしまっている「実
用理論」を自覚することはあまりない。

　実際に、組織において、人は「防衛的思考」に
走りがちになる。これは、人々は脅威や厄介にな
りそうな状況に直面すると、「実用理論」として立
ち現れる思考である。具体的には以下のような単
純明快な４つの原則によって成り立っている。

◦ 一方的に統制せよ／◦勝つのだ。負けてはいけ
ない。／◦弱気は見せるな。／◦合理的に振舞
え。

　国連審査の答弁でも、この４つの原則は如実に
表れていたように思う。アージリスは、このよう
な思考を阻止する方法として「建設的思考」を次
のようなかたちで提示している。
　標榜している理論を「実用理論」に転換させる
ためには、人々が一定の新しいスキルや行動に関

して次のような３つの価値を学習するしかない。

◦ 根拠の確かな（つまり、検証可能な）情報を求
めよ。

◦十分な情報のもとで選択せよ。
◦誤りを発見し修正するように常に監視せよ。

　ここで、挙げられていることは正論としては認
識されていることである。私の信奉する価値やあ
の人がいつも標榜している価値としてはよく知ら
れていることであり、ある意味では、そんなこと
は誰でもわかっていることでもある。しかし、ア
ージリスによれば、人々は「信頼を構築しなくて
はならない、十分な情報に基づいた選択をしなく
てはいけない、根拠の確かな情報は何か」と頭の
中では思いつつも、実際の行動では、またもや自
己防衛を優先させて、標榜している価値あること
を往々にして毀損してしまうことがあるのであ
る。組織が、この３つの価値を実際に実践してい
ることは極めて稀である。

　建設的思考を標榜しながら、実際の行動は「実
用理論」で処理することにより、自縄自縛の状態
になる。言っていることと行っていることが一致
していないのである。人々はそういう「組織の罠」
によく陥る。自分でつくった「罠」には特に気づき
にくい。

　脅威的で困惑的な状況に置かれ今、この場で即
決しなくてはならないものに知的に関与すること
が求められている時に、どのような価値を標榜し
つつ、どのような行動を実際にとっているか、と
いう枠組みで事態を把握し、対応することが必要
である。
　ここでは、国連審査を取り上げてみたが、最
近、話題となっていることや連日報道されている
こともこの枠組みで捉えるとどのように見えてく
るのだろうか。

　　　　　　　（なかた　まさとし　研究所代表）

建設的対話と建設的思考～障害者権利委員会による日本政府国連審査で考えたこと～
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はじめに
　なぜ学校は変わらないのか、あるいは変われないのか。今
年の公開研究会は、新しい生徒指導提要と実際に高校で行わ
れている生徒指導・校則を視点に高校の組織文化について考
察することを目的として会場とオンラインによるハイブリッ
ドで開催した。
　当研究所の中田代表が、『ねざす』63号の巻頭言で、2016年に公表された「インクルーシブ教
育の権利に関する一般的意見第4号」から、インクルーシブ教育を「教育への権利を阻害する
障壁を除去することへの持続的で事前対処的な関与のプロセスの結果である。すべての生徒
たちのための環境を変更・調整し、効果的にインクルージョンするために、通常の学校の文
化、方針、実践の変革を伴うものである」と紹介している。インクルーシブ教育導入にあたっ
ては、高校の組織文化も「変更・調整」「変革」が必要になるのだろう。
　以下の特集では、まず公開研究の報告と議論を受けて井上さんにご執筆いただいた。次に
松井さんからは、アンケート調査に基づいた神奈川県の高等学校における校則の見直し状況
などについてご報告いただき、そして、研究所員の大島さんから公開研究会時点での生徒指
導提要の改訂状況についての説明がある。また、早稲田大学名誉教授の喜多明人先生に公開
研究会へご参加いただき、公開研究会での議論を踏まえた論考をご寄稿いただいている。併
せてぜひお読みいただきたい。

特集 2022年公開研究会特集 2022年公開研究会

「生徒指導・校則をめぐって「生徒指導・校則をめぐって
　　　　　～高校の組織文化を考える～」　　　　　～高校の組織文化を考える～」

井　上　慧　真

1970年代から1990年代の高校の組織文化と高校中退
―喫煙する生徒への指導に注目して

はじめに
　現在、高等学校への進学率は98.9%（ 2021

年学校基本調査）である。1950年には42.5%、
1965年で70.7%であったのと比べれば、多く

2022年7月30日　14:00開始　17:00終了2022年7月30日　14:00開始　17:00終了
神奈川県高等学校教育会館とオンラインによるハイブリッド開催神奈川県高等学校教育会館とオンラインによるハイブリッド開催
　報告者：井上慧真さん（帝京大学）、大島真夫さん（研究所員　東京理科大学）　報告者：井上慧真さん（帝京大学）、大島真夫さん（研究所員　東京理科大学）
　　　　　松井延安さん（後期中等教育問題小委員会　高校教員）　　　　　松井延安さん（後期中等教育問題小委員会　高校教員）
　司　会：生田幸士さん（研究所員　高校教員）　司　会：生田幸士さん（研究所員　高校教員）
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の人が高校に進学する時代を迎えている。し
かし、同時に高等学校は義務教育までとは異
なり、訓告・停学、そして退学処分という
懲戒処分や、原級留置（いわゆる留年）があ
る。また、自ら退学することも認められて
いる。「進学」と「卒業」はイコールではなく
義務教育にはない「中退」が高校には存在す
る。また、かつてより多様な学力、多様な社
会的背景を持つ生徒を抱えるようになってい
る。入学後も日常の学習・生活指導のなかで
課題が生じたとき、どのように向き合うのか
が課題となっている。
　また７月の研究報告においても、多様な社
会的背景を持つ生徒についてフロアからお話
があった。そして生徒のさまざまな問題につ
いて、高等学校による生徒指導方針には大き
な差があることが確認された。
　高校における指導の義務教育までとの大き
なちがいは、「中退」があることである。高
校中退とは教員にとって何であるのか、生徒
が高校を中退するのは、どこまでが教員の責
任とみなされるのか、自立した行為主体とし
ての生徒の選択とみなすべきか。生徒の多様
化がすすんだ1970年代から1990年代における
高校における議論を手掛かりとして、当時の
高校における組織文化を考える。

高校中退問題と高校教育
　1970年代から1990年代は高校中退数、およ
び高校中退率の増加が顕著であった時期であ
る。1982年度の高校中退者数が十万人を超
え、「高校中退十万人時代」等、新聞各紙が
これを大きく報じ、高校中退が社会問題と
なった。1985年の臨教審第１次答申では単位
制高等学校の設置が、1991年の第14期中央教
育審議会答申では総合学科の新設、各学校へ
の編入学定員枠の設定が提言されるなど、高
校の「多様化・個性化」を目指す高校教育改
革が進んだ。
　その後、1990年代の半ばより、若年無業、

フリーターなど若年層の雇用問題が社会問題
化した。彼らの雇用経歴等の実態把握の調査
のなかで、不安定雇用や無業の若者に占め
る中退者の割合の高さが確認された（小杉、 
2002）。若者の雇用問題と関連させて高校か
らの中退が論じられるようになった。しかし
高校中退者・中退率はかつてより減少してい
ることから、高校中退問題への関心はしだい
に後景に退いていった。高校中退に関する
対応の基本方針は、文部省（当時）が1993年
に行った通知（文部省、1993：以下「文部省
1993年通知」と表記）が維持されている。多
様な社会的背景・学力を持つ生徒が高校に入
学するようになったものの、高校の進級や懲
戒にかかわる内規が、適格者主義的な性格を
持つ状況は変わっていない。このため、「文
部省1993年通知」の成立前後の時期におけ
る、高等学校の組織文化は、現在の高校中退
問題を捉える上でも重要である。

高校の組織文化－先行研究の知見より
　以下において、「指導の文化」に関する先
行研究を整理する。高校ごとの「指導」に関
する当時の認識を検討するため、喫煙に関す
る指導の諸方針を取り上げ、1970年代から
1990年代の高校の組織文化の特徴、そして現
在の高校の組織文化をいかに捉えうるかとい
う点について考える。
　学習指導のみならず、児童・生徒と関わる
多様な行為を「指導」と位置づけ、教員の責
任とする教員文化は「指導の文化」と呼ばれ
る（酒井、1998）。酒井をはじめとする先行
研究においては、学習指導の方法自体よりも
教員と生徒同士の信頼関係を重視するのが日
本の教員文化の特徴と考えられてきた。つま
り、教員と生徒との人格的関係とその中で生
まれる信頼を土台として、「指導」は可能に
なるという考え方である。日本の教員文化の
特徴は、「無限定的な関心と熱意とを必要と
するのだ、という一つの教職観が父母と教員
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とに分有・共有されている」（久冨、1988：
96）という「無限定性」である。
　「指導の文化」は、教員が自分たちのどの
ような行為を児童・生徒への指導とみなすの
かという信念にかかわる部分に焦点化した概
念である（酒井、1998）。酒井らの行った日
米比較調査によると、日本では「入室指導」
や「給食指導」といったように多様な場面に
おける自らと生徒との相互行為が指導とみな
される。それらの場面に教員が立ち会い、指
導を行うべきであるという信念に支えられた
ものであった。学習指導方法の改良を最重視
するアメリカの教員文化とは対照的であった

（酒井、1998）。教員の多忙化の背景に、「指
導の文化」があることが指摘された。
　高等学校におけるフィールドワークにもと
づく古賀（ 2001）の研究のなかでは、退学し
そうな生徒を発見するために面談指導を拡充
する教員の姿、「絶えず教育指導の対象とす
るような眼差し」（古賀、2001：195）、そし
て気がかりな情報をいち早く教員間で交換す
る教員たちの姿が描かれている。他方で、商
業高校生徒の進路決定に至る過程の研究（千
葉・大多和、2007）は、進学・就職に関する
様々な行事や教員との個別相談に参加してい
ない生徒について、「学校による支援に対し
て自ら離脱したのならば、学校は（生徒の自
主性を尊重するために）関与できないという
ロジック」が働くこと、その結果として「学
校は無支援状態になった生徒に対し責任をと
らないで良いことになっている」（千葉・大
多和、2007：81）ことを明らかにした。進
学・就職に関する様々な行事や個別相談が提
供される一方、それらの対象は「指導に乗る」
生徒、つまり「適格な」生徒に限定される。
生徒が「指導に乗らない」時、それは「指導
の失敗」ではなく、生徒が「自ら」指導から
離脱したものと見なされる。

教員の責任を「拡張する論理」と「解除する論理」
　これらの研究からの知見は高校中退につい
て考えるうえでも重要である。「高校中退と
は教員にとって何であるのか、生徒が高校を
中退するのは、どこまでが教員の責任とみ
なされるのか、自立した行為主体としての
生徒の選択とみなすべきか」（井上、2021：
83）が問われる。非常に大まかに対応を分類
すれば、一定の指導を行い行き詰ったときに
①「それ以上は生徒自身の責任であり教員は
指導の責任を負わない」と判断するのか。そ
れとも②「その生徒の状況に応じてこれまで
の学習指導・生徒指導・進路指導の各面を
点検し指導を継続する」のか。前者（①）は
適格者主義的な性格が強く、教務内規など
さまざまなルールの正確な運用に重点をお
く。後者（②）は生徒理解により重点がおか
れており、久冨（ 1988）や酒井（ 1998）にお
いて示された教員文化と連続的である。井上

（ 2021）は前者（①）を、教員の責任を「解除
する論理」、後者（②）を「拡張する論理」と
よんだ。中退の危機にある生徒への対応は、
高校の組織文化、特に何をどこまで「指導」
と見なすのかという「指導の文化」と不可分
なものである。

喫煙問題への対応- 都内高校への調査から
　1970年代から1990年代の生徒指導の問題、
特に中退につながる懲戒処分とかかわって非
常に多く議論されたものの一つが生徒の喫煙
であった。『月刊生徒指導』誌ではたびたび
生徒の喫煙に関する特集号が組まれた。また
さまざまな連載のなかでも、記事として生徒
の喫煙に関する各校の指導や、訴訟に発展し
た事件に関する見解が取り上げられた。下記
に示したのは、東京都内（大田区、品川区、
港区、千代田区）の高等学校における喫煙に
よる処分状況についての調査の結果である。
同調査は都立南高校教員の渡辺晴夫氏により
実施され柿沼（ 1983）のなかで紹介された。
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記事内では定時制高等学校についても同様に
調査結果が紹介されているが、ここでは全日
制高校（A~P校）の結果のみ掲載した。
　以上はすべて全日制高校であるが、各校ご
とに指導方針が異なっていることが読み取れ
る。１回目の処分の方針は比較的共通してい
る。「停学（あるいは謹慎）を３日程度」とし
ている学校が多い（A・E・G・H・I・J・K・
L・N・O・P）。ただし「５日」（F）、「７日
以上」（B）とより長期の学校、「３~10日」

（M）のように幅のある学校、訓戒とする学
校（C）と１回目の処分のなかでもばらつき
が無いわけではない。
　２回目以降の処分の方針について各校の差
異が大きくなる。まず大きな差異として、「２
回目以降で徐々に処分を重くするか」という
点がある。「徐々に処分を重くする」タイプ
の 学 校（ F・G・H・I・J・K・O・P ） と、

「変わらない」学校（A・B・E・M）が混在
している。さらに、「徐々に処分を重くする」

タイプの学
校のなかで
も、３回目
の処分を「無
期停学」あ
るいは「無
期謹慎」と
す る 学 校

（F・G・I・
K・O・Pう
ち、ＦとＩ
は「二週間
程度」とい
う目途を示
す）と「進路
変更」など
自主退学を
示唆する学
校（ J・K ）
に 分 か れ

る。また、指導内容についても、同様に差異
がみられる。空欄にしている学校（C・Ｄ・
Ｅ・Ｇ・Ｍ・Ｐ）がある一方で作文の提出

（A・Ｆ・Ｉ・Ｊ・Ｋ・Ｌ）、家庭訪問（Ｂ・
Ｊ・Ｋ・Ｌ）、保護者呼び出し（N）、課題提
出（Ｉ・Ｋ）、学校に呼び出して指導（O）な
ど、「処分」期間中に「指導」を行っている学
校も多い。
　以上のように、同じ「喫煙」という行為に
ついても、指導の「内容」と「範囲」は異な
る。「内容」については、指導に関する記述
のない学校から、家庭訪問や学習課題など
様々な指導を行う学校まで、また「範囲」に
ついても回数制限なく同じ処分を行う学校か
ら３回目で自主退学勧告に至る学校まであ
る。「喫煙」という生徒の問題行動を個別指
導へとつなげるように、教員の責任を「拡張
する論理」と、一定の指導でも改善がみられ
ない場合、指導の打ち切り（進路変更等）を
示唆するような、教員の責任を「解除する論

表 1 喫煙に対する各校の処分状況（柿沼、1983:105）
容内導指目回3目回2目回1校学

A
ケースバイケースだが、謹慎ー停学
（3日程）

一般的にも慣習法
的にも定めなし

作文（反省文）の提出

B
謹慎7日以上、誓約書をとる。改悛の
情が認められるまで。

回数に関係ない
担任、学年主任、生徒部長等の家庭訪問、反省
日記、2~3週間に及ぶことあり

C
本人、父兄、担任をよび、学年主事が
訓戒

D 謹慎（日数等は不明）

慎謹日3~2慎謹日3~2E

出提書約誓、出提題課、記日、文省反慎謹）位間週2（期無日01~7慎謹日5慎謹F

G 謹慎（できれば学校で）3日 謹慎7日 無期謹慎

慎謹で宅自学停間週1）内以間週一は上規内（学停日3H

間週1学停日3学停I
無期停学（2週間を目
途）

学校又は家庭で謹慎、今までの生活の反省（作
文）、学習ノート（1日5~6時間分？）

J 3日間をめどとする謹慎
10日～2週間をめ
どとする謹慎

（自主）退学を含む進
路変更

家庭謹慎を原則とし、反省文、始末書、担任の
家庭訪問

K 3日程度の自宅謹慎
無期(5~7日）ある
いは5日

無期（10日以上）進路
変更を含む相談指導

自宅で監督の行き届かぬ場合登校指導、作文（反
省、決意）、学習課題、家庭訪問、父母との懇談

記日、文省反、問訪庭家の任担慎謹期無日3慎謹L

M
停学（無期、有期の区別なく単に「停
学」3~10日

停学 停学

注意らか部導指、長校、いらもて来に校学も親学停期無学停の間日3N

O 3日停学（自宅謹慎） 5日停学 無期 適時学校によび出して指導

P 3日停学（登校禁止） 無期謹慎（同） 無期謹慎（同）
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理」とが、混在している状況が見て取れる。

喫煙問題への指導の困難（１）―処分を中心
としたアプローチの行き詰まり
　喫煙への指導では、これまで柿沼（ 1984）
を通じてみてきたような学校全体の方針に加
え、個々の生徒の状況も時に問題となる。た
とえばすでに複数回処分を受けている生徒に
対して「一部の教師は『退学処分』を主張、
一部の教師は『もう一度のチャンス』を主張
し、なかなか指導の方針が一致しない」（『月
刊生徒指導』編集部、1989：55）ような場合
である。もう一度のチャンスを求める教員の
訴えは、「喫煙で三度も指導を受けた生徒で
あっても、その生徒の名前と顔が一致しない
教師は、意外と多い」（『月刊生徒指導』編集
部、1989：55）ことであった。教員全体の理
解を深めるために生徒部や担任教師からのき
め細かな説明が不可欠であり、これまでの指
導内容とその成果の確認が求められるとし
た。ここで「もう一度のチャンス」の根拠と
なっているのは、生徒のことをよく知らない
まま判断を下すことへの問題意識である。担
任等生徒に近い教員は、日常的に生徒をさら
によくみること、そして他の教員に対して
しっかりとした説明を果たすことを求められ
る。
　喫煙問題が起きてからの対応を超えて、日
常の指導のなかに禁煙教育を取り入れていこ
うとする動きもみられた。背景には、処分中
心のアプローチへの限界があった。「喫煙の
発見―停学の繰り返しでは、第一、追いつか
ないし、あまりにも形式的で、無力ではない
か」（池原、1985：31）という問題意識であ
る。このような展開は、教員の責任を「拡張
する論理」からのアプローチとして捉えられ
る。
ある教員は、誌上で自らの実践を紹介してい
る。同記事によると、『タバコの教科書』や

『暮しの手帖』におけるタバコを用いた実験

や『５日でタバコをやめる方法』などの資料
を用いて、自らの担当教科内で自発的な禁煙
につながる授業を展開してきた。授業後、ゴ
ミ箱に「苦労して配った資料がごっそり捨て
られる」（池原、1985：31）などのさまざま
な苦労を重ねつつ、保健体育の教員や養護教
員にも働きかけて学校単位での活動を図って
いた。

喫煙問題への指導の困難（２）―生徒と職員
会議のあいだでの板挟み
　生徒から煙草がやめられないという相談を
受けたときどうすべきか、という教員の悩み
も深刻であった。職員会議等で共有すれば、
必然的に生徒に処分を行うこととなる。生徒
との信頼関係と、指導上の責任とのあいだで
板挟みとなってしまう。特に、校務分掌のな
かで教育相談を担っていた教員からこのよう
な悩みが寄せられた。この点について臨床心
理学の研究者である河合隼雄は以下のように
述べている。

　「職員会議には言わなかったら、ひょっと
して自分は職員会議で総スカンを食うかもし
れない。言ったらこの子の一生がどうなる
か。……（執筆者注：生徒が）たばこはやめ
たほうが学校へ来られるけれども、たばこも
吸いたいし学校へも来たい。ぼくらは秘密を
守りたいし、守りたくないし、よう似とるで
しょう」（河合、1985：88）

　「たばこも吸いたいし学校へも来たい」と
いうような状況にある生徒に対し、どのよう
に向き合えばよいのか。３回目の処分にて

「進路変更をすすめる」という方針をとって
いる場合などには、教員間でも方針に葛藤が
生じうる。学校による指導の方針が多様であ
るだけではなく、それぞれの指導方針に伴っ
て異なる仕方で、教員の責任を「解除する論
理」と「拡張する論理」との対立・葛藤が現
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れる。

未成年者の喫煙―法律上の位置づけと高校に
おける指導
　少年の喫煙に関する警察・司法の位置づけ
を分析した中野（ 1989）によると、『警察白
書』では喫煙は少年の「不良行為」に分類さ
れ、補導の対象とはされるものの犯罪少年
や虞犯少年などの「非行」とは区別されてい
る。喫煙だけでの家裁送致はなく、普通連絡
のみで済まされる。また未成年者喫煙禁止法
において、未成年者の喫煙に対する罰は「行
政処分」による煙草と器具の没収と定められ
ている。喫煙を知りながら制止しない親権者
には科料が、販売者には罰金が科せられる。
これらの親権者や犯罪者の行為を「少年の福
祉を害する犯罪（＝福祉犯）」とみなし、喫煙
少年は「福祉犯罪被害少年」とされる。ここ
で喫煙少年は犯罪者ではなく、被害者として
捉えられている（中野、1989）。

おわりに
　上にみたような法律上の未成年の「喫煙」
への対応に対して、学校内での「喫煙」の対
応はどのような特徴をもつだろうか。教員
は、「煙草の販売者」「親権者」のいずれにも
該当せず、法律上は責任を有さないが、実際
には多くの指導責任を負っている。高校の組
織文化のなかで、法律よりさらに詳細な指導
の「内容」と「範囲」が画定されてきた例であ
る。そして画定される「内容」と「範囲」には
高校により多様であった。
　現在は当時と比べ喫煙率は大幅に低下し
ており、未成年者も例外ではない。そのた
め『月刊生徒指導』誌においても、かつてと
比べ喫煙が生徒指導上の問題としてとりあげ
られる機会は減っている。しかし、スマート

フォン等通信機器の校内への使用や持ち込
み、SNSの投稿における問題などあらたな問
題が生じている。どのような内容の指導を行
うか、また問題を繰り返す生徒に対してどこ
まで指導の責任を負うかという問題は依然と
して存在している。

　　　　　　　（いのうえ　えま　帝京大学）
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１．調査の概要
（１）はじめに
　神奈川県高等学校教職員組合後期中等教育
問題小委員会では、（県立）高校の指導にお
いて管理化・厳罰化が進んでいるという現状
認識のもとで、教務内規および校則・生徒指
導内規の運用とその実態を具体的に分析する
取り組みを進めてきた。１）

　昨年度は各県立高校分会を通じて「『校則』
に関するアンケート」を実施して、直近での
傾向を探ろうとした。2021年６月８日付で文
科省から「校則の見直し等に関する取り組み
事例について」が発出されるなど、メディア
で注目されるのみならず、関係官庁も校則の
あり方、生徒指導の実態を問題視しようとす
る現状がある。県では校則を各高校のウェブ
サイト上に公開することを求めるなど、閉ざ
された校内での問題としただけで校則が語れ
ない議論の場がつくり出されつつある。県立
高校の約半数の94校からの回答があった時点
でいったん集約して、調査結果から浮かび上
がってくる問題点を検討した。
　以下の記述は、公開研究会で報告した内容
を主としながらも、生徒指導提要からみえる
校則問題の受けとめ、高校の組織文化の歴史
的展開という他報告から提起された諸論点も
ふまえて、若干の感想も添えながら書き加え
た。

（２）校則の検討状況
　校則ないしは内規を見直した学校は約半数

（ 48％）であるが、「見直さなかった」あるい
は「見直しは行っていない」学校も半数近く

（ 47％）ある。見直したその内容は、例えば

「女子の制服にスラックスを導入した」とい
うように、ジェンダー・センシティブな取り
組みが挙げられる。他に、服装の規定を現状
に沿うかたちに細かい点を修正したり、古臭
い表現になっている項目を削除・修正したこ
とが想像される。
　校則の見直しに生徒が関与したかは不明で
あるが、生徒指導を管轄するグループが中心
であって、生徒が関与する余地やそういう問
題意識がそもそもない学校が大半ではなかろ
うか。
　校則をそれぞれの学校のウェブサイト上に
公開することになっているが、校則以上に内
規の存在が運用上重要な役割を果たしてい
る。校則問題を考えるにあたって、内規にま
で踏み込んだ検討が不可欠である。内規は

「取り扱い注意」という位置づけで非公開と
されがちなので、なおさらである。

（３）服装指導
　 大 半 の学 校 が服 装 指 導 を行 っ ている

（ 80％）。服装「違反」があった場合の指導
は、「口頭注意」の他に「帰宅指導」を行って
いる学校が18校あった。「帰宅指導」にも幅
があり、「スカート・ブレザーの不所持・未
着用は帰宅指導」「私服の場合は即帰宅指導」
の他に、改善期間を設けている学校もあっ
た。昨年度「帰宅指導」が行われた人数につ
いては幅があり、「１～５人」は６校である
一方、「21人以上」も４校あった。
　服装指導に関連して、スカート丈について
の指導を行っている学校は７校あったが、

「定規・メジャー等で測って指導」と回答す
る学校はなかった。

松　井　延　安

『校則』の見直しはすすんだか？ ―アンケート調査より―
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　ピアスなどの装飾品の扱いについては、
「装飾品は全て禁止」と回答する学校は半数
（ 48％）あったが、校則に定めがあったとし
ても、その運用には学校によって差があるこ
とが考えられる。

（４）頭髪指導
　頭髪指導のない学校は17校で（ 18％）。地
区の学力トップ校にその傾向がある。
　しかし例えば頭髪規定がなくても頭髪検査
は「学期に１～２回程度」行っていて、「口頭
注意」している学校もある。茶髪ゼロをめざ
して徹底的に指導している学校もあれば、タ
テマエ的に頭髪検査と指導をしている学校も
あるだろう。
　もちろん後者の学校は少数である。「他
の進学校では制服規制が強くない中、服装
チェックの意図は？」という保護者質問に
対し、「社会性や規範意識を備えた真のリー
ダーとしての資質を養うため、身だしなみを
含めた基本的習慣の確立が重要だと考えてい
ます」と学校のウェブサイトで回答する進学
校もある。
　頭髪指導の実際の運用について、「帰宅指
導」を行っている学校は13校（ 14％）あり、
段階別指導を組み合わせている学校もあっ
た。
　頭髪指導の「検査」の頻度は「学期に１～
２回程度」と回答する学校は過半数（ 56％）
であったが、実際には日常的なチェックを
行っている学校は多いと思われる。染色・脱
色の有無についての判断は、「担任による目
視」「生活指導担当教員による目視」の他に
定期試験監督者によるチェックを組み合わせ
て、指導のブレを極力なくそうとする工夫が
見てとれる。生徒からの不平不満を醸成させ
ないためには、できるだけ客観的一律平等に
指導しているという名目が必要だからであ
る。「頭髪レベルスケール」を使用している
学校は16校（ 17％）あった。スケールの使用

は一律指導の極致とも言えるだろう。
　「染色・パーマ以外での髪型などの規定」
では、エクステ・ウィッグの禁止、ツーブ
ロック・モヒカンの禁止を具体例として挙げ
ている学校があった。頭髪について帰宅指導
に「改善期間」を設けている学校がほどんど
であり、新たに染めてきた生徒と、色落ちし
た生徒で指導に違いをつけている学校もある
と思われる。
　「地毛証明書」について、「決まった様式が
存在する」が19校（ 20％）、「書式は決まって
いないが存在する」が15校（ 16％）あった。
写真の添付を求める学校は１校もなかった。

「地毛証明書」から「頭髪の確認」に名称を変
えた学校もあった。その用紙には「現在の頭
髪は地毛であり、加工したものではありませ
ん。今後の進路活動等、学校生活全般につき
ましてはご配慮ください」とあるそうだ。身
体的特徴について届けを出すように生徒・保
護者に指示しなければならない担任には大き
なストレスであるし、そもそも地毛の頭髪に
関して「ご配慮」を願い出るべきものなのか
大いに疑問である。

（５）生徒指導の方針決定手続
　「生活指導の方針はどのように決まって
いるか」について、最も多かったのは「生
活指導担当グループ職員の意向」が16校

（ 40％）。「管理職主導」「企画会議主導」「生
活指導担当グループ主導」の回答も数校ずつ
あり、ばらついている。頭髪指導で帰宅指
導を実施している学校のうち、「職員全員の
意向」とする学校もあれば、「生活指導担当
グループ職員の意向」のみを回答する学校も
あった。「職員全員の意向」の意味するとこ
ろは、職員会議などで職員全員の確認がとれ
ているかと解釈されて回答されたと思われる
が、「職員全員の意向」が職員全員賛成して
いるというように転換されて運用されている
実態はないだろうか。
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（６）まとめ
　以上の調査結果と分析からいくつかの点が
示唆される。
　第一に、メディアで批判的に校則の運用の
問題がとりざたされているにもかかわらず、
生徒指導の状況が変化していないという点で
ある。地毛証明書の発行も2018年での調査に
比べて大幅に減ってはいない（「使用してい
ない」50％→37％）。「地毛証明書」という形
式化された文書がなくても、「地毛証明書」
の発行の効用に等しい運用がなされているこ
とも考慮しなければならない。
　第二に、校則の見直しの意味するところ
が、モヒカンの禁止など、現状の生徒の動き
では見られない箇所の表現の修正に留まって
いる点がもっぱらというところである。各学
校の生徒指導内規（マル秘扱いにされている）
と合わせて検討する必要があるし、校則―生
徒指導内規―実際の運用をつないだ分析が求
められる。
　第三に、生徒指導をめぐる校則の規定とそ
の運用方法をめぐっては、校内の職員間だけ
で議論されている現状がある点である。
　校則も含めて学校生活を過ごすルールづく
りに関しては、全国的にも動きが見られる。
その動きは現状のところ、教育委員会ないし
は各学校の教員主導であったり、校則が変更
されたとしても、ごくごく微細な変化に留
まっているという傾向がある。さらには生徒
の参加をもってして人権を尊重した校則づく
りにつながるかは留保が必要である。生徒が
校則づくりに関わることの課題として、罰・
制裁を生徒に定めさせることが法・権利上ど
こまで可能なのかという問題があるからだ。
教員側から「リンチ＝暴力につながるおそれ
があるから、懲戒権は教師が持ったほうがよ
い」という議論は以前からよくあった。
　とはいえ、校則見直しの主体として生徒を
位置づけようとする全国的な動きに対して、
前述の限界や課題も見据えつつ、何らかの動

きを見せてくれる県立高校があることを期待
したい。

２．公開研究会をふまえての補足と感想
（１）今後の調査課題
　教員が校則問題をどう思っているのかが気
になる。校則を強化したいのか、したくない
のか、生徒指導はやりたくないが学校の決め
られた業務として従っているだけなのか、そ
もそもどうでもいいと思っているのか、多忙
な業務の中、決まりとしてあった方が指導が
楽だと考えているのか。
　いま校則問題に関心を抱く高校教員はどの
くらいいるのだろうか。もちろん生徒に問題
行動が起きたときには校則あるいは各校の内
規に沿って指導を進めていくわけだから、そ
の意味で関心を持たない訳ではないだろう。
しかし校則や内規に内在している問題をあら
ためて鑑みる問題意識を抱いた教員となると
どうだろうか。メディアを通じて学校現場の
ある種の非常識的な校則が採り上げられれば
そうなるほど「学校で起きていることは学校
の人間にしか分からないんだ」という意識を
内包する教員も多いのではないだろうか。そ
うした心境は「やましさ」なのか「わかって
もらえない正義」なのか、おそらく混在した
感情のようにも思える。
　市民・保護者はどう思っているのか。例え
ば頭髪指導について、頭髪をどこまで規制す
ることが望ましいと考えているのか。地毛の
黒染めが問題視される一方で、頭髪の規制そ
のものを撤廃すべきか、染め直した髪が色落
ちしてきたときの指導はどうすべきか、線引
きが難しいところで教員は悩んでいる。「学
校ってなんであんなこと（＝細かい生徒指導）
ばかりやってるの？」と友人によく尋ねられ
たりする一方で、「学校の指導が甘すぎる」
という声が耳に入ったりする。社会の価値観
と学校の価値観のズレが指摘されたりもする
なかで、市民・保護者の意識を調査検討すべ



特集：特集：●「生徒指導・校則をめぐって「生徒指導・校則をめぐって ～高校の組織文化を考える～ ～高校の組織文化を考える～」」

132022. 1170№ねざす

きではないだろうか。

（２）新しい生徒指導提要について
　校則の見直しについて運用面や制定面で踏
み込んだ見解を打ち出しているようにみえ
る。しかし報告者の大島氏がいうように、一
見すると拡張する論理が2010年改訂版に比べ
て展開されているようにみえるが、実際には
解除する論理をより通徹させた論理展開をし
ているとも捉えられる。
　積極的な生徒指導とは予防的な生徒指導を
意味しているようであるが、予防するために
生徒指導を強化する必要がある、そしてその
ためには校則を強化する必要があるという筋
へ行かれてしまうことが多くはないか。
　いずれにせよ、提要では学校現場での変化
を促す筋立てになっているが、現場の実態と
の乖離が今後どのように変化していくか疑問
に思った。

（３）井上報告の感想
①「拡張する論理」と「解除する論理」
　井上報告で提起された「拡張する論理」と

「解除する論理」という概念設定は、生徒指
導を「厳しく」するか「甘く」するかという軸
で考えがちな自分には新鮮であった。学校が
生徒を「包摂」するか、それとも「排除」する
かとも言い換えられるだろうが、「包摂」す
ることが望ましいとする価値からいったん切
り離して考えられる利点がある。
　例として挙げられた問題行動を繰り返す生
徒Ａと保健室登校の生徒Ｂの扱いに対して、
教員側から発せられる発言・意見は拡張する
論理と解除する論理が混在している。そう考
えると、指導の過程には、あらかじめ決めら
れた手続きに乗っかっていく過程と、そこか
ら逸脱する可能性を内包しているともいえる。
今では拡張する論理の言説は量的に減ってい
るのだろうか。そもそも教員間で生徒の処遇
をめぐって議論する場や時間が失われてい

る。解除する論理に沿って手続が整備され、
そのレールに乗っていくことがよしとされて
いる。会議の時間が実感的にはますます増え
ているのに、解除する論理と拡張する論理が
ぶつかりあう時間はない。
　仮に議論があったとしても、当該生徒の家
庭の事情や生活背景にまで踏み込んだ議論に
はなかなかなりにくい現状がある。あくまで
生徒が犯した逸脱行為に対して、一対一対応
で特別指導が決定されていく。
　さらに、高校中退への対応をめぐって、
1970 ～ 90年代当時から教育委員会の中には
自主退学勧告を問題視する視座があった。井
上報告ではそれを「『解除する論理』に基づ
く対応に歯止めをかけようとする」ものであ
り、「『拡張する論理』にもとづく対応の推進」
と位置づけている。今も教育委員会は自主退
学勧告には慎重な扱いを求めている。しかし
それは解除する論理を持ち込みたければもっ
とうまくやれと、無言のメッセージを発して
いるようにも思える。実際には懲戒退学は困
難な制度と実態のもとで、自主退学勧告は行
われているのだから。
②「拡張する論理」であればいいのか
　「学習上の問題、生徒指導上の問題のよう
な生徒個人の責任が大きな部分を占める」問
題行動である場合に比べ、「家庭の経済的事
情や教育的機能を失っている場合など、生徒
個人の責任に帰することができない場合」対
応が困難だとする高校教員の見解が紹介され
ていた。「拡張する論理」の限界として、こ
うした学校外要因があり、関係機関との連携
については当時は未整備であったという。
　今はこの点ではある種の改善がなされてい
るようにも思える。どの都道府県にも、困難
な環境で育ってきて、義務教育修了にみあっ
た学力の定着がみられない中学生を受け入れ
る高校が設置されている。その学校の多くは
スローガンとして「校則は厳しいが、面倒見
のいい学校」を掲げている。こうした学校で
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育った生徒は「拡張する論理」が充実した学
校に身をおくことで、学校から仕事への移行
もなされやすいと思われる。しかし、そこで
の移行は現状社会への適応であって、「私に
従うなら保護してあげる」という家父長的な
枠組みにそのまま乗っかっていく機能を果た
してはいないか。当該社会の価値観をそのま
ま内面化するに留まらず、社会を変えていく
力を育てることができているのかの注視が必
要である。

３．最後に
　頭髪指導をめぐって忘れられない光景があ
る。今から15年ほど前、臨時任用でお世話に
なっていた高校での、卒業式の直前の職員会
議のことである。ある教員が「髪を染めて卒
業式に参加させることは許したくない。スプ
レーで黒く染めさせるべきだ」と発言した。
すると、何人もの教員が一斉に手を挙げて、

「卒業式の主人公は生徒のはずだ。出させな
いという発想自体があり得ない」「そういう
脅しのやり方は絶対に許さない」などなど、
怒りながら反論する教員が相次いだ。感情的
になってでも思いをぶつけ合っている姿に、
そのやりとりを末席で見ていた自分は妙に感
動したものだった。今となっては、そんな同
僚どうしでの、自らの教育観を全面に押し出
した応酬は見ることはなくなった。前任校で
は「髪色を地毛に等しく戻していない限り、
新たに加工せず色落ちであっても、卒業式に
出席することは認めない」という保護者あて
通知を校長名で出している。この変化の有様
はいったい何なのだろうか。
　1990年代に子どもの意見表明権が学習観の
転換とセットになって叫ばれていた。それか
ら30年が過ぎて、むしろ校則問題では子ども
の権利条約の理念は浸透するどころか後退し
てはいないか。こども基本法が成立しても、
学校が変われるのかと問われると、正直悲観
的な見通しをもってしまう。後期中等教育小

委員会の一員としてこの数年、生徒指導・校
則をめぐる問題を考え、調査も細々と実施し
てきたが、どうにも虚しい思いを禁じ得ない。
生徒指導を強化したい同僚には助けてもらっ
たり、仲良くさせてもらったりしていること
が多いだけに、生徒指導をめぐる価値観が
まったく相容れないことで、仕事面で共にし
ていることがいっそう辛くなる局面がある。
　今後の校則問題をめぐる力学において、学
校の中から内破してあらわれるのか、それと
も社会から外圧として変化を余儀なくされる
のか、これまで通り本質的には何も変わらな
いままなのか。現状の校則を高校生に守らせ
ることで社会に適応した人間に育てることは
できても、社会をつくり直していく人間に育
てることはできないのではないか。そんな素
朴な疑問を学校の中で話し合う機会を得たい
と望むのは、過去の学校文化に逆戻りするに
すぎないのだろうか。

　　　　（まつい　のぶやす　県立高校教員）

注
１） 特に近年では次のような調査・検討を行った。2021

年度：「『校則』に関するアンケート」調査の検討。
2020年度：神奈川県「改定　生徒指導ハンドブック」
と「『生徒指導体制の在り方についての調査研究』報
告書」の関係の検討。2019年度：「改定　生徒指導ハ
ンドブック」の問題点、「授業中の立ち番」アンケー
ト結果分析。2018年度：県教委「生徒指導・教育相
談に係る各種調査」の全県傾向分析。2017年度：県
教委「生徒指導・教育相談に係る各種調査」の横浜
南・平塚地区分析。後期中等教育問題小委員会の活
動に関心のある方は、組合本部にご連絡ください。
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大　島　真　夫

新しい生徒指導提要について

１．はじめに
　生徒指導提要は、生徒指導に関する基本書
として文科省が作成しているもので、2010
年版（旧版）の内容が古くなったことから、
2021年から改訂作業が進められている。2022
年３月に「改訂試案」が公表され、それを修
正した「素案」が７月に、さらに修正した「改
訂案」が８月に公表された。『ねざす』の本号
が刊行される頃（ 11月）には案ではなく確定
した改訂版が公表されていると思われるが、
以下で紹介する新しい生徒指導提要の内容
は、本稿執筆時点で最新の「改訂案」に基づ
いたものである。この点ご留意いただきたい。
　旧版の生徒指導提要は、教員採用試験では
どの自治体でも頻出だった。そのため、ここ
10年ほどの間に採用された方にとっては、懐
かしい思い出とともになじみの存在のはずで
ある。ただ、学校現場への浸透という点で言
うと、それほどではなかったのかもしれな
い。基本書という位置づけであるがゆえに基
本的で概説的な内容がほとんどであり、現実
に起きている個々の問題に対してすぐに役立
つ情報が載っているとは限らないから、参考
にされる機会が少なかったとしても不思議な
ことではない。
　しかし、見方を変えれば、基本書であるが
ゆえに網羅的に広く問題を取り扱っているの
で、理解が浅い分野の勉強を新しく始めたい
とか、問題解決の方向性について幅広い視点
で考えてみたいといったときには、大変有益
な資料となる。改訂版が出るのを機に一読し
てみようと思われる方にとって、以下の情報
が参考になれば幸いである。

２．改訂の背景と基本的な考え方
　改訂を行う背景と基本的な考え方について
は、文科省がウェブサイトで資料を公表して
いる（生徒指導提要の改訂に関する協力者会
議（第１回）配付資料 ｢資料２生徒指導提要
の改訂にあたっての基本的な考え方｣）。この
資料によれば、背景としてあげられているの
は、いじめ、不登校、自殺者の増加といった
問題の深刻化と、いじめ防止対策推進法や教
育機会確保法などの新たな法整備である。確
かにここ10年ほどの変化はめまぐるしく、旧
版の生徒指導提要の内容はすっかり古ぼけて
しまっていたので、改訂の必要性が高まって
いたことは間違いない。
　基本的な考え方については、資料では３点
あげられている。第１は「積極的な生徒指導」
の充実であり、第２は関連法規等の変化の反
映、第３は新学習指導要領やチーム学校等の
考え方の反映である。要は、教育政策の変化
に生徒指導提要も合わせようということで、
旧版が出た2010年以降の中教審答申を反映さ
せることを意図している。特に、学校におけ
る生徒指導体制については、全面的にチーム
学校の考え方が導入されることになった。今
後の学校は専門職をはじめとした教員以外の
さまざまな人々が集まって運営される組織と
して描かれており、生徒指導もそうした組織
を前提として行われることとなっている。
　ちなみに、資料には書かれていないが、「児
童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」
への対応も行われている。旧版の生徒指導提
要ではほとんどと言って良いほど言及がな
かったのだが、あとで紹介する校則も含め
て「改訂案」の全体を通して複数箇所で条約
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のことが取り上げられている。条約への対応
は、資料では明示されていないものの、事実
上改訂の基本的な考え方の１つになっている
と言って良いだろう。

３．２軸３類４層構造
　「改訂案」を見ると、旧版を踏襲している
部分と大きく変わる部分とがあることに気づ
く。旧版を踏襲しているものの代表例は、目
次構成である。一見すると大きく変化したよ
うな印象を受けるのだが、注意深く見ていく
と、基本的には旧版の順番を入れ替えただけ
であるということに気づく。
　その一方で、内容面ではかなり大がかりな
改訂が行われている。生徒指導全体を貫く理
論的な面では, ２軸３類４層構造という概念
が新しく導入された。この２軸３類４層構造
は、生徒指導を分類するための概念で、「軸」
は「課題の有無を起点とした時間軸」、「類」
は「生徒指導の対象となる児童生徒の観点」、

「層」は「対象と課題性の高さ」であると説明
されている。この概念は、いじめや暴力行
為、中途退学といった個別具体的な問題行動
に対する指導を説明する際に統一的に用いら
れている。
　正直に言うと、私自身この２軸３類４層構
造について、まだ十分に理解ができていな
い。私が一番混乱しているのは、「軸」「類」

「層」という３つの異なる尺度が、独立に存
在しているわけではなくて、同一直線上に同
時に存在しているとされる点である。同一直
線上にあるのだから、尺度間には何らかの関
連性があるはずだが、その説明が全くなさ
れていない。たとえば「軸」で変化が起きる
と、「類」や「層」にはどのような変化がもた
らされるのかということがよくわからないの
である。ただ、全体を眺めてみると、「軸」
や「類」という尺度があると言いつつも、結
局は「層」という尺度を使った説明に終始し
ているので、「軸」と「類」は無視するのがい

いのかもしれない。一例として、「改訂案」
の図9.1について、軸と類を無視して層だけ
を取り出して表１を作成してみた。図9.1は
２軸３類４層構造を用いて中途退学に対する
生徒指導を説明しようとしているものなのだ
が、「軸」や「類」などを用いずに、「中途退
学に対する生徒指導は表１に示す４つの類型
に整理することができます」と説明した方が
とてもシンプルでわかりやすい。紙幅の都
合で図9.1は引用しないので、ご自身で「改訂
案」をご確認いただき表１と比較していただ
ければと思う。

４．「校則」はどう変わるか
　内容面での大がかりな改訂は、理論的な面
にとどまらず、個別課題に関する具体的な指
導の面においても行われているようだ。ここ
では一例として、校則を見てみよう。旧版で
は第７章第１節だったが、「改訂案」では第
３章（ 3.6.1）に移動している。記述内容のう
ち、制定と見直しについて旧版と「改訂案」
を比較したものが表２である。
　大きな変化としては２つある。１つは、校
則の制定にあたって児童の権利に関する条約
を踏まえることとされている点である。旧版
では全くなかった記述で、極めて大きな変化
と言えよう。もう１つは、校則の見直しにつ
いて丁寧に説明がなされるようになったとい
う点である。校長が最終的に判断するという
点に変化はないが、見直しのプロセスに生徒
自身を加えることについて、旧版では「例も
あります」となっていたのが、「改訂案」では

「望ましい」というように位置づけが変化し
た。校則に対する社会的関心の高まりが、こ
うした変化をもたらしたと言ってよいだろう。
　表２には示さなかったが、旧版にはあっ
た校則の例示が「改訂案」では削除されたと
いう変化もある。旧版では「通学に関するも
の（登下校の時間、自転車・オートバイの使
用等）」のように通学、校内生活、服装・髪
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型、所持品、欠席・早退、校外生活の６項目
について校則の例示がなされていた。生徒指
導提要で例示すると全国一律の標準的なもの
のように理解される恐れもあるので、それぞ
れの学校で必要に応じて制定するという「改
訂案」の立場からすれば、削除は妥当な対応
と言えるだろう。

５．拡張か解除か
　７月の公開研究会では、校則の見直しに関
して松井延安氏から報告があり、実は見直し
を行っていない学校が多数であることなどが
データで示され、大変興味深かった。前述の
通り、校則見直しについては改訂に伴って生
徒指導提要の記述が大きく変化する点である
ので、今後学校現場ではより慎重な対応が求

困難課題対応的生徒指導 中途退学者の進路指導・キャリア教育を関係機関と連携しながら進め、
さらに、追指導により、退学後の進路への支援を行います。

課題予防的生徒指導
（課題早期発見対応）

生徒の生活、学業、進路の状況について個別的及び総合的に検討し、
不適応等の予兆を見逃さずに課題への迅速な対応を行います。

課題予防的生徒指導
（課題未然防止教育）

高校生活への円滑な移行と適応に向けて、校内体制を整備し、生徒が
学習状況やキャリア形成を振り返ることができるように、キャリア・
パスポートを活用した支援を行います。

発達支持的生徒指導 進路指導やキャリア教育等の日常的な教育活動を通じて、生徒が社会
的・職業的自立に向けた資質・能力を身に付けるように働きかけます。

旧版 「改訂案」

制定 学校種や児童生徒の実情、地域
の状況、校風など、学校がその
特色を生かし、創意工夫ある定
め方ができます。

少数派の意見も尊重しつつ、児童生徒個人の能力や自主性
を伸ばすものとなるように配慮することも必要です（→ 
1.5.1 児童の権利の理解）。

見直し 最終的には教育に責任を負う校
長の権限ですが、見直しについ
て、児童生徒が話し合う機会を
設けたり、ＰＴＡにアンケート
をしたりするなど、児童生徒や
保護者が何らかの形で参加する
例もあります。

校則を制定してから一定の期間が経過し、学校や地域の状
況、社会の変化を踏まえて、校則の意義を適切に説明でき
ないようなものについては、改めて学校の教育目的に照ら
して適切な内容か、現状に合う内容に変更する必要がない
か、また、本当に必要なものか、絶えず見直しを行うこと
が求められます。さらに、校則により、教育的意義に照ら
しても不要に行動が制限されるなど、影響を受けている児
童生徒がいないか、いる場合にはどのような点に配慮が必
要であるか、検証・見直しを図ることも重要です。
校則については，最終的には校長により適切に判断される
事柄ですが、その内容によっては、児童生徒の学校生活に
大きな影響を及ぼすことがあることから、その在り方につ
いては、児童生徒や保護者等の学校関係者からの意見を聴
取した上で定めていくことが望ましいと考えられます。

（後略）

表１　中途退学対応の重層的支援構造（「改定案」図 9.1 より）

表２　校則に関する記述の変化（旧版と「改定案」の比較）
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１．はじめに
　「学校で働いている人」を思い浮かべる時、
ほとんどの人は「先生」を思い浮かべるだろ
う。学習指導はもちろん、生活指導、部活指
導と、日本の「先生」は業務内容も多岐にわ
たり多忙を極めている。文部科学省が令和３
年12月に発表した「令和３年度 教育委員会
における学校の働き方改革のための取組状況

調査」１）によると、高等学校教職員の「『時間
外勤務月45時間以下』の割合は、令和元年度
と比較し、約８～ 14％程度増加」したとのデ
ータがある。先生たちは、時間的余裕がない
中で、生徒と向き合う時間を確保することが
難しいのが現状ではないだろうか？ そこで、
高校内でユースワーカーの活用を提案した
い。

佐久間　玲　子

教育と生徒支援はセット ― 先生と生徒を支えるための、
ユースワーカーの役割とは ―

公開研究会に参加して（１）

められるようになるかもしれない
　また、井上慧真氏からは1970年代から90年
代までの高校における指導文化について報告
があり、分析枠組みとして「拡張する論理」
と「解除する論理」という概念が示され、大
変興味深かった。当日のディスカッションの
中で、生徒指導提要の改訂は井上氏が言うと
ころの「拡張する論理」にあたるのか「解除
する論理」にあたるのかという議論が行われ
たが、私は「解除する論理」として理解する
方が有意義なのではないかと考えている。
　確かに、「拡張する論理」にあたるという
主張にも一理ある。教員の指導範囲を広げる
ことが「拡張の論理」であるから、この10年
ほどの間に新たに立ち上がってきた問題を生
徒指導の対象に加えた今回の改訂は、間違い
なく「拡張の論理」だ。しかし、もう一つの
側面も見落としてはならない。改訂は、単に
指導範囲を広げただけではなくて、広げた範
囲における標準的な考え方や取るべき対処方
法も同時に示している。標準が示されるとい
うことは、教員が果たすべき指導上の責任範
囲を明確にすることにつながるから、この意

味では「解除する論理」という側面を持つと
言っても良い。
　大切なのは、教員のできる範囲を超えるこ
とは外部の専門家の力を借りる、ということ
なのではないかと思う。そのためにも、どこ
までが教員のできる範囲なのかを明確にして
おく必要があるので、改訂される生徒指導提
要で問題が取り上げられることは意義が大き
い。今回の改訂で新しく生徒指導の対象に加
わった問題には、たとえばヤングケアラーや
外国籍生徒、性的マイノリティなどが含まれ
る。これらの問題に対して教員が向き合うと
きに、関わり方や外部の専門家との連携に関
してヒントを得ることができる。
　１つ残念な点をあげるとすれば、仮に外部
の専門家の力が必要だとわかったとしても、
どうすればその専門家とつながれるのかとい
う情報が、「改定案」では十分示されていな
いことだ。学校と専門家との関係構築が、今
後大きな課題になるだろう。

　（おおしま　まさお
　　　　　　教育研究所員・東京理科大学）
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２．ユースワーカーについて
　「ユースワーカー」とは、公益財団法人京
都市ユースサービス協会のWebサイトによ
ると２）、「ユースワーカーは若者の成長を手
助けする専門スタッフです。イギリスを始め
ヨーロッパ各国で養成が取り組まれ、国家資
格となっている国もあります。日本には、イ
ギリスのユースサービス／ユースワークとと
もにその活動が紹介され、各地でユースワー
カー養成が行われてきています。京都では、
2006年から大学院での養成プログラムを始め
た他、ボランティアや関連する仕事の中でユ
ースワークを担う人材を育てる、独自のユー
スワーカー資格取得のプログラムも始めてい
ます。」と記載されている。
　筆者は、2017年から移行期を支える支援者
としてのユースワーカーについて、調査研究
をした。高等教育の現場に、ソーシャルワー
カーでも、スクールソーシャルワーカーでも
なく、若者のために働く、「ユースワーカー」
が必要だと強く感じた。

３．神奈川県立田奈高校での取り組み
　2017年にNPO法人パノラマが運営する高
校内居場所カフェ、通称「ぴっかりカフェ」
にボランティアとして参加した。
　また、県内の「よこはまユースワーク」
や、「札幌市若者支援総合センター（Youth
＋センター）」で活躍するユースワーカーへ
のインタビュー調査を行った。
　田奈高校は、横浜市青葉区にある1978年に
開校した全日制の普通科高校で、定員数は
720人で１クラス30人、2010年に「中学まで
に、持てる力を必ずしも十分に発揮しきれな
かった生徒を積極的に受け入れる」クリエイ
ティブスクールに指定され、神奈川県内に５
校あるうちの１校である。入試には、試験も
内申書もなく、生徒の意欲・関心・態度など
をみて判定している。神奈川県独自のもので
はなく、東京都は「チャレンジスクール」と

いう名称を使用している。
　学校が公開しているWebサイト３）によれ
ば、さまざまな課題を抱えた生徒に対して、
一人ひとり親身になった対応ができるよう、
教育相談担当者（コーディネーター）を複数
配置し、スクールカウンセラーや外部機関等
と連携した組織的な教育相談体制を構築して
いる。また現役大学生による学習支援ボラン
ティアにより、補習や学習相談など多面的な
支援をしている。特に１年生を対象とした放
課後の補習に力をいれており、「田奈ゼミ」
と呼び、週１回マンツーマンに近い形で基礎
から教える体制も整っている。
　高校に通えている生徒には、学校の手厚い
支援があり、学校だけでは解決できないこと
は外部の支援先につなぐなどの、子どもたち
の命を守るための仕組みがいくつも用意され
ている。しかし、様々な理由で中退してしま
った元生徒たちの中には、学校からの支援は
もう受けられず、相談する人も場所も知らず
に、たった一人で困難を抱えて生きている元
生徒も多いと考えられる。

４．若者支援者の資格と役割
　学校における相談支援の現場で働く「スク
ールカウンセラー」「ソーシャルスクールワ
ーカー」「ユースワーカー」の資格と役割を
分類する。
（１）スクールカウンセラー
　専門の資格はないが、多くは臨床心理士が
あてられる。
　児童・生徒の生活上の問題や悩みの相談に
応じるとともに、教師や保護者に対して指
導・助言を行う専門家。SC と略す。
（２）ソーシャルスクールワーカー
　社会福祉士や精神保健福祉士などが就くこ
とが多いが、専門資格はなく、教職や福祉の
経験者がなる場合もある。配置型と派遣型が
あり、配置型は配属された学校の職員として
勤務する。
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　児童・生徒が学校や日常生活で直面する苦
しみや悩みについて、児童・生徒の社会環境
を構成する家族や、友人、学校、地域に働き
かけ、福祉的なアプローチによって解決を支
援する専門職。SSWと略す。
（３）ユースワーカー
　特に定められてはいない。若者の成長を手
助けする専門スタッフ。
　このように、ユースワーカーとして学校内
で働くための明確な資格はない。しかし、資
格がないからこそ生徒との垣根が無く、年上
の友人という感覚で双方が相手の懐に入って
いけるのではないか。
　成功体験だけではなく、学生時代のさまざ
まな体験談を話す大人や、将来への助言をし
てくれるような大人に出会うことで、先生に
不信感を持っている生徒や、先生には言えな
いようなことを、何気なく話すことで、解決
に向かって進んでいける状況が作れるのでは
ないかと考える。
　「ユースワーカー」が入ることで、先生の
立場からすれば、「異物混入」とも思えるよ
うな事が起こるかもしれないが、むしろ先生
とユースワーカーが連携することで、先生の
生徒への生活支援などの負担が減ると言え
る。
　ユースワーカーは現状では社会的な資格を
持ってはいないため、生徒にはむしろよい影
響が出ることの方が多いのではないだろう

か。ユースワーカーの強みは、「相談しなく
ても良い」という点があげられる。何気なく
寄り添っている状況なので、生徒は改まって
相談する必要はない。ただ、生徒の言葉に耳
を傾け助言はするが、指導はしないという立
場で寄り添う。ユースワーカーは、若者のた
めに働くというミッションを全うできる。

５．おわりに
　以上のことから、教育現場にいる大人だけ
で考える生徒のための支援だけでなく、生徒
側が求める心からの思いに寄り添える支援を
目的とするユースワーカーがいる学校は、陽
だまりのような温かい場所になると考えられ
る。

（さくま　れいこ
　 社会デザイン学会会員・ユースワーカー）

岩　崎　長　久

教職員中心から生徒主体の組織文化へ
公開研究会に参加して（２）

はじめに
　神奈川県における2022年３月の公立中学
校卒業者の全日制高校への進学率は89.3%だ
った。2014年以来８年ぶりに90%を下回り、

とりわけ公立高校全日制への進学率はつい
に60%を切って59%となった。他方、通信制
高校への進学率は2016年の3.5%から年々増加
して今春は6.0%へと上昇、定時制は2016年の

１） https://www.mext.go.jp/content/20220304-mxt_
zaimu-000019724_1.pdf

　（閲覧日：2022年８月７日）
２ ） https://ys-kyoto.org/about/youthworker/
　（閲覧日：2022年８月７日）
３） https://www.pen-kanagawa.ed.jp/tana-h/gaiyou/

index.html
　（閲覧日：2022年８月７日）

注
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2.9％から減少して1.9％だった。
　神奈川の県立高校改革全体計画（ 2016 ～
27）では「全日制進学率の向上」を明記し、
コンセプトとして「スチューデント・ファー
スト」を掲げている。しかし、新型コロナ感
染症の影響も推察されるが、確実に「全日制
離れ」が進行している。
　2022年６月15日、子ども施策の基本理念
を明文化した「こども基本法」が参議院で可
決、1994年に批准した「子どもの権利条約」
に対応する初の包括的基本法が成立した。今
回の公開研究会は、このような状況下で開催
された。

神奈川県教委の生徒指導通知
　まず、文科省の生徒指導提要（現行2010年
版）について、改訂の進捗状況の報告があ
り、次に、県内の県立高校における校則の見
直しについて、アンケート結果の報告があっ
た。両者の間には神奈川県教育委員会（学校
支援課）の通知が介在しており、この間に発
出された校則に関する２つの通知の要点を以
下に列記する。

（１） 「校則の公開及び見直しについて（通
知）」（2020.9. 10）１）

◦ 校則は、社会通念に照らして合理的な範囲
内で、学校や地域の実態に応じて適切に定
める。

◦ 開かれた学校づくりを推進する上で、2020
年 12 月までに、ホームページに掲載する。

◦ 生徒の実情や保護者の考え方、地域状況、
社会常識、時代の進展を踏まえ、絶えず見
直す。

◦ ホームページ掲載にあたり、改めて見直
し、その後も必要に応じ見直しを図る機会
を設定。

◦ 実情に応じ、生徒が話し合う機会、ＰＴＡ
アンケート等、生徒・保護者の参加に取り
組む。

（２）「生徒指導・教育相談体制の充実に向け

た取組みについて（通知）」（2021.12.15）
◦ 規範意識や社会性の育成及び自己肯定感の

涵養に向け、教職員と生徒の信頼関係が不
可欠。

◦ より良い指導や支援の在り方について、不
断の見直しに取り組むことが必要。

◦ 問題行動を起こした生徒の指導や支援は、
家庭と綿密に連携し、教育的なスタンスで
行う。

◦ 校則見直しは校長権限だが、全教職員の参
画、保護者や地域の意見も踏まえるよう努
める。

◦ 校則見直しは、生徒が主体的・自主的に参
加する機会を可能な限り設ける。

◦ 頭髪や服装指導などは、合格者説明会や入
学式で、あらかじめ生徒及び保護者に周知
する。

◦ 校則に反する行為にどのような指導を行う
のか、基準と趣旨を丁寧に説明し理解を求
める。

◦ 「地毛申請書」は人権上の配慮に欠け誤解
を招くおそれがあり、2022年度入学生から
廃止。

　生徒指導提要の改訂案（ 2022.8.26）では、
校則は、「児童生徒や保護者等の学校関係者
からの意見を聴取した上で定めていくことが
望ましい」、「社会の変化を踏まえて、校則の
意義を適切に説明できないようなものについ
ては、改めて学校の教育目的に照らして適切
な内容か、現状に合う内容に変更する必要が
ないか、また、本当に必要なものか、絶えず
見直しを行うことが求められます」となって
いる。前記した県教委通知は、2010年版をベ
ースとしているが、改訂案の書きぶりを先取
りしている。

高校の組織文化の変容
　公開研究会では、高校の組織文化につい
て、1970 ～ 90 年代の「指導の文化」を中心
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に考察がなされ、「なぜ学校は変わらないの
か」、あるいは「変われないのか」との命題
に対して、教員の責任を「解除する論理」と

「拡張する論理」の二極構造が示された。双
方は対立しているようだが、高校は入学者選
抜が設定されていることから、適格者主義の
考え方が通底しているように思われる。職員
の意向も管理職の判断も、二つの論理の質的
な位相の違いによる対立ではなく、程度の差
によって収斂することが一般的だった。
　1990年代後半、相次ぐ金融機関の破綻によ
ってバブル経済は完全に崩壊、中央省庁主導
のいわゆる護送船団方式は破綻した。金融シ
ステム改革によって規制緩和を旨とする米国
流の新自由主義へと転換、各方面で自己責任
論が伸長していった。
　2000年代になると、学校現場で米国発のゼ
ロ・トレランス方式が拡散、生活指導上の詳
細な罰則を規定し、「帰宅指導」や「地毛証
明」の運用が伝播した。職員会議における協
議や意向確認が行われなくなる中、機械的な
指導が多くなり、「解除する論理」と「拡張す
る論理」の二極構造は見えづらくなった。
　1970 ～ 90年代は高校の中退率が２～ 2.5%
だったが、2000年代以降は１％に近づいてき
た（ 2019年度、神奈川の公立全日制退学率は
1.05％）。しかし、その分、転出率が上昇し
ている（ 2019年度、神奈川の公立全日制の転
出率は0.98％）。２）

スクール・ポリシーの策定による組織文化の
行方
　中教審答申を受けた学校教育法施行規則の
改正（2022.4.1施行）により、スクール・ミッ
ションの再定義とスクール・ポリシーの策定
が行われることとなった。2021年６月、神奈
川県教委は各校にミッション案を提示、学校
運営協議会の検討を経て８月中の確認を求
め、2022年１月までにスクール・ポリシーの
策定と公表を要請した。県教委は2021年10月

に各校にスクール・ミッションを発出、2022
年３月にミッションとポリシーの一覧を公表
した。
　両者とも、「生徒一人ひとりの学習や進路
等の目標の実現」など普遍的な表現としてい
る学校が多いが、学力向上進学重点・エント
リー校の多くは、「リーダー」の育成を掲げ
ている。具体的な内容に踏み込んでいる場合
は、「その学校にふさわしい生徒」を求める
こととなり、新たな適格者主義の温床となり
かねない。
　スクール・ポリシーは、教職員中心の組織
文化を制度的に補強する施策とも言える。喫
緊の課題は、生徒を主体とする組織文化の構
築である。まず、校則の見直しの際に生徒参
加を保障する枠組みを整え、その上で、学習
活動全般に関する意思決定への参画を実現す
るため、生徒代表の学校運営協議会への加入
を実現したい。

　　（いわさき　ながひさ
　　　　　　　神奈川県高等学校教育会館）

１） 文科省「校則の見直し等に関する取組事例(事務連
絡)」(2021.6.8)と整合している。

２） 2020年度は新型コロナ感染症の影響で、神奈川の公
立全日制の退学率は0.79％、転出率は0.72％に減少
した。

注
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山　口　泰　史

個性化・多様化と多様性尊重のもとでの生徒指導
公開研究会に参加して（3）

１．はじめに
　2022年現在、子どもたちのバックグラウン
ドの多様性への対応が求められるなか、直接
的には学習指導要領の改訂をきっかけとし
て、生徒指導提要の改訂が進められている。
そのようななかで開催された今回の公開研究
会では、新しい生徒指導提要の改訂に関する
整理（大島先生）、現場での校則の運用・見
直し状況の実態（松井先生）、高校における
組織文化と生徒指導のあり方の変容（井上先
生）についての３者のご報告があり、併せて
充実した質疑応答がおこなわれたことで、一
参加者として大変勉強させていただいた。と
くに井上報告（以下、敬称略とさせていただ
く）では、なぜ、どのように高校における生
徒指導のあり方が変わってきたのかが、現場
での校則運用の事例を示しながら整理されて
おり、卒業後進路との関係も相まって、社会
の変化に敏感に反応せざるをえない高校とい
う学校段階での生徒指導の難しさを強く感じ
た。
　ここでは、恐縮ながら私の問題関心に引き
つけて、今回の公開研究会の内容を２つの論
点から振り返りたい。

２．日本の高校における階層構造と個性化・
多様化
　日本の高校教育は、1980年代の臨時教育審
議会答申を端緒として、個性化・多様化の方
向性を強く持つ教育政策のもとで運営されて
きた。しかし一方で、小学校や中学校とは異
なり、入試選抜によって入学者の同質性が一
定確保され、各々の学校の伝統や卒業後進路
の違いを元にした学校間の階層性が維持され

てきた側面もある。これらを受けて、個々の
学校においては、生徒一人ひとりの個性が尊
重され多様なキャリアが目指されるべきだと
いう理念が掲げられる一方で、社会経済的背
景や学力などの同質性が高い生徒たちが、大
学・短大、専門学校、就職、といった大きな
カテゴリでは同じ出口を目指す実態があると
いう、いわば相反的な状況が続いてきたとい
える。
　そして、そのような相反的な状況は、大島
報告にあったような生徒指導に関する議論の
動向や、他の政策的動向、また、高校生に対
する質問紙調査を用いたいくつかの分析（た
とえば尾嶋・荒牧編、2018）などで確認する
限り、今日においても大きくは変わっていな
い。その対応が、松井報告にあったような学
校現場での校則の緩やかな転換や、井上報告
にあった、指導を通じた成長を目指す思いと

（前向きな中退などを含めた）生徒の選択の
肯定の間の葛藤の表出などに現れているのだ
と思われる。

３．多様な家庭背景を持つ生徒たちと生徒指導
　かつては、面の平等が目指されるなかで、
個々の生徒間の差異はかならずしも前景化し
てこなかったとされる（苅谷、2009）。一方
で、近年では、家庭の経済的・文化的な状態

（≒社会経済的背景）やエスニシティなども
含め、そのような生徒の多様性に対する、学
校における対応のあり方が大きな論点となっ
ていることは、大島報告でも触れられていた
とおりである。
　今回の公開研究会では、とくに井上報告、
また質疑応答のなかで、このような生徒の多
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■生徒参加の痕跡がここにある！
　オンライン参加の喜多明人早稲田大名誉教
授から、新制高校初期の翠嵐高校に見られた
生徒参加に関して発言があった。そこで、半
世紀前の生徒参加の痕跡を探し、紹介する。
　１つは平沼高校である。戦前は横浜第一高
女、新制高校発足時（ 1948年）には横浜第一
女子高校と改称。男女共学（ 50年）にともな
い、横浜平沼高校となるが、校名変更は生徒
自治会の要望により実現したものだった。
　長くなるが、元同校教員が校名変更の経緯
を詳述した一文を引用する。「いくつかの校
名候補が論議された後、職員会議では『横浜

岡野高校』案が地名に因むということで固ま
った。しかし、『横浜平沼高校』の名称案を
もって、臨時生徒総会を開き、これに抵抗し
たのが当時の生徒達、説得のために、こもご
も演壇に立った教師達の主張に対し、対抗の
論陣を張って、頑として譲らない。結局、新
校名案は、生徒側の意向を尊重して、『横浜
平沼高校』とすることにきまった。」（『九十
周年・新校舎落成 記念誌』92年）
　２つ目の痕跡は、県立希望ケ丘高校の「生
徒規則」（72年２月制定）に見られる。
　「私たち生徒及び職員は、1969年10月以降
の体験を通じて、学校における生徒の生活が

綿　引　光　友

校則の見直しを生徒・保護者とともに
公開研究会に参加して（４）

様な家庭背景への言及がみられた。研究の場
では、多くの学校に共通するような普遍的な
論理や対策が議論される傾向にある。一方
で、井上報告にあったように、高校は卒業後
進路のこともあって、学校が立地する環境に
よって指導のあり方が大きく影響される。ま
た、前述のように学校内が同質的であればこ
そ、学校間の生徒の異質性は大きく、学力だ
けでなくその背景にある家庭環境の違いも無
視できない。そのような意味において、高校
という学校段階での指導における一般的な論
理よりも、個々の学校における個別具体的な
論理が優先されるべき場面も多い。とくに、
松岡（ 2019）を端緒として、あらためて教育
格差の大きさが明らかにされてきたなかにあ
って、学校ごとに異なる、また学校のなかで
も一人ひとりで異なる家庭背景への留意は、
今後の生徒指導を考える上でも欠かすことの
できない視点だと思われる。

４．生徒指導の具体性と一般化
　私が改めて整理するまでもなく、ここに挙
げたような問題意識は、高校の教育現場で生
徒に向き合う先生方によって意識されてきた
ものだと思われる。それを改めて整理し、個
別具体的な事例と向き合いながら、一般化で
きる部分を探ってゆく機会として、今回の研
究会は有意義だったと思われる。その「一般
化できる部分」の具体的な取り組みの一つと
して、生徒指導提要がどのように改訂される
こととなるのか、引き続き注視していきたい。

　　　　　（やまぐち　やすふみ　帝京大学）

苅谷剛彦『教育と平等―大衆教育社会はいかに生成した
か―』中央公論新社、2009年。
松岡亮二『教育格差―階層・地域・学歴―』筑摩書房、
2019年。
尾嶋史章・荒牧草平編『高校生たちのゆくえ―学校パネ
ル調査からみた進路と生活の30年』世界思想社、2018年。

引用文献
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自主管理すなわち生徒の自主性及び自律性に
基づいて営まれるべきであることを確認し
て以下の各条を定める」。これは規則の前文
だが、「1969年10月以降の体験」とは、同年
10月23日の「校舎封鎖」に始まる学園闘争の
ことだ。生徒側は生徒心得を「弾圧のバイブ
ル」と主張、廃止を求めた。学校側との話し
合いを経て、誕生したのが生徒規則である。
　同第12条には「この規則の改正について
は、生徒総会における出席数の３分の２以上
の賛成と、学校の同意を要するものとする。
また規則の改正を発議する場合は生徒会総務
を通じて行う」とある。生徒参加による規則
の改正手順が明文化されている。

■Ｋ高校における生徒心得の改定
　希望ケ丘と同時期、Ｋ高校における校則見
直しの動きを見る。71年４月22日、県教委主
催による第１回生徒指導担当者会議が開か
れ、生徒心得をめぐる研究協議が行われた。
古いファイルに配布資料と筆者の手書きメモ
がとじ込んであった。
　Ｋ高校から、「生徒心得の改定と現況」と
題する報告があった。レジュメ（Ｂ４用紙１
枚）から項目のみ、以下に列挙する。２校に
よる報告のあと、地区別協議が行われた。
１．生徒心得改定の動機　２．生徒心得改定
の経緯　３．生徒心得改定前と改定後の内容
上の相違について　４．生徒心得改定後生徒
にどのような形で理解させたか　５．現況

（問題点）　＊原文では数字は漢数字を使用

　教員側の生徒心得検討委員会（７名）と生
徒心得委員会（生徒会役員など７名）がそれ
ぞれ検討を重ね、合同委員会で話し合い（ 69
年10月～ 70年２月までに10数回）を重ねた。
その間、生徒側は各ＨＲ、教員側は職員会議
で報告や討議を繰り返し行なっている。
　生徒参加による心得の改定が実現、生徒側
の希望や要求はほぼ受け入れられている。

■校則の見直しをめぐる温度差
　公開研では、高教組後期中等教育小委員会
から「『校則』に関するアンケート」（ 21年度
実施。回答数94校）の報告と分析があった。
同報告によれば、校則の見直しに取り組まな
かった学校が半数近く。服装指導で「違反」
があると、約２割の高校（ 18校）で「帰宅指
導」が行われた。これを指導と呼べるか疑問
だ。学ぶ権利の侵害に当たらないのだろうか。
　県教委は20年９月、同年末までに校則の見
直しを行い、ＨＰでの公開を求める通知を発
出した。翌年６月、文科省も同じように校則
の見直しを求める通知を出した。
　21年12月15日、県教委は「生徒指導・教育
相談体制の充実に向けた取り組みについて」

（学校支援課長通知。12.15通知）を出し、重
ねて校則（生徒心得）の見直しを進めるよう
求めた。同通知中には、前回通知にはない、
次の内容が加わった。「頭髪指導における『地
毛申請書』については、人権上の配慮に欠け
るとともに、生徒や保護者等に誤解を招いて
しまうおそれがあることから、令和４年度入
学生からは運用を廃止すること」。
　 さらに「12.15通 知」は、「（略）社 会 の常
識、時代の進展などを踏まえたものになって
いるか、絶えず見直すこと」と説く。一方、
後中教報告は「県立高校が時代の流れに取り
残されていないか考えるべきだ」と分析す
る。両者間には温度差があるように感じる。

■学則の中に残る戦前の痕跡
　各校の学則（校則ではない）には、懲戒規
定がある。同規定は学校教育法施行規則を引
き写したものだが、校則にも書き込む学校も
見られる。県立Ｓ高校学則を次に示そう。
　「（懲戒）第32条 校長は、教育上必要があ
ると認めるときは、生徒に懲戒を加えること
がある。/ ２ 懲戒は、その程度により、訓
告、停学及び退学の処分とする。ただし、退
学は、次の各号のいずれかに該当する者に対
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してのみ行う。
　（１）性行不良で改善の見込みがないと認
められる者／（２）学力劣等で成業の見込み
がないと認められる者／（３）正当の理由が
なくて出席常でない者／（４）学校の秩序を
乱し、その他生徒としての本分に反した者」
　次に、大戦中に定められた中学校規程

（1943年）に書かれた法文をみてほしい。
　「第47条　学校長ハ左ノ各号ノ一ニ該当ス
ル者ニハ退学ヲ命ズベシ／一 性行不良ニシ
テ改善ノ見込ナシト認メタル者／二 学力劣
等ニシテ成業ノ見込ナシト認メタル者／三 
正当ノ事由ナクシテ出席常ナラザル者」
　先に示した学則とほぼ同じ内容だが、（４）
の規定がない。なぜかというと、（４）は49
年、学校教育法施行規則改正時に追加された
項目なのだ。中学校規程では「退学を命ずべ
し」と退学処分に限っているが、学則では懲
戒と呼び、退学に加え、停学と訓告を追加し
ている。学則には旧制中学校の痕跡が見え、

「時代の進展などを踏まえたもの」（ 12.15通
知）と言えるか疑問である。校則の見直しと
併せ、学則の懲戒規定を検討してみてはどう
か。
　ところで筆者は、高校入学時（ 62年）に

「在学中は校則を堅く守り、違反した場合に
は如何様な処分を受けても異存ない」という
誓約書を提出させられた。同書は本人だけで
なく、保証人（しかも保護者以外）の署名・
捺印が必要だった。今、このような誓約書は
姿を消したが、同書をもとに校則違反生徒を
退学にすることも可能だったわけである。

■子どもの権利条約を生徒手帳に
　22年８月26日、『生徒指導提要』改定案が
公表された。素案の記述と同様、生徒指導を
実践する上で、子どもの権利条約の理解は重
要であり、「同条約の理解は、教職員、児童
生徒、保護者、地域にとって必須」とある。
今回、６月22日公布の「こども基本法」（ 23

年４月施行）が加わった。「自己に直接関係
する全ての事項に関して意見を表明する機会
及び多様な社会的活動に参画する機会が保障
されること」など同法３条の基本理念（４項
目）を挙げて、権利条約と併せて理解するこ
とが重要だと解説している。
　改定案には書いていないが、同法15条は、
権利条約や基本法の内容の周知を図り、理解
を得るよう努めることとある。これらの内容
を生徒に伝える広報義務を学校も担わなくて
はならない。それらの抜粋を生徒手帳に掲載
すれば、生徒に周知できるのではないか。

■学校の当たり前を見直す
　区立麹町中学の校長が書いた『学校の「当
たり前」をやめた。』（時事通信社出版局）
は、学校内で「当たり前」と思われてきたも
のを徹底的に見直し、改革に取り組んだ記録
である。著者は、「社会がますます変化する
今だからこそ、『教育の原点』に立ち返らな
いといけない」とし、「当たり前」を見直し、
新しい「当たり前」を探してほしいと訴える。
　「三尺下がって師の影を踏まず」という戦
前の当たり前は、戦後消滅したが、「生徒は
教師の指導に従う者」との当たり前からは未
だ抜け切れていない。些末な事例を持ち出せ
ば、生徒の前で自身を「先生」と言い、同僚
間で「先生」と呼び合う。生徒の呼び捨て、
体育教官室との呼称。学校内で散見される当
たり前の見直しも必要ではないだろうか。
　ある校長がＨＰのあいさつで、「教職員も

『自主自立』の精神で、主体的に取り組む生
徒たちの良きファシリテーターとなるように
努力を続ける」と書いてあるのを見つけた。
教職員に「自主自立」の精神がなければ、自
主自立する生徒を育てることはできないだ
ろう。さらに教職員に「良きファシリテータ
ー」となるよう求めている。このような教職
員のあり方こそ、インクルーシブ社会に期待
される「新しい当たり前」なのかもしれない。
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■おわりに
　指導提要改定案には「学校や地域の状況、
社会の変化を踏まえ（略）、現状に合う内容
に変更する必要がないか、（略）絶えず見直
す」こととある。「見直しに当たっては、児
童会・生徒会や保護者会といった場におい
て、校則について確認したり議論したりする
機会を設ける」と説く。多大な時間と労力、
困難を伴うことは必至である。とはいえ、三
者（教職員・生徒・保護者）が校則と向き合
い、「学校は何のためにあるのか」といった
教育の原点にまで遡り、胸襟を開いて議論す
ることは重要であり、教育のロマンすら感じ

る。
　見直しの意義に触れ、次のように書く。

「校則を見直す際に児童生徒が主体的に参加
することは、学校のルールを無批判に受け入
れるのではなく、自身がその根拠や影響を考
え、身近な課題を自ら解決するといった教育
的意義を有する」。校則という身近な課題に
取り組むことは、生徒にとって民主主義を体
験的・実践的に学ぶ絶好の機会となるのであ
る。

　　（わたひき　みつとも　元県立高校教員）

１．問題の所在
　今年の夏（ 2022年７月30日）、神奈川県の
高校教育会館教育研究所で行われた公開研究
会「生徒指導・校則をめぐってー高校の組織
文化を考える」において、わたしは３人の報
告者にそれぞれ以下のような質問をさせてい
ただいた。
①大島真夫さん「新しい生徒指導提要につい
て」
　今回の生徒指導提要の改訂と６月15日に成
立した「こども基本法」との関係をどうとら
えたらよいのか。とくにこども基本法の３条
３項、子どもの意見表明の尊重との関連をど
う考えるか。
②松井延安さん「校則の見直しについて（ア
ンケート結果から）」
　松井報告の最後のまとめ部分で、「生徒参
加をもってして人権を尊重した校則づくりに

つながるかは留保が必要」とされているが、
その理由として「生徒が参加することで生徒
間による『制裁』が懸念」されるためと報告
された。確かに、学校教育法11条の学校懲戒
の立場からは、生徒による私的な「制裁」を
危惧することは理解できるが、生徒自治にお
いて、生徒の自主的な規律、自治的な規範形
成も重要ではないか。
③井上慧真（えま）さん「高校の組織文化」
　井上報告の通り、1980年代に高校の「自主
退学」の濫用が問題となったが、そもそも学
校教育法11条にいう学校懲戒、法規上の懲戒
について考え直す時期にきているのではない
か。そもそも「懲戒」という表現は、上から

「懲らしめる」「戒める」という言葉の合わさ
った用語であり、「戦前法制の残滓」（民法学
者・利谷信義氏の言葉）とも言われてきた。
懲戒処分としての退学、停学等は、生徒の教

喜　多　明　人

こども基本法の成立と生徒指導のこれから
―生徒指導提要の改訂をふまえて―

公開研究会・寄稿
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育を受ける権利（憲法26条）のはく奪行為で
もあり、再検討されてよいのではないか。
　以上、初対面の報告者に対して、しかもリ
モートでぶしつけな質問をさせていただい
た。これらは、わたしがこの分野で抱いてき
た問題意識、とくに以下、大きく２つの問題
意識があってのものである。
　第一は、子どもの権利条約の視点からの生
徒指導、校則の捉えなおしである。とくに、
子どもの権利条約の視点に立った「こども基
本法」の成立によって、今後日本の生徒指
導、校則問題はどう展開されるのか。
　第二には、現在の生徒指導を支えている学
校懲戒制度（学校教育法11条）が変わらない
限りは、生徒指導の大枠に変化がないのでは
ないか。日本における生徒指導の長い伝統的
な考え方はそうすぐに変わるはずがないとい
う実践認識がある。とくに、上からの懲戒と
生徒間制裁の問題に関して、視点を変えて生
徒による自治規範、自主的規律の形成という
視点で検討を要する。
　以下、この２つの基本的な論点をふまえ
て、６月15日に成立した「こども基本法」お
よび改定試案（＊）レベルの生徒指導提要を
通して深めてみたい。
　（＊８月26日、文科省の第９回協力者会議
において、生徒指導提要の改訂案が承認され
たが、まだ公式には発表されていないため、
当日審議された提要試案をもっぱら引用し
た）

２．大きく変わる生徒指導提要―校則問題を
中心にして
１）提要制定後12年の変化とこども基本法
　今回の生徒指導提要の改訂と６月15日に成
立した「こども基本法」との関係をどうとら
えたらよいのか。
　生徒指導提要は、従来の「生徒指導の手
引」に替わり2010年３月に文科省によって作
成された手引書である。その後12年が経過

し、関係する立法・政策状況などの変化があ
り、さらに「ブラック校則」「指導死」（行き
過ぎた指導での生徒自死）問題が社会的に問
われるなどして、改定を余儀なくされたもの
であり、今回の「こども基本法」の成立と直
接結びつくものではない。
　ただし関係する立法・政策の変化の方向性
と今回成立した「こども基本法」は、共に個
の自立、多様性の尊重など時代の求めてきた
流れの中にあり、とくに日本が1994年に批
准した「子ども（児童）の権利に関する条約」

（以下、子どもの権利条約という）の影響も
強く受けていると考えられる。
　提要作成以降の関係立法としては、2013年
のいじめ防止対策推進法、2016年の教育機会
確保法の成立がある。また教育政策の分野で
は、中教審の「『令和の日本型学校教育』の構
築を目指して～全ての子供たちの可能性を引
き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの
実現～（答申）」、さらには新学習指導要領に
おいて、「生徒が、自己の存在感を実感しな
がら、よりよい人間関係を形成し、有意義で
充実した学校生活を送る中で、現在及び将来
における自己実現を図っていくことができる
こと」といった提言など、直接にはこれらの
立法・政策の進行状況を受けて改定されたこ
とは間違いない
２）子どもの権利と校則をめぐる生徒指導提
要の改訂内容
　上記のような教育政策をめぐる動きにあわ
せて、生徒指導は、生徒の自立的成長の支
援・指導に重点が置かれるようになったが、
この観点をさらに子どもの権利の視点から深
めていく改訂が加わる形となったといってよ
い。
　こども基本法の成立、とくに子どもの権利

（条約）の視点からの生徒指導の捉えなおし
がなされていることにより、おそらく今後の
日本の学校のあり方自体が大きく転換してい
く契機となることが予測される。
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【条約理解は、生徒指導教師の必須の留意事項】
　提要試案では、以下の「1.5　生徒指導の
取組上の留意点」において、子どもの権利条
約の理解が、教職員、児童生徒、保護者、地
域にとって必須だとした上で、以下のとおり
いわゆる４つの一般原則、差別の禁止、児童
の最善の利益、生命・生存・発達に対する権
利、意見を表明する権利を明確に記載した。

「1.5.1　児童生徒の権利の理解
（１）児童の権利に関する条約
　まず、第一は、教職員の児童の権利に関する条
約についての理解です。
　児童生徒の人権の尊重という場合に、留意すべ
きは平成元年11月20日に第44回国連総会におい
て採択された児童の権利に関する条約です。日本
は、平成２年にこの条約に署名し、平成６年に批
准し、効力が生じています。本条約における児童
とは、18歳未満の全ての者を指します。本条約の
発効を契機として、児童生徒の基本的人権に十分
配慮し、一人一人を大切にした教育が行われるこ
とが求められています。（４つの原則）
　生徒指導を実践する上で、児童の権利に関する
条約の４つの原則を理解しておくことが大切で
す。それらは、第一に、児童生徒に対するいかな
る差別もしない、第二に、児童生徒にとって最も
よいことを第一に考えること、第三に、児童生徒
の命や生存、発達が保証されること、第四に、児
童生徒は自由に自分の意見を表明する権利をもっ
ていることです。」（生徒指導提要の改訂に関する
協力者会議『調整中（案）生徒指導提要』31 ～ 32
ページ、以下同じ）

　そして、「いじめや暴力行為は、児童生徒
の人権侵害であるばかりでなく、進路や心身
に重大な影響を及ぼします。教職員は、いじ
めの深刻化や自殺の防止を目指す上で、児童
生徒の命を守るという当たり前の姿勢を貫く
ことが大切です。また、安全・安心な学校づ
くりは、生徒指導の基本中の基本であり、同

条約の理解は、教職員、児童生徒、保護者、
地域の人々等にとって必須だといえます。」

（前掲試案33ページ）とまとめている。安全・
安心は、生徒指導の「基本中の基本」という
認識は、「人権・人格を否定する校則は望ま
しくない」とした2021年の文科大臣答弁の趣
旨も反映されていたとみられる。

【校則のHP公開など運用面の見直し】
　提要試案「3,6　生徒指導に関する法制度
等の運用体制」、その「3,6,1　校則の運用・
見直し」の項目では、「（１）意義・位置付け」
として、校則に関し、「これまでの判例で
は、社会通念上合理的と認められる範囲にお
いて、教育目標の実現という観点から校長が
定めるものとされています」と規制の範囲を
ゆるめた解説に書き直され、「校則の制定に
あたっては、少数派の意見も尊重しつつ、児
童生徒個人の能力や自主性を伸ばすものとな
るよう配慮することも必要です」とも書き加
えられた（前掲試案100ページ）。
　「（２）校則の運用」では、「校則の内容に
ついては、普段から学校内外の者が参照でき
るように学校のホームページに公開しておく
ことや、それぞれの決まりの意義を理解し、
児童生徒が主体的に校則を遵守するようにな
るためにも、制定した背景についても示して
おくことが適切であると考えられます」が加
えられ、その上で、「校則に違反した場合」
には、「行為を正すための指導に止まるので
はなく、違反に至る背景など児童生徒の個別
の事情や状況を把握しながら、内省を促すよ
うな指導となるよう留意しなければなりませ
ん」としている（前掲試案101ページ）。

【校則への子ども、保護者の意見反映】
　なお、「（３）校則の見直し」においては、
子どもの生活に直接的に大きな影響があるこ
とから、子どもや保護者の意見を聞くように
と、以下のように述べる。
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　「校則については、最終的には校長により適切
に判断される事柄ですが、その内容によっては、
児童生徒の学校生活に大きな影響を及ぼすことが
あることから、その在り方については、児童生徒
や保護者等の学校関係者からの意見を聴取した上
で定めていくことが望ましいと考えられます。ま
た、その見直しに当たっては、毎年度の生徒会や
保護者会といった場において、校則について確認
したり議論したりする機会を設けるなど、絶えず
積極的に見直しを行っていくことが必要です。そ
のためには、校則を策定したり、見直したりする
必要がある場合に、どのような手続きを踏むべき
か、その過程についても示しておくことが望まれ
ます。」（前掲試案101ページ）

　こども基本法の成立を意識して以下のとお
り、「児童生徒の参画」という項目も設定し
ている（ 2022年３月の改定試案では「児童生
徒の関与」と項目立てされていた）。

「（４）児童生徒の参画
　校則の見直しの過程に児童生徒自身が参画する
ことは、校則の意義を理解し、自ら校則を守ろう
とする意識の醸成につながります。また、校則を
見直す際に児童生徒が主体的に参加することは、
学校のルールを無批判的に受け入れるのではな
く、自身がその根拠や影響を考え、身近な課題を
自ら解決するといった教育的意義を有するものと
なります。」（前掲試案102ページ）

　参画とは、男女共同参画などの政策用語に
共通するとおり、政策意思形成への参加、参
与をさし、権利としての参加と同義的に使用
されてきた。その意味では、校則の改正等に
おける意思決定に生徒が関与していくことを
想定しておくことが重要であろう。

３．こども基本法の成立と生徒の意見表明・
参加の権利
１）こども基本法の成立とその基本的特徴
　制定されたこども基本法の特徴は、以下３
点あげることができる。

【日本の子ども総合法制形成の一歩として】
　第一は、この法律の成立によって、日本の
子ども総合法制の形成が図られていくことが
期待されることである。
　第１条には、「日本国憲法及び児童の権利
に関する条約の精神にのっとり、‥‥‥こど
も政策を総合的に推進することを目的とする」
とあり、憲法・子どもの権利条約に依拠した
こども基本法制がここに産声を上げたといえ
る。日本の子ども法制は、これまで児童福祉
法制、教育基本法制、少年法制などタテ割り
行政の影響下で細分化されてきたが、こども
基本法は、これを一本化し、子どもの権利保
障の包括的な促進を図る法律・法制化への道
すじを示し、その意味での子ども総合法制形
成の第一歩となることが期待される。

【国による子どもの権利条約普及・啓発義務
の明文化】
　第二には、国に対して子どもの権利条約の
周知、広報義務を課したことである。
　「国は、この法律及び児童の権利に関する
条約の趣旨及び内容について、広報活動等を
通じて、国民に周知を図り、その理解を得る
よう努めるものとする」（15条）
　とくに国民への周知の中で、条約が求めて
きた子どもへの広報義務（ 42条）が果たされ
ていくことが期待される。
　「なぜ、学校は子どもの権利条約を教えて
くれなかったのですか」
　条約の広報イベントで小中学生からよく出
た質問である。日本の学校は、この子どもた
ちの疑問に答えていく責任がある。すべての
子どもへの広報として重大な役割を果たすの
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は学校であるはずである。

【子どもの意見表明権の法制化】
　第三には、子どもの権利条約12条に示され
てきた子どもの意見表明権の法制化が図られ
たことである。
　同法第３条３項には「全てのこどもについ
て、自己に直接関係する全ての事項に関して
意見を表明する機会を保障し」とあり、同条
４項で「全てのこどもについて、その意見が
尊重され、その最善の利益が優先して考慮さ
れること」（３条４項）（同規定―こども家庭
庁設置法３条１項）と明記された。
　さらに「多様な社会的活動に参画する機会」
の確保（３条３項）がうたわれており、その
ために、国・地方公共団体の義務として「子
ども施策の策定・実施・評価」への子どもの
意見反映に必要な措置（ 11条）、こども政策
推進会議によるこども大綱案の策定の際の子
ども等の意見反映（17条３項）も規定された。

２）自己決定的な権利および社会参画への権
利に道を開く

【子どもの自己決定的な権利としての意見表
明権の明文化】
　この法律において、特筆できることは、意
見表明権の法制化とかかわり、同法で子ども
の自己決定的な権利として子どもの意見表明
の権利を法認したことである。
　子どもの「意見が尊重され、その最善の利
益が優先して考慮されること」（３条４項）
という規定は、すでに2016年の改正児童福祉
法の２条に明記されている。今回新たに加え
られた意見表明権条項が３条３項である。
　「全てのこどもについて、自己に直接関係
する全ての事項に関して意見を表明する機会」
という条文の中で、「自己に直接関係する全
ての事項」への意見表明という表現は、自己
決定的な権利が想定されていると理解するこ
とができる。「直接」という言葉は、意見表

明の範囲を狭めており、削除すべきではない
か、との意見も聞かれるが、子ども自身の
生活に直接的に影響を及ぼす事項（条約12条
の原案、ポーランド案では、「結婚、職業選
択、医療、教育、レクリエーション」が例示
されていた）への意思表明を言い表すために
は適切な表現であるとみることもできる。
　従来は、自己決定的な権利と関わっては、
条約12条２項と関わっての手続き的権利、適
正手続きの枠内、懲戒処分などの手続き上の

「聴かれる」機会の尊重レベルにとどまって
いた。今回の法制化は、それを越えており、
子どもの日常生活面、社会面、政策面など広
く自己決定的な権利の行使に道を拓くものと
して、今後の活用が期待できる。
　教育面では、先の生徒指導提要の改訂試案
では、校則は、「児童生徒の学校生活に大き
な影響を及ぼすことがあることから、その在
り方については、児童生徒や保護者等の学校
関係者からの意見を聴取した上で定めていく
ことが望ましい」とあるところが該当する。
また「校則を見直す際に児童生徒が主体的に
参加すること」も求められている。
　なお、学校での学び、学校外の多様な学び
など、受けるべき教育内容についての「自己
決定的な意見表明、学ぶ権利の行使を促して
いる教育機会確保法（ 2016年）との連動にも
注目しておく必要がある。

【子どもの参画の権利保障とパートナーシッ
プの確立】
　多様な社会的活動への「参画」という表現
が使われたことは、生徒指導提要の言葉とし
ても、「児童生徒の関与」から「児童生徒の参
画」へと改定試案を書き変えさせたという面
でその影響力をうかがうことができる。参画
という言葉は、政策意思への参加、参与を指
しており、子ども政策の策定、実施や評価に
ついても、その決定に参加していくことが想
定されている。学校教育分野においては、こ
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ども基本法が求めた子どもの「社会活動への
参画する機会」の確保のために、学校運営、
教育計画作成への参画、校則制定・改正への
参画が課題となる。その他、子どもが関心を
持つ教育・福祉・医療等の環境整備、政策推
進への参画をはかることも求められていくと
考えられる。

４．学校懲戒の見直しと子どもの自主規律の
可能性

【生徒の自主規律・自治規範形成の可能性】
　今回改定される生徒指導提要では、子ども
の権利条約の視点に依拠した記述がみられる
が、「校則については、最終的には校長によ
り適切に判断される事柄」という点は残され
た。校則が、「生徒自身の生活に大きな影響
を及ぼす」存在であり、生徒の自立的な成長
を図っていくとしたら、生徒による校則の自
主的制定権を認めてもよかったのではないか。
　７月30日の公開研究会では、松井報告で、

「生徒参加をもってして人権を尊重した校則
づくりにつながるかは留保が必要」とし、そ
の理由として「生徒が参加することで生徒間
による『制裁』が懸念」されるためと報告さ
れた。
　この指摘で想起されるのは、戦後日本の新
制高校の発足期の生徒会による自主規範作り
である。戦後の教育改革期に、新憲法をうけ
て三権分立型の生徒自治会が各地に形成され
た時期がある。神奈川県立横浜第二高校（現
在の翠嵐高校）など生徒自治会による自治的
な規律づくりに発展していく可能性もあっ
た。しかし、教育界では生徒による私的制裁
への懸念から生徒の自主規律は押さえ込ま
れ、生徒自治会も1955年の学習指導要領改訂
の際に、「生徒会」と名称変更され、教育課
程の中に組み込まれてしまった。その後は、
おとな側の上からの規律強制＝学校懲戒が戦
後の教育界を支配してしまったのである。
　生徒自治の理念上は、「三権分立」的な考

え方の反映として、行政、立法的な自治のほ
か、司法的な自治がありえたといえる。子ど
もの司法的な自治は、アメリカで広く行われ
てきたティーンズ・コートの実績がある。ま
た子どもの権利条約の精神的父（ユニセフ）
と言われたポーランドの医師ヤヌシュ・コ
ルチャックが経営していた孤児院では、「子
ども憲法」にもとづく「子ども法廷」があっ
た。台湾のオルターナティブスクール（実験
学校）では、「叱らない」「たたかない」（森
林小学校）がめざされ、子どもの自治的な解
決の場として「学校法廷」をつくる小学校（種
籽小学校）など、上からの懲戒的な規律形成
とは異なる自主・自治的な生活規律を創り出
す取り組みが開始されていたのである。

【学校の懲戒権を見直す】
　「校則については、最終的には校長により
適切に判断される事柄」であるという考え方
の法的根拠としては、一つは、学校教育法37
条４項、校長の校務掌理権規定とかかわり、
校則も校務＝全校的業務として校長の権限内
と考える解釈、および同法11条の校長・教員
の懲戒権規定に基づき、校則の実効性を担保
する懲戒権限が校長に与えられていることが
あげられる。同法37条の場合、生徒指導内容
とかかわる校則の決定について、「校務」の
対象となるかどうか、という意味では形式的
な承認システムにとどまる。
　むしろ、同法11条、学校懲戒のあり方が今
後問われていくのではないか。
　学校教育法11条は以下の定めである。
　「校長及び教員は、教育上必要があると認
めるときは、文部科学大臣の定めるところに
より、児童、生徒及び学生に懲戒を加えるこ
とができる。ただし、体罰を加えることはで
きない。」
　参考になるのは、親・保護者の体罰・虐待
規制のための懲戒権廃止の動向である。
　民法改正を審議する法制審議会では、保護
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者のしつけの名による体罰・虐待を根本的に
規制するためには、その元凶といってよい

「懲戒権」の廃止しかないと報告されたので
ある。
　教師による教育の名による体罰・虐待を根
本的に規制するためには、同様に学校教育法
11条の「懲戒権」を廃止する、まさにそのよ
うな見直しが必要な時期にきているといえな
いか。

　　　（きた　あきと　早稲田大学名誉教授）

『子どもの権利―次世代につなぐ』エイデル研究所、2015年。
『子どもとともに創る学校』日本評論社、共編、2006年。
『逐条解説子どもの権利条約』日本評論社、共編、2009年。
『みんなの学校安全』エイデル研究所、共編、2016年。
『子どもの学ぶ権利と多様な学び』エイデル研究所、2020年。
『多様な学びを創るー不登校支援から多様な学び支援へ』
東京シューレ出版、共編、2021年。
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参考文献＝喜多の単著・編著等
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■私が考える教育課程
　本校の新教育課程の編成に携わったのは今から３
年前。編成基準を何度も読み返しては、委員のメン
バーと協議、検討、修正を重ね、完成した教育課程
が2022年度より、本格的に施行されている。委員メ
ンバーと苦労を共にしたことは最高の思い出となっ
ているが、個人的な感想は「なにもできなかった」で
ある。経験不足の一言に尽きた。
　しかし、本校定時制の生徒１人ひとりを思い浮か
べながら、「私が考える教育課程」を作成できたこと
は大きな成果だったと感じている。あくまで私の中
だけの案ではあるが、生徒たちの学びに緩急がつき
そうな教育課程である。今回はその教育課程を紹介
したい。

■社会に開かれた教育課程
　編成基準の「はじめに」の部分に、「社会に開かれ
た教育課程」という言葉がある。初めて読んだ時、
なんて素敵な言葉だろうと直感した。今から10年く
らい前になるが、教員になりたての頃、「社会に役に
立つ人材の育成」を念頭に懸命に指導し、生徒を社
会にあわせていくんだ、と意気込んでいたように記
憶している。しかし、定時制高校の生徒と一緒に勉
強する中で、自分の考えが少し変わってきたように
感じる。
　社会に開かれた教育課程の目標は何だろうか。私
が思うに「社会のための教育ではなく、教育のため
の社会づくり」である。教育を最も重要視する社
会、その社会を創造できる人材、そんな人材を育成
したい、との思いで、今は教育に携わっている。

■変化には刺激
　変化には刺激が必要ではないだろうか。昨年度、
定時制通信制教育推進研究協議会で「コラボレーシ
ョン授業」というオンライン授業を試行した。他校
の理科の授業に、本校の電気科の実習を展開すると

いう内容。事前に期待できる教育効果を洗い出して
実施後に検証するかたちで実施した結果、他校生徒
の知識の定着度やアンケート結果から「普段とは違
う環境下の学び」には少なからず刺激があり、教育
効果は増すことがわかった。大事な点は期間限定で
ある。密かに、私はこの効果を「スポット効果」と
命名している。
　閉ざされた場所だけではなくて、外の環境をもっ
と利用して刺激を受ければ、子どもたちは自分探し
のモードにスイッチが入る。外の環境とは、地域を
はじめ、企業や大学、専門学校などである。実際、
学校を離れて、普段とは違う環境で、見て・聞い
て・話すことは、間違いなく印象に残るものであ
る。印象に残れば、子どもたちは何かを考えるはず
である。たとえ、すぐに忘れてしまったとしても、
外と触れあう機会を繰り返す中で、自ら考えて行動
し始めるヒントを得られるのではないか、生徒のほ
どよい緊張した顔とワクワクした笑顔が数多くみら
れるのではないか、と期待してやまない。ほんの少
しのきっかけで起こる変化に年齢は関係ない。なか
んずく高校生年代の変化は、時に我々の想像を大き
く超えることがある。

■３者の価値観
　これからの夜間定時制高校が生徒を幸せにする教
育をする教育を展開するにはどうするべきか。その
可能性を見出すために、３者の価値を右図に示し、
考察する。斜線部は、定時制高校だけが提供できる
価値領域である。丸の中には様々な価値が詰まって
いる。その中で①と②が交わる斜線部において、私
が着目したのは「日中の時間を教育活動に使うこと
ができる」（②が提供する）である。この価値に①が
求める「進路希望をかなえる」をかけあわせれば、定
時制高校の可能性を十分に発揮できる教育課程が展
開できると考えた。

夜間定時制高校の可能性を考える ～週４日登校＋週１日進路探究の模索～

ⅥⅩⅩ
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学校から・学校へ（　）

石原　隆一郎

■進路希望をかなえる教育課程の模索
　具体的には、週５日のうち、１日は学校に登校せ
ず、外部機関と連携して生徒自身が自分の進路を考
える日とする。登校しない日は「進路探究の日」と
題して生徒１人ひとりの個性に沿う自由度の高い日
にする。地域の企業や進路先になり得る学校などを
巻き込んで教育を充実させる。以下に例を示す。

　上記例では水曜日を進路探究の日に設定してい
る。生徒は、進路希望によって以下のタイプを選択
し、進路探究の日（水曜日）を過ごす。基本的には
学校に登校しない。

●タイプ１：就職を経験したい生徒
　 　日中アルバイトで働き、夜は登校しない。学

費や生活費を稼ぎながら就職を目指す。信頼で
きる地域企業のアルバイトを斡旋して、週５で
働き技術を磨く。報酬あり。雇用期間は１年間
としてローテーション制。企業実習として単位
振替は可能。生徒の様子や勤怠状況、技術習得

の進捗など、企業と密に情報共有する。
●タイプ２：進学を経験したい生徒
　 　進路探究の日に専門学校や大学の体験授業や

見学会に出席し、夜は登校しない。上級学校で
学ぶことで高い専門性に触れるとともに、自分
の進学目標を絞り込む。５限分(200分)くらいを
目安。引率教員あり。地域の専門学校や大学と
提携し、年間スケジュールを組む。

●タイプ３：今のところ目標がない生徒
　 　進路探究の日（水曜日）の夜は登校する。教

員がサポートして、週単位もしくは月単位の課
題を自ら設定し、主体的に解決に取り組む力を
養う。いずれタイプ１やタイプ２になることを
目指す。

　その他、自由度の高い進路探究の日は、生徒の居
場所づくり、行事の開催、外部講師による講義、普
段の授業補習、高卒認定の勉強、３修制の補完授
業、資格補習、部活動など、様々な用途を考えるこ
とができる。

■おわりに
　高校に入学したときからずっと高校生のままでい
ることはできない。いつか卒業する時がやってく
る。したがって、卒業後の自分を想像して高校生活
を送ることは大事ではないだろうか。生徒たちは常
に悩んで自分と葛藤しているし、少なからず将来に
不安を持っている、と肌で感じる。
　間違いなく定時制高校には多くの可能性がある。
定時制高校にある潜在能力が生徒たちの進路決定に
役立つことを確信している。

　　　　（いしはら　りゅういちろう
　　　　　　　　　　小田原城北工業高校定時制）

ⅥⅩⅩ

定時制高校が
提供する
価値②

高校生が
求める
価値①

他の高校が
提供する
価値③

【教育課程例】•１日５限　17:15～　40分授業展開
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ICTを活用した授業について

１．なぜICTを活用するのか
　コロナ禍において急激に加速したオンライ
ン学習。しかしコロナ禍以前から、教育ICT
環境の充実の必要性はGIGAスクール構想等
によって示されていた。文部科学省によれ
ば、「学校の授業におけるデジタル機器の使
用時間はOECD加盟国で最下位」１）であり、
PISAが2018年に行った「ICT活用調査」１）に
よると、学校の授業でデジタル機器を使用す
る割合は、週に１時間以上が3.0%、週に30分
以上から１時間未満が2.4%、週に30分未満は
8.6%、合わせると約14％ほどであるのに対し
て、OECD平均は44.5％とおよそ３倍の差が
ある。
　また、2021年に出版された『安いニッポン』
２）には「経産省は、日本では2025年に約43万
人のIT 人材が不足すると予想している」、

「特にAIは小売りや自動車など幅広い産業で
必須の技術となっている。それなのに現状、
AIを専攻する修士課程を修了する人は全国
で毎年約2,800人にすぎない。世界に２万人
余りのトップ級AI人材は日本には3.6％しか
いない。政府は2025年をめどに年間25万人を
育成する目標を掲げ」、「内閣府は『高い目標
だが、このくらい育てないと日本に将来が危
うい』（担当参事官）と危機感を持つ」とあ
る。
　以上のような点から、society5.0という時
代を、もっと言えば今後訪れるであろう6.0
の時代を生徒たちが生きていくには、様々な
場面で情報機器を活用する能力が必要となる
と考える。以下、授業におけるICT活用の実
践例を記録しておきたい。

２．Google Form
①授業中に各生徒の考えを全体共有する
　Formで集めた回答をプロジェクターで投
影する。この方法のメリットは全体の傾向や
一人ひとりの考えを瞬時に共有できること
だ。例えば、国語総合における「書く活動」
では、「800字は少ない」「600字は多い」など
の字数制限への感じ方を聞く質問や、「前回
と比べて書きやすかった」などの１学期の取
組みと比較し振り返る質問、「内容も構成も
苦労せず考えられて、本書きもスムーズだっ
た」「内容も構成も苦労せず考えられたが、
本書きで戸惑った」などの活動を細分化して
振り返る質問、「次の書く活動で気を付ける
点を書く」「他の人の書いたものを読んでど
う思ったか」などの個々の気づきに関する質
問をした。

原　え り か

資料１　投影したもの（全体の傾向を問う質問）

内容も構成も苦労せず考えられて、本書
きもスムーズだった	 32％

今回の書く活動はどうでしたか？
50件の回答

内容も構成も苦労せず考えられたが、本
書きで戸惑った	 6％
内容も構成も考えるのに苦労したが、本
書きはスムーズにできた	 28％
内容も構成も考えるのに苦労し、本書き
もスムーズにできなかった	 34％
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　選択させた回答をグラフで振り返ることで
自分の感じ方が全体の中でどの位置にあるの
かを知り、記述によって自己の目標を見つ
け、次の書く活動に活かすことが目的だ。
　この個々の記述もプロジェクターで投影し
共有するのだが、ここにFormのデメリット
がある。生徒の考えを内容別で羅列できない
ことだ。生徒の意見を分類、整理した状態で
提示するのはJamBoardの方が適している。

②感想や振り返りを入力させ、それを印刷し
て生徒に配布する
　書く活動や振り返りでよく書けていたもの
をこれまではコピーして切り貼りしたり、Ｐ
Ｃで打ち直したりして生徒に配布していた
が、Formに入力させることで、データを加
工するだけでよくなり、簡単に配布物を作成
できるようになった。生徒は入力を面倒くさ
がるかと思ったが、A評価（高評価）だった
生徒が入力するので、Aだったことへの喜び

からかほとんどが積極的に入力していた。　
　同じテーマで他の人がどう書いたのかを知
り、その長所を自分の取組みに活かすことが
目的だ。生徒にじっくり読んでほしいので紙
で配布している。

３．Google JamBoard
授業中に各生徒の考えを全体共有する
　国語総合「羅生門」の授業では、最初の授
業で全文通読してから各段落における疑問点
をグループで挙げ、その後の授業を通してグ
ループで答えを探究していくという形をと
った。各グループが考えた疑問点の答えを
JamBoardに入力させ、その場で投影し、全
体共有した。

　JamBoardは一つのホワイトボードにポス
トイットで答えを貼りつけていく同時編集ツ
ールだ。７つのグループの各代表がグループ
の考えをポストイットに入力し貼っていく。
事前注意として「ポストイットは貼ったら動
かさない、他のグループのポストイットにも
触れないこと」と伝える必要がある。生徒が
ポストイットを移動させて遊んでしまうから
だ。教員側でポストイットを移動させ、グ
ルーピングし、タッチペン（iPad）で書き込
み、各グループの意見の関連性、発展性など
について説明していく。生徒はこの教員によ
るポストイットの移動、つまり分類・整理の
過程も新鮮であったようで、投影されたスク
リーンでポストイットが移動していくのを興

資料３　疑問点の答えの集約

資料２　投影したもの（個々の考えを聞く質問）

次回以降、書く活動で自分んが注意するポイ
ントを具体的に書いてください（複数可）48
件の回答
◦ あまりいらない情報は書かず、重要な情報

を詳しく、簡潔に書くようにする。
◦ エッセイやコラムみたいなのでちゃんとし

た小論文を書く！
◦ 具体的かつわかりやすく感想にならないよ

うにすること。
◦焦って書かない、結論をもっと具体的に書く。
◦ 具体例をもっと具体的にすること。振り返

りを具体例をもとに丁寧に書くこと。
◦ 最後のまとめの部分で自分が伝えたいこと

をすべて伝えること。
◦何を書くのか決める。
◦ 書いた内容からトピックのつながりがある

といい。
◦ 自分の主張を明確に書いて伝えたいことを

伝える。
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味深そうに見ていた。一度教員がやって見せ
たので、今後はこの分類・整理も生徒に挑戦
させたい。
　Formの項でも述べたように、意見の分類・
整理にはJamBoardが適している。ただ、短
文や単語の入力になるので、生徒が思考を
深めきれず、適当に入力することがあるの
がデメリットだ。Formではある程度まとま
った文章を入力するので、入力しながら思
考を深め、形にすることができる。よって
JamBoardは、生徒の思考を深める時やまと
めではなく、導入としての利用や情報の整理
に向いている。もしくはワークシートなどで
考えを深め、その結果をJamBoardに入力す
るなど、利用の前に１ステップ加えることが
必要だ。

４．Googleスライド
発表の要点をまとめさせる
　国語総合「なめとこ山の熊」では、「話す・
聞く活動」として授業の最初に宮沢賢治につ
いての調べ学習と発表を行った。「賢治の人
生」「賢治の家族」「賢治と宗教」「永訣の朝」

「雨ニモマケズ」「よだかの星」「その他の小
説」の７テーマを７グループに一つずつ割り
当て、調べたことをGoogleスライドにまとめ
て、全員で発表し、聞き手はそれによって宮
沢賢治への理解を深めるという活動だ。
　調査係が調べたことをもとにスライド係が
Chromebook（各班に１台配布）でGoogleス
ライドを作成していく。調べ学習には２時
間（ 50分×２）かけたが、スライド係が使う
Chromebookを固定することで２時間目もス
ムーズにログインできた（Chromebookには
消さない限り、一度ログインしたIDが残る
のでパスワード入力だけで済む）。
　スライドには「発表の要点や図・写真だけ
を入れ、細かい説明は記載しない」「考察も
簡単でよいので入れる」ように指示した。
　教員からChromebookの立ち上げ方、Google

スライドの基本的な使い方を、プロジェクタ
ーに実際の画面を投影して説明した後は、各
グループが特に戸惑うことなく、スライド作
成を進めていた。作成したスライドは、ス
ライド係がClassroomの課題に添付して提出
し、発表当日は１台のChromebookから教員
のアカウントでClassroomに入り、提出され
たスライドをプロジェクターで投影した。

　Googleスライドのデメリットは、一度生徒
が提出してしまうと、編集権限が教員に移
り、生徒が編集できなくなってしまうという

資料４　スライドの提出（Classroom）

各班のスライド係はGoogleスライドを添付し
て提出してください。

【Chromebookの注意点】
・開いたときに前の人のアカウント名が残っ
ている場合は「ユーザーの追加」から自分の
アカウント入力しログインする。
・誤ってゲストで入ってしまった場合には右
下の充電マークの部分をクリックし、「ゲス
トを終了」「ログアウト」で退出し、再度ロ
グインする。
・最後は右下の充電マークの部分をクリック
し、「ログアウト」で退出し、Chromebookを
閉じます。再度開けると自分のアカウント
名が残っているので、名前の横の「＜」マー
クをクリックし、アカウントを削除して、
Chromebookを閉じる。
①スライド名
例：「151宮沢賢治の人生」

「学年・クラス・班　タイトル」にしてくだ
さい。
②スライドはChromebookではなく、Chrome-
bookにログインした人のアカウントに保存さ
れます。次回その人が休むと開けません。「共
有」から他のスライド係さんにも共有してお
きましょう。
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ことだ（Googleドキュメントも同様）。「やっ
ぱり家でスライドを直したい！」（スマホで）
という生徒がいると、その都度Classroomの

画面から返却しないといけないのが難点であ
る。
　これまで生徒にはPowerPointを使用させ
ていたが、他のツールとの整合性から今年は
Googleスライドを採用した。このようなデジ
タルツールを使い、人前に立ち、マイクを使
って発表するという活動は生徒のモチベーシ
ョンにも大きく影響したようで、詩を暗唱し
てきたり、ジェスチャーを交えて説明したり
と、「話す活動」の充実にもつながった。
　この調べ学習の発表を経てから「なめとこ
山の熊」を読み、最後のまとめとして調べ学
習の７つのテーマの内容と「なめとこ山の熊」
の内容の共通点・相違点、そこからわかった
ことをグループで考え、代表者が発表した。
最後の発表は「話す・聞く活動」ではなく、

「読む活動」の一環として行ったため、発表
資料はホワイトボードを使用して簡易的にま
とめ、発表の準備にも時間はかけず、「説明
が拙くてもよいから考えたことを説明するこ
と」とした。

　本作品で避けたかったのは、「命は大事」
で終わってしまう一面的な理解だ。最初の調

ICTを活用した授業について

資料５　生徒のスライド（平均的なもの）

資料８　発表の様子

資料９　最後のまとめグループ発表

資料７　生徒のスライド（考察）

資料６　生徒のスライド（手の込んだもの）
※このデザインを全スライドに使用し世界観を伝えた
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べ学習の目的は、作品に対する多方面からの
アプローチを可能にすることである。「多方
面」とはこの作品がどんな人によって、どん
な環境で書かれ、他作品のどんな要素と関連
していて、そこにどんなの表現・内容の推移
があるのかということだ。細分化（７つのテ
ーマ別調べ学習）、類型化（共通点・相違点
の発見）、抽象化（作者・作品への理解）とい
うプログラミング的思考の実践にもつながっ
た。

５．Googleドキュメント
小論文を推敲する
　国語総合の評論「二十世紀の自画像」の内
容理解につながる「書く活動」として、今年
度３回目となる小論文を課した。前２回は、

「構成シートを作る」→「書く」→「提出する」
→「高評価だった小論文を読む」→「振り返
る」という流れであったが、今回は、「提出
する」の前に、「生徒同士で読み合い、意見
交換し、推敲する」というステップを加え
た。推敲するとなると原稿用紙に書いたもの
を、また一から書かなくてはいけないため、
編集のしやすいGoogleドキュメントで提出さ
せることにした。定型のドキュメントを作
成し、Classroomで一人ひとりにコピーを配
布、そのドキュメントに生徒が小論文を書き
加えて、Classroomで提出する形だ。
　誰が提出したかを教員が確認したら一度
Classroomで生徒に返却し、授業でグループ
内の読み合い、意見交換を行った。生徒は
Chromebook（１人１台）でGoogleドキュメ
ントを立ち上げ、自分の小論文のドキュメン
トを開いたら、共有ボタンから他の班員を共
同編集者に指定する。こうするとお互いに読
み合ってコメントできる状況になる。２学期
に作成した「書く活動チェックリスト」を見
ながら、コメント機能を使って、どう直した
ら良いかを各々入力し、最後にグループ全員
でコメントの意図の説明、それに対する意見

交換を行う。このグループ活動を経た上で、
自分の小論文を推敲、Classroomで再提出さ
れたものを評価物とする。

資料10　配付したGoogleドキュメント

資料11　Googleドキュメントの提出方法

資料13　コメント機能を使用している様子

資料12　Chromebookで読み合っている様子
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　コメント機能を使用した活動は文部科学省
の「GIGAスクール構想実現へ」１）のリーフ
レットにも載っている例であるが、資料12、
13の活動だけで終わってしまうと、グループ
活動ではなくグループという枠組みでの個人
活動になってしまう。画面と向き合う時間が
多く、個々にコメントはつけるものの対話は
生まれず、一方通行の意思伝達だ。コメント
内容がそもそも助言として正当なものかも複
数の目によって検証されない。よって前述し
た通り、資料12、13の活動の後にグループワ
ークの時間をとり、自分にどんなコメントが
ついたか、それに対して他のメンバーはどう
思うか、自分はどう小論文を書き直す予定か
を話し合う。推敲（データ編集）しやすいと
いうメリットから、このツールによる活動を
選択したが、デメリットも発見することがで

きた。

６．どうICTを活用するのか
　冒頭で述べたように、ICTの活用は「様々
な場面で情報機器を活用する能力」を育成す
るためである。しかし、あくまで授業の軸は
教科の単元目標である。学習活動の目的が単
元目標に沿っているか、ICT活用のためにな
っていないか自問する必要がある。アナログ
の方が本時の目標を達成できると思えば、
ICTを捨てる選択もあるだろう。
　まずは単元計画を立て、その中でICTを取
り入れた方が良い場面を見出し、それにはど
のツール（Google Form、Google Jamboard
等）を使用するか、という流れでICTの活用
場面を決めていく。学習活動の目的を達成す
るためには各ツールのメリットを理解した上
で選択し、デメリットのフォローをする。メ
リット・デメリットを知るために各ツールを
活用した授業実践例を教員間で共有するこ
と、つまり日頃のコミュニケーションが大切
であるということを実感した。

７．ICT活用、１人１台端末、その先
　「１人１台端末は令和の学びの『スタンダ
ード』」１）とGIGAスクール構想は掲げてい
る。注視すべきはその向かう方向である。
GIGAスクール構想には「多様な子供たちを
誰一人取り残すことなく、 子供たち一人ひと
りに公正に個別最適化され、 資質 ・ 能力を一
層確実に育成できる教育ICT環境の実現へ」１）

とある。
　多様な子どもたちとはどんな生徒だろう。
　障害があり、端末操作の難しい生徒は？ 
文科省は「障害のある児童生徒のための入出
力支援装置整備 11億円」、「視覚や聴覚、身
体等に障害のある児童生徒が、端末の使用
にあたって必要となる障害に対応した入出
力支援装置の整備を支援」３）としている。こ
の「等」では、学習障害・知的障害も想定さ

ICTを活用した授業について

資料14　コメントされたドキュメント
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れているのだろうか。私が勤務してきた全日
制普通科高校には、学習障害・知的障害であ
ると明確に学校側が把握している生徒はほと
んどいなかったが、教員から見て学習障害で
はないか、もしくは認知機能に何かしら困難
を抱えながら何とかここまで来ているのでは
ないかという生徒はクラスに少なくとも１・
２人ほど見られた。そのような潜在的な生徒
に県からの人的・物質的な支援はなく、教員
が自発的に個別対応してきたのだが、そうし
た生徒への従来の教科指導・生活支援に加え
て、端末操作等のデジタル支援も教員がする
ことになる。
　不登校生徒の支援においては、この１人１
台端末の登場はどう影響していくのか。新型
コロナ感染症の流行以降、入院や怪我で登校
できない生徒にオンラインで授業を配信し、
学習の遅れが生じないようにしている事例も
あった。新型コロナ感染症以外の入院や傷病
による欠席はもちろんそのまま欠席扱いにな
るのだが、オンライン授業により授業の出席
として扱うことを可能にする制度もある（た
だ実際には県への事前手続きや計画書・報告
書が必要で、多忙化の現場にとっては更に負
担感が増すものである）。不登校生徒にどこ
までこの制度が適用されるのか。傷病等によ
り登校が困難な生徒を対象とした制度である
が、「等」の中には精神的な疾病も含まれる
のであろうか。実際心療内科に通って診断を
受けている不登校生徒もいる。適用範囲の解
釈や線引きを巡っては現場において、現場と
県との中で議論が必要である。オンライン授
業の登場、１人１台端末の流れの中で、不登
校の生徒にとって一番の問題であった「履修」
のあり方も再検討される場面が来ている。
　そもそも神奈川県は「支援教育」つまり、

「障害の有無にかかわらず、さまざまな課題
を抱えた子どもたち一人ひとりのニーズに適
切に対応していくことを『学校教育』の根幹
に据えた教育」４）の推進に取り組んでいる。

この支援教育の概念はGIGAスクール構想の
「多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、 
子供たち一人一人に公正に個別最適化され」
に部分につながるものではないだろうか。だ
とすれば、私たちは2002（平成14）年度から
声があがり、推進されてきた（はず）の神奈
川の支援教育を、GIGAスクール構想によっ
て訪れる新たな教育環境の中で、どう実現す
るのかを再考せねばならない。

　（本稿は神奈川県立住吉高校の『教育実践
研究』に掲載されたものに加筆・修正を加え
たものである。）

　　　　　　（はら　えりか　教育研究所員）

１） 文部科学省「GIGAスクール構想への実現へ」
　　 https://www.mext.go.jp/content/20200625-mxt_

syoto01-000003278_1.pdf

２） 中藤　玲『安いニッポン「価格」が示す停滞』日経プ
レミアシリーズ、2021年。

３） 文部科学省「GIGAスクール構想への実現へ（令和２
年追補版）」

　　 https://www.mext.go.jp/content/20200625-mxt_
syoto01-000003278_2.pdf

４） 神奈川県教育委員会「支援教育リーフレット」平成
20年3月

　　 https://www.pref.kanagawa.jp/documents/15734/
　　172871.pdf

参考文献
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１．「地学基礎」でＳＤＧｓを学ぶ
　私は教員を退職した後、神奈川県立高校で
理科の非常勤講師を続けている。2021年度は
週２時間の「地学基礎」を一人で全クラス

（５クラス）担当することになった。地学基礎
の教科書（啓林館）の最後には「自然との共
生」という単元があり、その中に「人間生活
と地球環境の変化」という項目がある。そこ
で、教科書の主要部分を超特急で終わらせ、
３学期（ 2022年１～２月）は地球環境問題＋
αの授業、つまりＳＤＧｓの授業にしようと
計画した。その結果、約10時間の授業をその
分野にあてることができた。一連の授業終了
後、生徒にアンケートに答えてもらったとこ
ろ、意外と興味深い結果が得られたのでここ
で報告したい。
　まず、このような授業を計画した理由であ
るが、それは私が次のような思いを持ってい
るからである。

（１）気候変動の深刻化と対策の遅れ
　近年の異常気象など、気候変動が深刻化し
ていることはここに記すまでもないが、日本
の対策が絶望的に遅れていることには多くの
人が無関心である。環境活動家がまったく不
十分と批判している「2030年までに温室効果
ガス46％削減」という政府目標でさえ、達成
する具体的な行程は不明確である。それを部
門別に見ると、産業部門38％削減に対して、
家庭部門は66％削減である。あと８年で家庭
が排出する温室効果ガスの３分の２を削減す

るという目標の達成困難さを感じている人が
どれだけいるだろうか？　これからの時代を
生きる若い世代にはこの現状をぜひ知ってほ
しいし、これから脱炭素社会を創っていくの
は自分たちであり、それはとても魅力的でチ
ャレンジングなことだと希望を持ってほしい
と私は思っている。

（２）日本の若い世代の政治的・社会的無気力
　私は教員生活の中で、生徒の「どうせ何を
したって社会は変わらない、やってもムダ」
という感覚とずっと向き合ってきた。『ねざ
す』No.69の拙稿に書いたのでグラフは省略す
るが、どの国際青年意識調査でも「私の参加
により変えてほしい社会現象が少し変えられ
るかもしれない」「社会課題について家族や友
人など周りの人と積極的に議論している」な
どの政治や社会との関わりに関する設問に

「そう思う」と答える割合が日本の若者だけ飛
び離れて最下位である。海外で頻繁に行われ
る若者中心の大規模デモも日本では1970年代
初め以降起こっていない。日本の子どもたち
は主体性を奪う「隠れたカリキュラム」に囲
まれている１）ので、これは学校教育だけで何
とかなる問題ではないが、私はせめて自分の
授業の中だけでも若い世代に「君たちは無力
ではない、社会は捨てたものではない」と伝
えたい。

　私の勤務校は学力的にちょうど中位の高校
で、２年生で物理基礎と地学基礎の選択にな

環境教育におけるワークショップの有効性について

―「地学基礎」でＳＤＧｓの授業をやってみた ―

羽　角　　　章
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っている。したがって、地学基礎を選択した
生徒は平均的な文系の生徒と考えられる。そ
のような生徒に向けて、私は次のような目標
を設定した。
◦ 地球環境問題の基本概念を理解し、基礎知

識を身につけること。
◦ 地球環境だけでなく、離れた地域の人々や

野生生物の困難も、自分の生活や行為が原
因になっている、つまり自分ごとと感じら
れること。

◦ それらの問題を解決したいと思い、そのた
めの方法を知ること。

２．環境教育とワークショップ
　日本の学校で行われている環境教育の主流
は自然体験と「自分にできることに取り組も
う」という「心がけ路線」２）である。心がけ路
線は当然大切なことであるが、その路線で
は、例えば「電気をこまめに消す」などの行
動だけしていれば済むので、それ以上考える
必要がない。つまり、システムや社会を変え
る方向につながらない。実際、日本では心が
け路線の環境教育を1990年代から約30年続け
ているのに、日本の社会も政治も人々の意識
もほとんど変わっていない。一方、欧米の環
境教育のテキストを見ると、例えばごみ問題
を学習したあと「では校長先生に手紙を書い
てみましょう」というように、システムを変
えることを体験させるプログラムが多い。こ
こが日本の環境教育との違いである。日本で
も、自分ごとと感じられ、かつ社会へコミッ
トする方向性、つまり市民教育の方向性を持
つ環境教育が必要である。
　そこで、私がこれまで環境の授業でよく使
っていたワークショップを久しぶりに行うこ
とにした。ワークショップは仮想体験やゲー
ムでコミュニケーションを取りながら体を動
かすので、問題の深刻さや社会構造について
講義型授業より深く理解でき、印象にも強く
残る。それだけでなく、コミュニケーション

を取りながら仲間とある作業を行うことで、
自分の意見を主張し、相手の主張を受け入
れ、合意のもとに何らかの達成感を得る、と
いう具合に、ワークショップ自体が市民教育
の要素を持っている。
　ただし、これまでは少人数の授業、あるい
は少ないクラスで行っていたワークショップ
を初めて約200名の生徒を対象にして行うの
で、困難さは予想できた。

３．授業内容とオミクロン株
　始めは50分授業×10時間のつもりでつくっ
た計画で、ワークショップ５回、最後に社会
を変えるために自分ができることを考えるワ
ークショップまで工夫しようと考えていた
が、１月になってコロナウイルスのオミクロ
ン株が大流行し、ワークショップから始めよ
うと予定していた日が突然オンライン授業に
なったり、すべての授業が40分になったりし
たため、大幅に計画を縮小し、順番を入れ替
えた。
　結局、実施した授業の内容は以下の通りで
ある。

①（オンライン授業・講義型）熱帯林破壊と
オランウータン・アブラヤシ農園の話
　オランウータンとアブラヤシ農園の写真を
見て、熱帯林破壊の原因が自分たちが使って
いるパーム油にあることに気づく。
②（オンライン授業・講義型）循環型社会に
ついて考える
　江戸は100万人が住む大都市だったのに、
なぜ疫病が流行らない清潔な都市だったのか
考え、物質循環、生態系、循環型社会などの
概念を学ぶ。
③（ワークショップ）「ハンガーバンケット」３）

と南北問題
　世界の格差をジュースの量で表して不公平
を体験し、カカオ農園の子ども奴隷の例など
から世界の格差について学ぶ。



452022. 1170№ねざす

環境教育におけるワークショップの有効性について

④（ワークショップ）「マグロ捕りゲーム」４）

　教室を太平洋としてマグロを釣り上げるゲ
ームを行い、マグロ資源が激減する様子を体
験する。それによって、人間が地球資源を食
いつぶしつつあることを学ぶ。
⑤（講義型授業）先進国の浪費とフェアトレ
ード
　前回までの二つのワークショップ及びパー
ム油の例から南北問題について学び、その一
つの解決方法として市民がフェアトレードを
始めたことなど希望があることを知る。
⑥（講義型授業）エコロジカルフットプリン
トと地球の危機
　マグロ捕りゲームと先進国の浪費からエコ
ロジカルフットプリントという概念５）につな
げ、人類が地球を消費し尽くしそうなことを
知る。そして、地球の危機の一つである気候
変動について学ぶ。
⑦（講義型授業）脱炭素社会とこれからのエ
ネルギー
　気候正義という概念６）を理解し、先進国の
自分たちの責任を考える。自分たちの今の生
活はどんなエネルギーで支えられているか考
え、脱炭素社会に向けて今の社会をどう変え
ていくか、具体的な方法を知る。
⑧（ワークショップ）「エネルギーのつなが
り」７）

　輸入されるエネルギー資源から自分たちが
使う電気・給湯・調理・自動車燃料などに至
るルートを考え、さらにどんな再生可能エネ
ルギーで代替できるか、カードを使って考え
る。
⑨（ワークショップ）「広告分析」８）

　人間の欲望はどうつくられるかを知ること
は環境教育にとって重要。雑誌の広告を分析
することによって、自分がターゲットになっ
ていることに気づき、広告を批判的に見る方
法を学ぶ。
⑩学年末テストに向けた調べ学習
　学年末テストを事前に公開した設問に文章

で答える小論文形式にしたため、そのための
調べ学習の時間とした。

　授業プログラムをなぜこのような内容・順
番にしたのか、少し解説させてほしい。
　多くの生徒は自分の今の生活が当たり前だ
と思い、自分は当たり前のことをしているだ
けと思っているので、気候変動が深刻だと訴
える映像を見て、先進国に住む自分たちの生
活がその原因になっていると授業でいくら習
っても、感覚的に自分の責任と感じられない
らしい。しかし、③のハンガーバンケットの
ようなワークショップによって先進国と発展
途上国の人々のくらしや経済の格差と先進国
の責任を知ることで、今の自分の生活が当た
り前ではないことに気づくと、不思議なこと
に地球環境問題への自分の責任を自覚するよ
うになる、という経験を私は何度もしてき
た。③で南北問題を学ぶのはこういうことを
目指している。
　また、「今の先進国の生活は持続可能では
ない」ということを生徒に伝えようと思って
もなかなかわかってもらえないことが多い
が、④のマグロ捕りゲームはその点で大きな
効果がある。
　⑧の「エネルギーのつながり」は、模造紙
上にカードを貼り、例えば輸入された石炭は
火力発電所に運ばれて電気に変わり、各家庭
に送電される、というようなルートを矢印で
引かせる。そしてどんな再生可能エネルギー
がその代替になるかを考えて、風力発電や太
陽光発電のカードを矢印の上に貼る、という
簡単な作業である。多くの生徒は、スイッチ
を入れれば電気が使え、ボタンを押せばガス
が使えるという生活をしているので、そのエ
ネルギーがどこから来るか考えたことがな
い。授業で習ったはずなので言葉は知ってい
るかも知れないが、社会構造としてイメージ
できていない。このワークショップの目的
は、カードを矢印でつなげるという作業を通
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して、そのエネルギーの流れを構造的に理解
することである。
　⑨の「広告分析」はメディアリテラシーの
ワークショップで、環境問題とは関係ないテ
ーマだが、若い世代にとってメディアを批判
的に見る能力を身につけるのは大事なことな
ので、私は機会があれば理由をこじつけて行
っている。広告から無意識に影響を受けてい
る自分から、「この広告のターゲットは誰
で、こういうことを狙っているな」と批判的
に見ることができる自分に変わることを目的
としている。欧米の多くの国では国語や情報
などの教科で扱っているテーマである。

４．アンケート結果と考察
　以上の授業と学年末テストが終わったあ
と、授業効果の検証のためにアンケートを採
った。検証しようと思いついたのが遅かった
ため、事前のアンケートは採っていない。
　最初に書いたように、受講生徒は平均的学
力のいわゆる文系の生徒という限定があり、
しかもこの授業の実施時期がちょうどオミク
ロン株の流行期と重なったために欠席が多
く、在籍生徒数197名のうち、アンケート回
収数は182、各ワークショップ出席者でアン
ケートに答えた数が149～165であった。以下
の結果はそういう条件下でのものである。

（１）楽しさと深い学び
　まず、授業でおこなった４つのワークショ
ップについて、どの程度楽しかったか、どの
程度深い学びができたかを５段階で評価して
もらった。
　どのワークショップも「楽しかった４、５」
と答えた生徒が約７～８割なので、多くの生
徒はワークショップを楽しんだことがわかる。
　「深い学びができた４、５」と答えた生徒の
割合は、どのワークショップでも約８割とな
った。生徒の多くは楽しかっただけではな
く、学びとしても有意義だと評価している。

　そして、「楽しかった４、５」と評価した生
徒より「深い学びができた４、５」と答えた生
徒の方が多かったことは興味深い。②マグロ
捕りゲームでは「楽しかった」の方が多かっ
たが、③エネルギーのつながりでは「楽しか
った４、５」69.1％に対して「深い学びができ
た４、５」は79.8％である。①ハンガーバン
ケット、④広告分析も同様の傾向である。楽
しく、かつ深い学びができたと評価した生徒
以外に、楽しくなくても深い学びができたと
評価した生徒がいたことを示している。

（２）オンライン授業、講義型授業、ワーク
ショップ型授業について
　グラフ下の①～⑨の文について、当てはま
るものに○をつけてもらった。
　オンライン授業に関する設問については、

「オンライン授業の方がパワーポイントや写
真が見やすい」は半数に近かったが、わかり
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やすさ、答えやすさの評価は低い。また、④
のようにサボった生徒は意外と少なかった。
　ワークショップ型授業の評価については、
８割程度の生徒が「楽しかった」と答えた割
にはそれほど高くなかった。⑥「ワークショ
ップ型授業の方が印象に残る」以外は半数以
下である。この４割程度の数字を、生徒の期
待感は大きいと見るか、小さいと見るか微妙
である。また、話し合う時間がほしいという
生徒は少なかったことから、話し合いを忌避
する傾向が見えるが、教育目的から考えてそ
の時間は多い方がよいと私は考える。

（３）それまでのワークショップ型授業の経験
　他教科や総合的な探求の時間での実施状況
を知りたかったので、「あなたは今までに地学
基礎以外で平和・人権・環境などの社会問題
を考えるワークショップ型授業を受けたこと
がありますか？」「受けたことがある人は、そ
の科目と内容を書いてください。」という設問
に答えてもらった。

　結果は、「受けたことがある」と答えた生徒
が21.4％だった。その科目と内容に、「中学の
時の社会の授業」などと答えた生徒もいた
が、「SDGsカードゲーム」と答えた生徒が多
かったので担任の先生に聞いたところ、なん
とこの学年では総合的な探求の時間にファシ
リテーターがついて全員が「SDGsカードゲ
ーム」を経験していたのだった。
　つまり、約８割の生徒は「SDGsカードゲ
ーム」を「社会問題を考えるワークショップ
型授業」と考えていない、あるいは受けたこ
と自体を忘れている、ということである。こ
れをどう解釈すればよいのだろうか。「ワーク
ショップ型授業の方が印象に残る」（左記の
グラフ）のではないのだろうか？
　このことから、ワークショップはやればい
いというものではないことがわかる。動機づ
けや「その気にさせる」、「意義を理解した上
で行う」などが大事だということである。

（４）南北問題や地球環境問題についての理解
度について
　南北問題や地球環境問題の深刻さをどの程
度感じたかを知りたかったので、次の設問に
○をつけてもらった。
① ハンガーバンケットやカカオ農園の子ども

奴隷の話によって、南北問題について（深
刻さが初めて理解できた、理解がより深ま
った、変わらない）

② マグロ捕りゲーム・エネルギーのつながり
やオランウータンの話などによって、地球
環境問題について（深刻さが初めて理解で
きた、理解がより深まった、変わらない）

　その結果が次ページのグラフである。
　「理解がより深まった」「変わらない」と答
えた生徒には、関心がない生徒もその問題を
以前から深く考えていた生徒も含まれてい
る。注目すべきは「深刻さが初めて理解でき
た」生徒が４割近くいたことだろう。
　もちろん、この結果はワークショップだけ

環境教育におけるワークショップの有効性について
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の効果ではなく、10コマの一連の授業を受け
た効果であって、授業における様々な教材や
教員の語り、そして最後の調べ学習の影響も
入っている。なので、ワークショップを多用
した授業全体の効果と考えるべきである。
　これらの問題は全員何らかの教科で学習し
たことがあるはずであり、さらには総合的な
学習（探求）の時間に自分で調べた生徒もい
るはずであるが、「深刻さが初めて理解でき
た」と答えた生徒はこれまでそれを深刻な問
題と感じていなかった、自分ごととして考え
ていなかった、テストのための知識の一つ、
などと感じていた生徒であろう。そういう生
徒が多い中で、全体の４割近い生徒が「深刻
さを初めて理解した」と答えたことから大き
な効果があったと言えると思う。

（５）市民教育の方向性について
　「２．環境教育とワークショップ」で書い
たように、この授業を計画した当初は「市民
教育の方向性を持つ環境教育」にしようと構
想したが、計画縮小によってこの点は不十分
なものになった。しかし、講義型授業の中で

「社会やシステムを変えなければいけない」と
いうメッセージをなるべく伝えたつもりであ
る。
　そして、最後のアンケートに答える時間に
YouTubeで見つけた「【 20分でわかる！じゃ
あ、どうしたらいいの？】地球温暖化のリア
ル圧縮版③」という動画を上映した。これ

は、国立環境研究所の江守正太氏が「気候変
動問題の解決のためには社会を変える必要が
あり、そのために一人一人に何ができるか」
をわかりやすく解説する動画である。市民教
育の方向性を持つ授業ができなかったため、
この動画の視聴でその代わりとした。
　それらの効果があったのかわからないが、
生徒の感想文の中に「環境問題の深刻さを
SNSで発信したい」「将来的にはその問題につ
いて対策をする政治家を選びたい」「今までと
同じやり方ではなにも変わらない、新しいこ
とをしていかなければなにも変わらない」な
どと、社会へ何らかの働きかけをしたいと書
いた生徒が十数名いた。
　市民教育の方向性を持つ環境教育の教材や
指導方法については、まだまだ試行錯誤が必
要である。

５．終わりに
　私は1990年代にワークショップを多用した
環境教育の授業を始め、実践報告も何度か書
いてきたが、今回のアンケートの結果につい
ては私がこれまで経験的に感じていたことを
定量的に確かめることができたという意味が
大きい。特に、「初めて深刻さが理解できた」
と答えた生徒が４割近くいたことには驚い
た。また、ワークショップが「楽しかった」
と答えた生徒より「深い学びができた」と答え
た生徒の方が多かったり、ワークショップを
楽しんだのにワークショップへの期待はそれ
ほど大きくないなどという新たな発見もあっ
た。また、「ＳＤＧｓカードゲーム」は優れ
たワークショップだと思っていたが、生徒に
こんなに定着しないのかという驚きもあった。
　市民教育の方向性を持つ環境教育について
もこれまで何度か書いてきたが、これはなか
なか難しい課題で、私自身もまだ「これなら
うまくいく」という形を作ることができてい
ないし、日本の環境教育を担う人たちにもそ
の課題の存在さえ広く理解されていない。若
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い世代の挑戦に期待したい課題の一つである。
　最後に、今回の一連のワークショップを実
施するにあたって、職場の先生方に協力して
もらったことに感謝したい。特に、実習教員
のＮさんには準備から後片付けまでお世話に
なった。感謝の言葉を贈りたい。

　　（はすみ　あきら　県立高校非常勤講師）

環境教育におけるワークショップの有効性について

はじめに
　筆者は新潟県で1993年から県立高校の教員
として勤務し、多くの時間を ｢進路室｣ での ｢
就職指導｣ にあたってきた。『ねざす』69号
は、高校生の就職についての課題が、現場の

状況を踏まえながらまとめられていて興味深
い内容であった。｢一人一社制｣ の課題や基本
的な留意事項も紹介されていて、この問題に
日頃なじみがない教員にとっても理解が深ま
るものと言える｡

新潟県内における高校生の就職状況

高卒就職　『ねざす』69号の特集を受けて①

山　林　　　満

１） 日本の子どもたちの主体性を奪う「隠れたカリキュ
ラム（hidden curriculum）」については、拙著『日本
の若者はなぜ社会的エネルギーを失ったのか』（ 22
世紀アート、電子出版800円）を参照してほしい。

２） 井上有一（京都精華大学教授、当時）は身近な生活
の中だけの環境への取り組みを「心がけ路線」と呼ん
で批判した（鬼頭秀一・福永真弓編『環境倫理学』東
京大学出版会、2009年。p.203）。

３） 「ハンガーバンケット」は、もともとはオックスファ
ム・アメリカが考案した参加型ワークショップで、
豊かな先進国と貧しい南の国々の経済格差をどんな
ものを食べているかで表し、実際に食事をして体験
するというもの。この授業でおこなったワークショ
ップは食事の代わりにジュースの量で経済格差を表
し、実際に飲んでその不公平感を体験する。開発教
育協会『新・ワークショップ版　世界がもし100人
の村だったら』に所収されている。

４） 「マグロ捕りゲーム」については、拙著『日本の若者
はなぜ社会的エネルギーを失ったのか』の第二部に

注

実践報告と解説を書いた。
５） 「エコロジカルフットプリント（ecological footprint）」

とは、人間が地球環境に掛けている負荷の大きさを
図る指標で、人間が使用する資源を再生産したり、
廃棄物を浄化したりするのに必要な土地の面積で表
す。「人間活動が地球環境を踏みつけにした足跡」と
いう比喩。よく「日本人は地球2.9個分の生活をして
いる」と例えられる。

６） 「気候正義（climate justice）」とは、気候変動の原
因をつくったのは先進国であるのに、その被害の多
くは責任のない発展途上国が受けるという不正義を
正していこうという考え方。気候変動や地球環境問
題を「すべての人の生活が原因」として責任をうやむ
やにするのではなく、原因をつくった先進国の政府
や企業の責任を問い、「植民地主義」や「人種差別」
などの社会構造と関連していると考える。

７） 「エネルギーのつながり」は「新しい環境学習をつく
るネットワーク」が開発したワークショップ教材。
次のホームページの「授業実践素材」からダウンロ
ードできる。

　　http://www.jca.apc.org/~neg/
８） 「広告分析」についても拙著『日本の若者はなぜ社会

的エネルギーを失ったのか』の第二部に実践報告と
解説を書いた。
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神奈川県と大阪府の事例が取り上げられてい
たが、求人件数、生徒数ともに数が少ない地
方においても本質的な課題は変わらないと感
じる。新潟県の状況を説明しつつ、今後なす
べきことを探っていきたい。

新潟県の高校生の就職状況
　新潟県の就職スケジュールも当然、６月20
日求人受理開始、７月１日求人票公開、９月
５日書類到着、９月16日選考開始、である。
複数応募の開始は11月１日となっており、｢
一人一社制の見直しを｣ や ｢当初から複数応
募であるべき｣ という声は大きなものではな
い。一方、昨年にはハローワークで行われる
地区ごとの就職担当者会議の場で、はじめて
就職指導を担当した教員が「なぜ複数応募で
きないのか」という主旨の質問に対し、ハロ
ーワーク側が返答できず、筆者がその意義を
踏まえて説明するなど、理解は一様ではない。
　さて、2021年度末の新潟県の高校生の進路
動向は、卒業17,630人のうち、就職は2,750人
であり、比率は15.6パーセントである。実数
は決して小さくはないが、ここ20年では実質
半減した状況だ。一方で、県外就職への指向
は緩やかに減少を続けている。就職内定者の
88％が県内、それも自宅から通勤できる範囲
に多く就職している。県内にある程度の就職
先が存在することは恵まれているのだが、県
外指向は大学進学志望者に強い。進学で他県
に出た若者はなかなか戻らず、人口流出は今
や新潟県の深刻な課題となっているが、今回
はそれについて言及する余裕は無い。
　県教委は進学率向上、特に大学進学を強く
指向し（大学進学率は51.9％）、就職指導につ
いて ｢卒業段階で未内定者が出ないよう指導
して欲しい｣ 以外の言及はないに等しい。そ
れもあってか、就職指導における法的根拠
や、一人一社制のような慣行の意味を知らな
い教員がかつてより増えてきた観がある。

忙しい夏
　『ねざす』69号で指摘があったように、｢一
人一社制｣ の見直しは官邸筋や産業界からの
注文という側面が大きく、高校生や高校現場
からの切実な声があるわけではない。
　実際の高校生の動きを示したい。新潟県に
おいては例年、６月初旬に運動部の県総体が
開催される。いくら早いうちから進路につい
て考えるよう促されても、進学志望者も含め
て部活動に打ち込む生徒は６月まで他のこと
を考える余裕は無い(皮肉なことに ｢部活動の
経験が就職には有利だ｣ と相変わらず言われ
ているが)。また、県内では６月中旬～下旬に
かけて体育祭を行う高校が多く、これに意味
と役割が大きい生徒もいる上に、体育祭が終
わると１学期の期末考査が控えているため
に、気持ちが休まるヒマはない。７月初旬に
期末考査が終わる頃には、進路室を訪れ、求
人票を調べ、相談してくる生徒が増えてく
る。相前後して各ハローワーク主催の企業説
明会が開催され、就職志望生徒の大半が参加
し、概ね３～４社程度の説明を聞くことにな
る。高校生が ｢採用する企業｣ の姿にふれる
のは、この場が最初ということになる。多少
の地域差や学校ごとの差異はあると思うが、
このような流れが新潟県の状況と言える。そ
して、７月中旬になると高校生の ｢応募前企
業見学｣ が本格化し、多くの生徒が３社以上
の見学をこなし、どの企業を受験するか、絞
り込んでいく。お盆前にはほぼ目指す企業が
定まり、履歴書の完成に向けて教員とのやり
とりが続く。並行して面接練習が始まり、こ
れが２学期開始後も続く。かくして、９月16
日の選考日を迎える。
　長くなってしまったが、このように就職志
望の生徒は非常に忙しい。もちろん、生徒は
自分の将来がかかった進路について真剣であ
る。しかし、ノウハウやデータが整った大学
受験と違い、求人の有無や採用数、試験の内
容すら直前までわからないし、採用基準がバ
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ラバラの就職試験は対応が非常に難しい。そ
んな中で ｢本人の自由で選び、その際の選択
肢が多い方が良い｣ という理由で複数の受験
先を考えながら準備することは、かなりの負
担になる。高校生にとって ｢一人一社制｣ の
メリットはこんなところにも存在する。

教員の、”知る”努力
　また、｢一人一社制｣ の良さは、生徒と向
き合う際にも感じられる。同じ業種であって
も事業所ごとに規模が違えば雰囲気、得意分
野は異なる。生徒は見学でその一端に触れる
わけだが、教員も企業を知らないわけにはい
かない。分担して教員が企業を直接訪問して
いる高校もあるが、それが出来なくとも企業
説明会などでブースを訪問するのは教員にと
っても大事な情報収集の場であり、毎年顔を
会わせることで見えてくることも多い。ま
た、６月から９月にかけて企業の採用担当者
が高校を訪ねてくるが、説明を聞くだけでな
く、労働条件や職場の様子など、積極的に疑
問をぶつけることは重要だ。学校を訪問する
のは基本的に採用意欲が高く、仕事を知って
もらいたい気持ちが強い企業であるため、生
徒が聞きにくい、また見学では見えにくい内
容も質問もできる。そうやって得た知識、経
験をフルに動員してようやく就職を目指す生
徒と仕事の内容について話ができる。そのた
めにも１つの企業についてじっくり考える方
がありがたい。生徒とともに考え、仕事と生
徒本人に向き合うからこそ、志望動機も掘り
下げることができる。

分校の風景
　筆者は現在分校勤務である。冬季の積雪が
しばしば２ｍを超える中山間地に位置し、お
だやかな農村風景の真ん中に学校がある。生
徒は各学年10人程度で、しかも2024年３月い
っぱいでの閉校が決まっている。交通機関の
不便さと少人数という事情もあり、部活動も

存在しない。クラス内の順位もあまり意味を
なさないため、競争する意識は希薄に感じら
れる。しかし授業や行事への取り組みは概ね
まじめである。
　就職志望の生徒の多くは自宅から通勤でき
る企業を志望するが、かといって地元企業に
詳しいわけではない。また志望する職種もは
っきりしない。企業見学も不安が先に立って
はじめは消極的だ。だからこそ、一人一人の
生徒と向き合い、疑問や不安をひとつひとつ
なくしたり、強めに背中を押して見学へと送
り出す。履歴書も最初は全く書けない。こち
らも時間を割いて動機を掘り下げ、長所を確
認し、目標をことばにする作業にお付き合い
する。８月25日ごろ、ようやく履歴書の完成
にこぎ着けるのが通年の風景だ。 

通信制で学ぶ生徒
　３年前までは通信制に勤務していた。神奈
川県の県立通信制高校と異なり、全校の実働
数は300人強とこぢんまりとしている。しかし
新潟県の西半分から生徒が集うため、実に多
様な生徒に出会うことができた。中学校では
不登校でほとんど登校していなかった生徒が
毎週のスクーリングだけでなく行事まで全て
参加したり、高校卒業を目指して仕事帰りに
作業着でレポートを提出するのが日課だった
り、体調と相談しながら11年かけて高校卒業
にこぎ着けたりと、少し思い出すだけでも多
くの顔が浮かんでくる。毎年10～20人程度が
就職志望だが、進路室もない通信制で、定期
券が利用できない生徒に夏休み中向き合うの
は生徒の負担も大きかったが、就職への意欲
は確かな生徒が多かった。しかし、近隣の企
業でも通信制への理解は不十分で、採用選考
の際に不適切な対応をとられることも毎年の
ように起きた。教員は生徒の代わりに、時に
は企業と対峙する必要もあった。その際の原
動力は、就職したいという意欲を全日制より
も切実に持っている生徒の姿勢だ。
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公正採用実現に向けた課題
　新潟県の状況として、公正採用選考の実現
が道半ばであることにもふれておきたい。高
校生が就職の際に提出するのは統一応募用紙
だけとされているが、それ以外の書類を求め
られた事例が2021年は97件に上った。また、
面接時の不適切な質問も、自宅の住所を聞か
れた例が19件、家族構成または家族の職業が
39件、信条や支持政党、購読新聞や愛読書な
どに係る質問が５件あった。新潟県同和教育
研究協議会進路保障部会は1996年以来、毎年
11月末までの就職試験を受けた生徒全員を対
象に実態調査を行ってきたが、四半世紀を経
ても前述の違反件数である。新潟労働局や県

教育庁高等学校教育課をはじめとする関係機
関と意見交換や協議の場を設けているが、近
年は対応も足踏みしているように思える。
　不適切な質問は答える必要はなく、そうい
った選考そのものが不当であり無効だと思う
が、残念ながら「採用してくれる企業へ物言
うべきではない」、｢対応は管理職やハローワ
ークに任せるべき｣ という意識の教員もい
る。また、学校での ｢同和｣ 教育の取り組み
の弱さが生徒と教員の人権意識の低さに結び
つき、統一応募用紙制定の意義を考え、生徒
の就職についてしっかり守ろうという動きが
あと一歩踏み込めない背景にあると思う。高
校生の就職を考える上ではどうしてもふれる

2021年版
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必要があるテーマだが、紙数の関係もあり今
回は簡単な紹介にとどめておくことにする。

おわりに
　新潟県は面積も広く、地域ごとの差も大き
いうえに全県をまたいでの移動が難しい。中
小・零細企業も多く、そもそも若年層の減少
に歯止めがかかっていない。一方で社会全体
が大きな変革の中にあり、学校も、就職の動
向も否応なしにその波に飲み込まれそうになっ
ている。指示されたことを素直にこなす事を期
待され、就職の際に急に社会に出る覚悟を突
き付けられる現状が高校生にはある。学校と
教員は、やはりそんな生徒たちにしっかり寄り

添い、ひとり一人が望んでいるものを一緒に見
つけ、一緒に磨いていく必要があるだろう。
　毎年就職活動が本格化する時期に、生徒の
印象に残るような、背中をふわりと押せるよう
な「進路だより　号外」を発行している。そち
らを最後に添えて、この稿を閉じたいと思う。

（やまばやし　みつる　
　　　新潟県立高田高等学校安塚分校 教員）

新潟県同教育研究会・進路保障部会
『就職・進学における差別をなくすために　2021年度　新
規高卒者採用選考に係る実態調査』
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１．はじめに
　本稿では、『ねざす』No.69「特集Ⅱ 高卒就
職のこれからを考える」を読み、感じたこと
を踏まえ、筆者が携わるハローワーク（学卒
部門）の立場から、就職慣行の現状と問題点
を今一度、検討し整理してみたい。また、高
卒就職におけるハローワークの役割と課題に
ついて、筆者の視点から考察したい。

２．「一人一社制」に関する議論について
　『ねざす』No.69「特集Ⅱ 高卒就職のこれか
らを考える」からは、学校現場から見た高卒
の就職活動に深く関わる就職慣行の現状や問
題点が浮き彫りにされていた。これらの報告
からは、必ずしも、就職慣行を悪く捉える意
見だけではなかったと言えるだろう。また、
現場報告からも分かる通り、今でも「一人一
社制」は広く定着し、学校や求人企業、ハロ
ーワークも就職慣行（厳格なルール）に従い
高校生の就職活動に携わっている状況であ
る。しかしながら、「一人一社制」のあり方
が、高校生の職業選択の自由を妨げている、
として、これまでの就職慣行を見直す方向で
検討が始まっている、という。
　ここでは、各方面から出ている意見を取り
まとめ、生徒側と企業側のそれぞれのメリッ
トとデメリット、また、就職慣行制度の具体
的な見直し案について、『ねざす』No.69で報
告されている内容を踏まえながら検討し、整
理していきたい。

１）「一人一社制」生徒側のメリット
　「一人一社制」は、指定校や推薦枠の慣行
もあり、１次応募の段階で多くの生徒が内定
を得られるという大きな特徴を持っている。
学校と企業との関係の中で、求人枠をもらっ
ている場合、併願せずに内定が取れ就職に結
びつくことで、高等学校教育への影響を最小
限にとどめる短期間のマッチングを可能とす
る仕組みとして、高校生の円滑な職業生活へ
の移行に貢献して来たと考えられる。筆者が
日頃から高校生と就職相談を重ねる中でも、
個人差はあるにせよ高校生は大学生に比べ
て、経験が少なく、職業知識も乏しいため、
職業理解を深めながら応募先企業を選定して
いくことは一筋縄にはいかない、というのが
本音である。大島氏は「就職活動のあり方も
生徒の発達段階を踏まえる必要がある」と
し、筆者も同様に、発達段階に添った丁寧な
指導の必要性を感じている。
　「一人一社制」は、応募先企業を選定する
まで、そして選定した後も１社の応募に向け
て、応募前職場見学への参加、応募書類の作
成に時間を費やしながら取り組むことが可能
となり、結果的に職業理解、企業理解を深め
ながら進めることができる。
　高卒就職の現行スケジュールでは、高校３
年生の７月以降に企業が学校に求人情報を提
供（求人公開）し、夏休み期間中の８月に応
募前職場見学（複数社も可能）を行い、学校
を通じた応募は９月５日以降、採用選考は９
月16日以降となっている。スケジュールから

高卒の就職慣行の意義と課題についての考察
― ハローワークの視点から ―

高卒就職　『ねざす』69号の特集を受けて②

名　取　記世美
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も分かるように、高校生の就職活動は限られ
た期間の中での就職活動を強いられており、
高校生にとって時間的な余裕がないことを念
頭に置く必要があるだろう。

２）「一人一社制」生徒側のデメリット
　次に、デメリットについてだが、一人一社
しか応募できないことで、生徒自身の職業選
択肢が狭められている、という意見が出てい
る。例えば、２社応募したい企業があった場
合でも、１社しか応募できず、結果が振るわ
なかった場合はすでに他方の企業は充足して
いて、すでに応募できない状況になっている
等のケースが考えられる。
　また、一人一社制の縛りが生徒と企業との
ミスマッチを生み出し、早期退職につながる
可能性を示唆する意見も出ている。この意見
に関しては、ケースバイケースではあるもの
の、生徒自身の職業選択肢が狭められてしま
う、という点に関して言えば少し疑念があ
る。問題の根幹には、一人一社しか応募でき
ないこと、というよりは、応募する一社を生
徒がどのような過程を経て、選択し決定して
いくのか、という観点が大切なのではないだ
ろうか。

３） 「一人一社制」企業側のメリット・デメ
リット

　生徒側のメリット、デメリットは整理して
きたが、企業側はどうだろうか。企業側のメ
リットは、大卒求人に比べて高校生求人は

「一人一社制」であることで、内定を出したら
高い確率で人材を確保できる点が挙げられ
る。さらに、求人企業はより自社にふさわし
い生徒を学校から紹介してもらい、人材を採
用できる、という点も、学校と企業との信頼
関係構築の中で培われたものだと言える。
　デメリットは逆に、学校と求人企業との昔
からの関係性が存在するため、新興企業、ベ
ンチャー企業にとっては参入しづらく、不利

な場合がある点だという。この点について
は、確かに学校と求人企業との信頼関係がす
でに構築されている実状はあるが、これが全
てではない。大切なことは、求人企業が学校
との関係性を構築していくことはもちろんで
あるが、求人企業が高校生にとって働きやす
い環境を整え、「是非、この企業で働いてみた
い」と思わせる、工夫や努力も必要なのでは
ないだろうか。

３．高卒就職慣行の見直しについての検討
　これまで、「一人一社制」についての議論を
整理してきたことで、就職慣行について生徒
側と企業側の現状とそれぞれに抱える問題点
があることが分かった。ここでは、就職慣行
の見直しの内容、ならびに見直した場合の課
題について整理したい。
　まずは、一次応募から複数応募を可能とす
る場合（一部地域ではすでに一次応募から複
数応募を可能）、挙げられる課題は、林氏によ
ると、「内定をいかに保証するのか」という点
と、「内定がもらえず、受験の機会が増えてし
まった生徒の自尊心と意欲をどのように保つ
のか」という点と、最後に、「生徒が一社にか
ける研究の時間が減ること」を挙げている。
　就職を希望する高校生は、やりたい仕事が
明確な生徒もいれば、働くイメージができず
に足踏みをしている生徒もいて、実際には
様々である。現状から言えることは、就職慣
行における制度見直しの議論も進めつつ、就
職を考えている高校生を、学校や外部支援機
関であるハローワークが連携しながら、どの
ように支え、見守って行くのかについての再
確認が必要だと言える。

４．ハローワーク（学卒部門）の取り組み
　筆者が現在携わっているハローワーク横
浜・学卒部門（以下、「ハローワーク」とい
う）では、高校生就職に関わる業務全般を担
っている。ここでは、意外と知られていない
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ハローワークの支援内容について触れたい。
　ハローワーク横浜では、高校生の就職支援
はもちろんだが、高校生求人の受理も同時に
行っている。通常は求職者の目線で相談支援
を実施するが、求人企業とのやりとりがある
ことで、より求人者のニーズも知ることがで
き、求職者に役立つ情報提供が可能となり、
マッチングに繋がることもある。
　実際の高校生への就職支援は、窓口相談

（新規学卒者、既卒者）、出張相談（面接対策
など）、キャリア教育としての職業講話、ア
セスメントツール（VRT、GATBなど）を使
用した講義、合同企業説明会の企画・運営な
どを実施している。これらの業務は、職業安
定法27条の規定にもとづいた業務であり、ハ
ローワークもかならず高等学校を通しての支
援が前提となっている。そのため、担当する
高等学校の進路指導教諭との連携が必須とな
るため、学校への定期的な訪問を行い、情報
交換をしながら関係構築に努めている。

５．高卒就職を支えるハローワークの課題
　ここでは、就職慣行の今後の課題を踏まえ
ながら、ハローワークとしてどのように関わ
っていくのか、２つの視点から考えてみたい。
　まず、１つ目は若年層に共通する社会問題
として挙げられる早期離職である。早期離職
する主な理由は、ワーキングチームの報告に
よると「労働時間・休日・休暇の条件が良く
なかったため」、「自分がやりたい仕事とは異
なる内容だったため」などが挙げられてお
り、必ずしも就職慣行が起因するとは言い切
れない理由だったことが分かっている。むし
ろ問題は、離職後の再就職に向けての移行が
スムーズにいかないケースが多い点だと筆者
は考える。
　スムーズな再就職を目指すには、的確なア
ドバイスや支援が必要である。ハローワーク
の視点から言えば、卒業する前からハローワ
ークと生徒の間に関係性を構築し、職場定着

支援を実施し、何か職場で困ったことがあれ
ば相談できる仕組みを作り上げていくこと
が、結果的に支援につながり、重要である。
また、同様に、進路未内定者に対しても同様
の働きかけが必要であり、ハローワークだか
らこそできる支援と言えるだろう。
　再就職となった際も、卒業後の進路が決ま
らない場合でも、ハローワークに気軽に相談
できることを多くの生徒に知ってもらいた
い。そのためには、学校との連携強化を図り
ながら、生徒の進路状況に関する情報のやり
とりをこまめに行い、必要な支援をスムーズ
に行える体制を整えることが大切だ。
　２つ目に、高卒就職を「チーム学校」とし
て外部の専門家とどのようにして連携し、生
徒を支えていくのか、という点である。これ
まで、高卒就職の多様な問題点を取り上げて
きたが、もはや学校と企業の関係性だけでは
解決できない問題も出てきている。
　さらに、キャリア教育が学習指導要領でも
明確に位置付けられている現在、高校教育と
して進路指導をどのように実施して行くべき
なのだろうか。具体的には、高校１年、２年
生から就職希望の生徒への早期段階からの関
わり方、キャリア教育のあり方、またそれを
誰が担うのか、という点についてもきちんと
議論がされなければならない。ハローワーク
は「チーム学校」のひとつのリソースとし
て、高校と連携しながら、高校生のキャリア
教育のあり方や実施時期についての議論をさ
らに深める時が来ている。

６．おわりに
　高卒の就職慣行については、それぞれの立
場からの意見があることが分かった。議論さ
れるべきは、制度をどうするか、ではなく、
当事者である高校生にとってどうあるべきな
のか、という視点であることも分かった。ま
た、今あるリソースをどう活用するのかとい
う視点も、今後検討の余地があるのではない
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だろうか。
　制度を見直し、変えていくためには、今ま
での高卒の就職慣行が何を守って来たのかに
一度立ち返り、その上で、どうあるべきかを
考えていかなければならないだろう。
　筆者も高校就職を支援する立場として、

「高校生にとって何が最善なのか」の想いを大
切にしながら、寄り添っていきたい。

（なとり　きよみ　ハローワーク就労支援員）

高卒の就職慣行の意義と課題についての考察 

◦ 児美川孝一郎『自分のミライの見つけ方』旬報社、
2021年。

◦ 厚生労働省・文部科学省『高等学校就職問題検討会議
ワーキングチーム報告～高等学校卒業者の就職慣行の
あり方について』2020年。

◦ 大島真夫「学校から職業への移行におけるキャリア教
育の意義」『東京理科大学教職教育研究』（７）35‒44、
2021年。

◦ 佐々木哲「新規高等学校卒業者採用システム『一人一
社制』の現状と課題」『工業教育資料』2020年。

◦ 神奈川労働局職業安定部職業安定課『令和４年3月新
規学校卒業者職業紹介状況』2022年。

◦ 柿沼昌芳「高校生の職業斡旋と職業安定法」『明治大
学教職課程年報』2004年。
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出会いがくれたこと
丸　川　拓　己

偶然の出会い
　「『ねざす』のこの号のバックナンバーは、
まだ残っておりますでしょうか？」
　私が教育研究所にはじめてメールをしたの
は、春の足音も近づいてきた２月のことでし
た。大学院の修士課程１年生で研究をしてい
た私は、ふとしたきっかけで『ねざす』の存在
を知り、ある特集号を探していました。昔の
号だったので大学の図書館に所蔵がなく、ひ
とり途方に暮れていたところ、院生の先輩が
神高教のHPを見つけてくれ、思い切ってメ
ールを送ってみたのでした。
　２時間以上文面に悩んで送ったメールに
は、すぐに返信が届きました。どうやらすぐ
さま探してくれた上に、たまたま残っていた
該当号があったので送ってくださるとのこ
と。そして追伸には、私と同じ大学に通って
いた、という言葉が添えられていました。な
んという偶然…。まさかたった一本のメール
が、このようにつながるとは思いませんでし
た。
　それが、教育研究所の方々との最初の出会
いでした。もっとも、その後、教育研究所で
母校の卒業生の所員の方に偶然出会ったり、
教育研究所にある図書室に通うことになって
資料を読み漁る日々を送ることになったりす
るとは思っていませんでしたが…。
　今回、そうした偶然の出会いを経て、この
稿を書かせていただくことになりました。拙
稿では、そんな私が「教育」を研究すること
になって、その過程でどんなことを気づかさ
れたかを書きながら、少しでも「研究」と「教
育」の距離を近づけられたらと思います。

「研究」とは何か
　私は、現在大学院の修士課程で、教育学を
専攻している大学院生です。大学生の時に教
員免許を取り、NPOで２年間ほど高校生とか
かわる仕事をしながら、高校の授業などを受
け持っていました。大学院に入ったのは、多
様な高校生と出会う中で、高校についてもっ
と深く考えたいと思ったのがきっかけです。
　ただ、高校を研究するといっても、何をし
たら研究をしたことになるのだろう？ 私にと
って一番悩んでいたのは、その点でした。デ
ータを見ること、論文を読むこと、もちろん
それも大事なことですが、教育という営みは
もっと人間そのものにかかわることなのでは
ないだろうか。
　そのように考えていた私にとって、教育研
究所に足を運ぶようになり、その過程で（自
らの研究も含めて）様々な人と出会い、また
今まで神奈川県の高校教育を担ってきた人た
ちが残した資料を読むようになったことは、
とても大きな出来事でした。高校生に向き合
う教師一人一人のなまのことば、議論の軌
跡、そこにあった想いや熱意には、簡単に抽
象的な言葉で象ることのできないようなもの
がありました。それはまた、現在の社会や研
究世界がともすれば見落としているような、
教育の大切な部分にもつながっているように
感じました。

気づかされたこと
　私が研究の過程で様々な人たちのお話を聞
くなかで、あるいは資料を読み進める中で、
最も強く揺さぶられたのは、思い返すと「人
と人が出会う」ということの意味であったと
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いうように思います。
　大学で教職課程を履修し、受け持つ科目の
専門的な知識を調べ、教育実習などで生徒た
ちの前に立つとき、いま考えると私は、教職
課程で得た知識・専門科目の知識、そうした

「知識」というものにしがみつきながら、取り
組んでいたように思います。研究の世界に身
を投じた時も、客観的で抽象的な「知識」を
得ることにしばらく執着していました。もっ
とも、それはとても大事なことではあるので
すが、ただ、様々な方にお話を伺い、教育と
は何かということについて相談させていただ
く中で、気づかされたことがあります。
　それは、教師と生徒が、人間として出会う
ということ、その中で気づき、気づかされな
がら、ともに育っていく存在である、という
ことでした。出会ってきた多くの先生方が、

「私たちは、生徒に育てられたんだよ」と私に
言いました。そのように切り出して語られる
ことばに込められていたのはいつも、具体的
な誰かとの印象的なかかわりの記憶であり、
そこから教師自身が育っていく経験だったよ
うに感じます。そうした簡単に知識に還元で
きない人と人の具体的なかかわり、それこそ
教育にとってとても大事なことだということ
に気づかされました。
　そしてそのように言われて振り返ってみる
と、私自身現場に出て高校生と接していく中
で、多くのことを教えられたのは実は私自身
だったなということに気づかされました。こ
ういうふうに接してよかったのか、こういう
伝え方はこの子にとって本当によいことだっ
たのだろうか。悩みながら接する私に、こと
ばを返し、ときに相談にも乗ってくれ、私が
経験しえなかった多くのことを教えてくれた
のは、これまで出会ってきたあの生徒たちだ
ったのだと、彼ら彼女らがもう卒業していっ
た後になって気づきました。
　かつて神奈川の公立高校で高校時代の３年
間を過ごした私も、今でも記憶に深く残って
いるような先生との出会いがたくさんあった

ように思います。私があの先生に気づかさ
れ、励まされたように、私も先生に何かを伝
えることができていたのでしょうか。

問うていきたいこと
　いま、教育を取り巻く状況にはとても難し
い側面があるように思います。人と人が人間
として出会う場所、そうした場としての学校
は、一方で現代において加速する社会の枠組
みの固定化の中で様々な困難があるのだとい
うことも、学校にかかわる方々からお話を聞
く中で感じています。研究という営みも、と
もすればそうした枠組みを固定化しかねない
危うさが常にあるように思います。
　それでも、私が出会ってきた人たちや、同
じように誰かと向き合い、教育ということに
向き合っている人々に対して、そうした状況
を一緒に考えながら、私からも何かを届ける
ことができたら…。研究を通して、少しでも
そうしたことばを紡いでいけたらと思います。

　　（まるかわ　たくみ　早稲田大学大学院）

出会いがくれたこと
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田　辺　勇　斗

先生に、なりたい！　　　　　　　　　　（15）―教職をめざす若者たち―

教師に対する思い

■はじめに
　私が教師になりたいと人生で初めて感じた
ときは、高校受験である。当時、どうしても
志望校に入学したかった私は、面接をクリア
したかったがために、正確には教師になりた
いと半分嘘をついていた。中学生の頃は、た
だ漠然と教師という職業を夢見ていた。
　猛勉強の末、無事志望校に入学した。高校
に進学したものの受験が終わり、勉強への熱
が冷めてしまった私は、成績不振の末、高校
からの先の進路にも悩んだ。ふとしたとき、
私は先生になりたいという浅い気分を思い出
した。
　高校の数学が難しすぎて、文系に進んでい
た私は、英語・国語・社会の３教科の中で一
番簡単そうという理由で、社会科の教員免許
を取得しようと考えた。大学は、正直社会科
の免許が取得出来ればどこでも良かった。と
にかく、高校受験のときのように猛勉強し
た。このときも、ぼんやりと将来は教師にな
れれば思っていた。

■教育実習を終えて
　私の頑張りも実り、ありがたいことに駒澤
大学文学部地理学科に入学させていただくこ
とが出来た。ちなみに、このとき他の大学は
全て教育系を志望していた。地理なんか高校
の１年生のときにかじった程度だった。日本
史受験だったし、周りも地理が好きな人や得
意な人が多く、苦労の毎日だった。教職の勉
強にも熱が入らず、ただただ学年を進級して
いく私に、今回この文章を書くチャンスをい

ただいた。私自身、なぜ教師になりたいのか
を考え直すいい機会だった。どうして私は、
教師を目指しているのだろうか。
　思いもまとまらないまま、そんなこんなで
なんとか教育実習までたどり着いた。私の母
校で、教壇に立たせていただき、貴重な経験
をさせていただいた。教科指導の先生は勿
論、様々な方の協力のおかげで無事に実習を
終えることが出来た。と同時に、初めて自分
の力で何かを成し遂げた気がした。実習期間
中は、辛くて何度も泣こうと思った場面があ
った。しかし、実際に涙を流したのは、実習
最終日の教科指導の先生とお話をしていると
きの嬉し涙だけだった。少年野球や部活動で
一度も泣いたことが無かった私にとって、こ
の涙は、一生忘れられない涙となった。
　今、私の心の中では、教師になりたい気持
ちとならなくてもいいと思う気持ちの２つが
入り乱れている。現時点での結論として、
薄々感じていただいているとは思うが、私は
どうしても教師になりたいわけではないの
だ。生半可な気持ちでは教師という職業が務
まらないことは、教育実習を通じて痛感した。
　しかし、いくら惰性とはいえ中学生の頃か
らの夢を諦めてしまっていいのかとも感じて
いる。この複雑な気持ちは、私の中に幼い頃
からある。弱い心を隠して教壇に立つのがい
いのか。はたまた、教師にはならずとも社会
に貢献することは出来るのではないのかと。
答えは出ていないものの、先へとは進まなけ
ればならない。将来、どのような生活をして
いるのかは自分自身が一番楽しみにしている。
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先生に、なりたい！（15）

■大学生活と教育について
　大学での学びは、知識を入れることより
も、とにかく経験を重視している。大学に入
学後、飲食店でアルバイトをし、車の免許も
取得した。様々な人に、出会い、大学の講義
を含めて色々なものに触れた。今まで出来た
ことの無かった恋人もでき、誕生日には友人
達とシャトーブリアンを食べたこともあっ
た。欲を言えば、海外旅行等にも行きたかっ
たが、コロナ禍でその夢は叶わなかった。し
かし、このコロナ禍も経験の内に含まれるの
ではないだろうか。これらの勉強以外の経験
は無駄なように見えて、教師になる人にとっ
てはとても大切なことであると考えている。
　こんな私だが、専門は地理を勉強してい
る。ありがたいことに、今年度からの地理の
必修化に伴って、地理の教員の需要は高まっ
ている。他の社会科の教員に負けないように
地理の知識を沢山身につけて卒業しようと思
う。
　生意気なことに私でも、教育について少し
考えたことがある。私が思う、教育において
重要なことは、２つある。
　１つ目は、人は自分の受けてきた教育でし
か教育出来ないということである。自分が教
育出来る内容は、自分が受けてきた教育に似
ていく傾向があると思う。自分が受けてきた
教育を踏まえて、教育しなければならないこ
とを踏まえて、教育を行わなければならな
い。でないと、あらぬ方向へ進んで行ってし
まう。
　２つ目は、教育に正解はないということで
ある。どんなに自分のいい考えや発想をしっ
かりと伝えきっても、必ずしも相手に正しく
伝わるとは限らず、悪く解釈されてしまう可
能性がある。反対に、先生の弱点やダメな部
分は特に、生徒の目には目立ちやすい。これ
らを見て、先生のようにはなりたくない、な
らないよう気をつけるといった、反面教師的
側面を持つ場合もある。どちらの場合でも、

生徒たちの捉え方次第ということになる。自
分が正しいと思う教育に信念を持って取り組
み、発信していく必要が教師にはあると思う。

■おわりに
　色々と書いてきたが、最後に私の教師に対
する心持ちについて書こうと思う。私には、
教師の理想像がない。今まで良い教師に巡り
会えなかったため、このような教師になりた
いというのがないのである。いつもイライラ
している先生、何もしてくれない先生など
様々な先生を見てきたが、教師と呼べる人
は、ひとりもいなかった。別に教師に恨みが
あるわけではないが、思い入れがあるわけで
も無かった。
　そんな中、少し教師に対しての気持ちの持
ちようが変わる出来事があった。それは、教
育実習である。学生時代のときは、職員室の
中に踏み入ることはなかったが、実際の現場
の雰囲気を体感することが出来た。各々の先
生の意図があり、授業等が作られ、生徒指導
も行われていることを知った。私が、見てき
た教師たちは、表面的なものに過ぎなかっ
た。中学、高校でとっていた態度が恥ずかし
く思えた。
　教師たちは、生徒の見えないところで活躍
していることが分かった。まだまだ学び足り
ないが、将来は誰にも真似出来ないような教
師になり、周りのお手本となるような教師に
なることが出来れば良いと思っている。

　　（たなべ　ゆうと
　　　　　　駒沢大学文学部地理学科学生）
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18歳引き下げ
　2022年４月１日から成人年齢の18歳引き下
げが施行された。1876（明治９）年に太政官
布告で20歳と定められてから、なんと146年
ぶりの改定である。とはいえ、飲酒・喫煙は
従来通り20歳からであり、少年法改正では18
～ 19歳は「特定少年」扱いとして成人に近づ
けるが、健全育成の枠組みは継承される。ま
た、18歳では受験や就職の時期と重なるから
と、成人式は従来通り20歳に実施という自治
体がかなりある。
　では18歳引き下げの目的は何か。世界の
国々では18歳成人が大多数で、国際標準に倣
うという面もある。ただ日本では何と言って
も少子高齢化の大波により、社会の構成員と
して若者に幅広く参加してもらわないと国の
活力が弱まる、と危惧される点が最大の理由
だろう。すでに2016年６月より選挙年齢18歳
の引き下げが施行されたのと同じ目的である。
　さて、歴史民俗学の知見によれば、稲作農
耕を基盤とする伝統社会では、身体の成熟や
年齢を個人的成長とし、他方で成人式・成女
式という成人儀礼を通じた共同体参入が「一
人前」の基準だった。その基準は明解で「子
ども」から「大人」への区切りも「断絶的」に
現れた。
　ところが現代では、身体の成熟はもちろ
ん、多様な職業分野の就労、法的権利・義務
が規定される年齢、生育家族からの離脱、心
理的自立の自覚、といった諸条件が錯綜し合

うから成人性の捉え方は複雑であり、大人
への時間の区切りも「連続的」である。つま
り、一定の時間をかけて成人性を体得しつ
つ、徐々に「大人になる」過程として理解す
べきだろう。

今の時代に「大人になる」ことの意味
　一方、当事者である若者に眼を向けてみよ
う。世界９ヵ国（イギリス・ドイツ・アメリ
カ・中国・韓国・インドネシアなど）の18歳
意識調査（日本財団、2019年）によると、「自
分は大人だと思う」「責任ある社会の一員だ
と思う」の質問項目を肯定する回答率が、い
ずれも他の８ヵ国から大きく引き離されて日
本が最下位であった。これまでの各種国際比
較調査の結果からも、日本の若者は成人意識
が弱いとか、大人になりたくない気持ちが強
いとか指摘されてきた。では日本の若者は、
他国と比べて子どもっぽいのだろうか。
　そうした傾向について、別の解釈も可能
だ。社会が激変しているから、すぐさま大人
にならずに、変化の行く末を眺めて未だ子ど
も状態に止まっているという深層心理が、子
どもっぽく見える表情に隠れているという見
方である。この解釈に立つなら、社会の変化
を見定めて、将来に備えた諸能力を磨き上げ
ながら、一定の時間をかけて徐々に「大人に
なる」のが今の現実である。法規定を別にす
れば、18歳は成人性の本質的条件ではないこ
とになる。

クリティカルなまなざしの教育論 ２

１８歳成人の条件  ―１４６年で何が変化したか―

今 津  孝次郎
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クリティカルなまなざしの教育論（２）

　そこで146年間に生じた若者を取り巻く社
会環境の激変の具体例として、ネット情報・
ジェンダー意識・キャリア形成などを挙げる
ことができる。ここではキャリア形成に絞っ
て述べる。成人性にとって、やはり職業知識
や労働能力の獲得が最大の基本条件だからで
ある。

キャリア世界を生きる
　「キャリアcareer」は一般に「職業」とか

「職歴」などと訳されるが、元来は「馬車の
轍」転じて「人生の軌跡」という広い意味を
含む。しかも「職業」には生計維持だけでな
く、社会の諸役割を担い、自己実現を図ると
いう三つの重要な働きがある。従って、職業
を基軸にしながらも、職業選択に向けた専門
学校や大学でいかなる教育を受けるか、どの
ような職業資格を獲得するか、職業を通じて
人間関係をいかに広げ深めるか、どの職業に
就いて自分の生涯を豊かに実らせるか、最初
の就職後も自分に合うように転職をいかに実
行するか、などの多くの諸課題に向き合うの
が現代のキャリア世界なのである。
　産業構造と労働市場が大きく変動する今日
では、キャリア世界は複雑で流動的なものに
変化している。近年では全国の中・高校で
キャリア教育として、職場体験学習が定着し
ているのも、学校でキャリア世界の入り口を
覗き込む取組みが必要だと判断されるからだ
ろう。
　18歳成人が施行される直前の2022年１月15
日朝、大学入学試験共通テスト会場となって
いた東京大学弥生キャンパス前の路上で、受
験するために訪れた高校３年生男女２人と通
行の男性１人が刃物で刺された。現行犯逮捕
された犯人は17歳の少年で、名古屋の私立高
校２年生。同高校は進学校だが自由放任の教
育で知られている。「医者になるために東大

理Ⅲを目指していたが、成績が上がらず自信
を無くした」と少年は語ったという。
　この語りを新聞報道で知って咄嗟に感じた
ことがいくつかある。大学入試の偏差値競争
が激しかった1980 ～ 90年代によく耳にした
言い分である。進学校でまだこんな古い紋切
型の考え方が残っているのか。医者になるた
めに、なぜ東大なのだろう。その前になぜ医
者になりたいのか、その志望自体を自ら問う
ことが大切ではないか。医師を目指す目的は
何か、臨床医か基礎医学研究か。東大でなく
ても優れた医学部は他大学に数多くあり、詳
しく調べてみたか。病院を可能な範囲でくま
なく実地に見学させてもらったことがある
か。同高校は生徒の自主性を尊重しているよ
うだが、実はキャリア教育が不在ではないの
か。
　事件から２ヵ月半後に18歳成人が施行され
た。大人への準備段階にある17歳少年は成人
性を獲得しつつあるとは到底思えない。受験
の古い発想に囚われたまま、医師という職業
に関する基本的知識を得る努力も見られず、
自分のこれからの人生進路としてのキャリア
世界に正面から柔軟に向き合っていく態度も
形成されていないと感じられるからである。
　少年は事件から約４ヵ月後の５月27日、殺
人未遂などの非行事実で東京家裁から名古屋
家裁に送致された。６月22日の少年審判の結
果、「通り魔的な重大な事案」として「検察官
送致（逆送）」となった。「特定少年」には該
当しないまま、刑事処分相当とされた少年は

「18歳成人」となっていた。

　　（いまづ　こうじろう　星槎大学大学院）
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書  評書  評

はじめに
　新学習指導要領は、
小学校が2020年度、中
学校が2021年度、そし
て高等学校が2022年度
から施行されている。
新学習指導要領は全体
として内容に大幅な改

訂があり、特に社会科と地歴科、公民科にと
っても改訂は大規模なものになっている。
　一例をあげれば高等学校の地歴科では、歴
史総合と地理総合が新設され、公民科では現
代社会が廃止、新たに公共が必修科目となっ
ている。実際に社会科関係の授業を担当する
社会科教員にとっては、変更内容とその理由
を確認し、活かしていくためにも、本書を手
にする意味は大きいものがある。

本書のねらいと構成
　本書のねらいは、社会科・地歴科・公民科
の変更点とその理由について、中央教育審議
会答申（ 2016）「幼稚園、小学校、中学校、
高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等
の改善及び必要な方策等について」と新学習
指導要領の内容を読み解き、「社会科教師」
の視点で考察していくことにある。執筆者は
Column担当者を含めて14名であり、主な内
容は以下のようになる。
　第Ⅰ章は、新学習指導要領での社会科・地
歴科・公民科の位置づけをめぐる論考が並ん
でいる。 新 学 習 指 導 要 領 を展 望 する（手
島）、社会科教育の軌跡と戦後日本社会（香

川）、教科書と社会科教育（日高）、高等学校
社会科学系科目における学習指導要領の変遷

（沖塩）、実践的指導法・教育法について（手
島）、新学習指導要領と情報化（堀川）、なぜ

「公共」なのか（井上）の７本の論考から構成
されている。
　第Ⅱ章は、新学習指導要領に基づく授業実
践を扱っている。公共（井上）、地理総合（斎
藤）、歴史総合（加藤）、日本史探究（香川）、
世界史探究（山梨）、倫理（坂本）、中学社会
科（三好）、および学習指導案作成とその留意
点（沖塩）の８本の論考で構成されている。
　第Ⅲ章は、単元開発のポイントを各教員が
社会科教師としてまとめている。公共（井
上）、歴史総合（加藤）、地理総合（斎藤）、日
本史探究（加藤）、世界史探究（山梨）、地理
探究（斎藤）、中学社会（大島）、高校地歴

（加藤）、高校公民（坂本）の９本の論考で構
成されている。
　また９名の執筆者が「社会科教師とは」と
いうColumnをまとめている。

社会科教員としての矜持の確認：本書の実践
的な意義
　本書は最初から順々に読み進めるという書
物ではないようである。新学習指導要領の変
更点や理由を科目ごとに確認したい読者は第
Ⅰ部を読み、新科目の変更点をどのように授
業実践に生かしたらよいか具体的に知りたい
読者は第Ⅱ部をひもとくと良いだろう。第Ⅱ
部は、それぞれの執筆者の社会科教師として
の思いと、それに裏打ちされた具体的な授業

三　輪　建　二

手島　純（編）　　星槎大学出版会

社会科・地歴科・公民科指導法
　―新学習指導要領の研究と実践的展開
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や単元開発のいわば〈名人芸〉を披露するも
のになっている。第Ⅲ部は、新学習指導要領
の各教科のポイントについて、社会科教師の
豊かな経験に由来する解釈を提示している。
　以上のように本書は、新学習指導要領の変
更点とその理由・理念の説明（第Ⅰ部）、社
会科教師の経験に裏打ちされた具体的な授業
実践の展開（第Ⅱ部）、新学習指導要領のポ
イントをめぐる社会科教師としての信念に基
づく解釈（第Ⅲ部）という構成になっている点
が興味ぶかい。
　本書を一読して感じたのは、高校教諭の経
験を持つ編者（手島）の編集の妙や名人芸
と、各執筆者の社会科教員としての「信念や
矜持」の表明である。
　編集の妙という点では、上記のような三部
構成のほかに、例えば、執筆者が「社会科教
師とは」というColumnをまとめていることが
あげられる。新学習指導要領で取り入れるべ
きところ、あるいは指導要領の変更点があっ
ても信念を曲げないで大事にしている「社会
科観」「社会科教師観」が示されている。「学
校現場で実際に授業をした経験をもつ方」が
執筆者に多いことがあり、変更に対応しなが
らも、社会科教師として守るべき信念や矜持
が各文章やColumnの中にしっかり示されてい
るのは、読者の深い共感を呼ぶことだろう。
　社会科教師としての信念や矜持の表明とい
う点では、ほかにもいくつか指摘できる。例
えば、第Ⅰ部の総論的な章において、また第
Ⅲ部の各教科のポイントにおいて、すべての
執筆者が「批判的・根源的」な〈まなざし〉を
注ぎながらまとめている点が注目される。「ナ
ショナリズム教育」的要素への批判的観点

（手島）、生徒が生活経験を相対化・客観視
し、自分と社会に対峙すること（香川）、ルー
ルに従うだけの主体の育成であってはならな
いこと（井上）、差別をはじめ覆い隠されてい

る事実を見極め、歴史の見方を創ること（山
梨）、社会を担う「人」になる手助けをするこ
と（加藤）、生徒の目線や足元から現代社会
の問題点に迫る授業をすること（綿引）な
ど、それぞれの社会科教師としての豊かな経
験とその深い省察からにじみ出た、批判的・
根源的な〈まざなし〉を随所に読み解くこと
ができる。
　批判的・根源的な〈まなざし〉には、そも
そも社会科・地歴科・公民科という科目の本
質が、事実を冷静・客観的に見つめた上で批
判的で社会的な視野を形成することであると
いう信念や矜持が存在している。合わせて、
新学習指導要領の大幅変更にそのまましたが
うだけでは、あるいはただ振り回されるだけ
であってはならないという社会科教師として
のプライドも示されている。こうした信念や
矜持を明確に読み解くことができるのは、読
者にとって大きな喜びである。
　もうひとつ言えるのは、新学習指導要領に
よる変更点を理解して対応することも大事で
あるが、社会科・地歴科・公民科の本質は、
生徒が批判的な考え方を身につける授業を展
開することであり、またそうである以上は、
授業を担当する社会科教師自身も、みずから
の批判的・根源的な〈まなざし〉をたえず吟
味し、磨き上げ、そして学び続けていかなけ
ればならないという主張がある点だろう。生
徒の学びの様子を鏡とし、社会科教師として
のみずからを照らし返し、たえず授業実践を
振り返り、吟味し、新学習指導要領の活用に
おいてもその姿勢を貫いていく。教師をはじ
めとする本書の読者は、社会科教師としての
こうした基本姿勢について、本書から一番に
学ぶことができるのではないだろうか。

　　　　　（みわ けんじ　星槎大学大学院）

書評
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■部落差別にかかわる２つの作品
　2022年、２月24日に始まったロシアによる
ウクライナ侵攻は８月現在も停戦に至ってい
ない。日本ではコロナ禍が３年目に突入し

「第７波」を迎えている。「先進各国から取り
残されていく日本」への不安も語られるよう
になった。2022年には、日本社会のあり方を
考えるうえで外してはならない問題であるに
もかかわらず、多くの人が避けようとする部
落差別の問題に正面から向き合った２本の映
画が公開された。

■私のはなしとしての部落差別
　『私のはなし 部落のはなし』は部落差別の
なかに生きる一人ひとりのはなしを聞き取っ
ていくドキュメンタリーである。205分にわた
る長編は、2022年５月21日に公開された。監
督の満若勇咲は、三重、京都、兵庫、大阪で
はなしを聞きつづけた。
　公民館の一室で、若者たちが語り合ってい
る。自分が部落出身であるといつ知ったの
か。それは、いつ親が子どもに部落出身を伝
えるのかというはなしでもある。そして、恋
愛関係にある人にいつ部落出身を伝えるのか
ということでもある。
　別の地区センターでママ友たちが話してい
る。ママ友の一人は若いころ、被差別部落出
身の男性と付き合うかどうか迷ったことがあ
った。そのときに「どうしたらいい？」と友人
に相談した。その友人から「わたしが住んで
いるところが被差別部落だと知っていて相談
をしているの？」と返された。この体験が部
落問題を考えつづけることのきっかけになっ
たという。
　ある被差別部落に暮らす青年は、コロナ禍

で開催できなかった成人式の集まりを、近所
の公会堂で開催したらどうかと友人に電話で
提案した。返ってきたのは「参加する人は公
会堂がある地区を怖いと思うかもしれないか
ら、どうかなぁ？」ということばだった。こ
の青年は「なんでそんなことを言うの？」と聞
くこともできず、どうしたらいいかわからな
くなったという。救われるのは、この青年が
別の友人たちにこのことを打ち明けることが
できたということである。

■目の前にある私たちの問題
　多くの人たちは、当事者のはなしを聞かず
に部落問題についてウェブ検索をして何らか
の判断をしたり、考えるのをやめたりしてい
るのかもしれない。『私のはなし 部落のはな
し』は、部落差別の起源と変遷を研究者に問
い、反差別の運動に取り組んできた人たちの
経験に学び、部落の古老のことばに耳を傾け
る。差別の問題にかかわる多様な論点を網羅
しつつ、迷いながら、考えつづけていこうと
する姿勢が、部落差別の問題を私たちの問題
として気づかせてくれる。すべての人が部落
問題の「当事者」なのだ。

■小説としての『破戒』
　島崎藤村の『破戒』は1906（明治39）年に
自費出版され、いまでは自然主義文学の先駆
けとして文学史にその名を刻んでいる。
　主人公の瀬川丑松は「隠せ。そして、その
ことを忘れるな」という父の戒めのとおり、
被差別部落出身であることを隠して、小学校
に奉職する。丑松は生徒に慕われる教師であ
り、身近に存在する激しい差別に怯え、出自
を隠していることにも懊悩する。そして、没

井　上　恭　宏

『私のはなし 部落のはなし』『破戒』『私のはなし 部落のはなし』『破戒』

映画に観る教育と社会映画に観る教育と社会 [35][35]
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落士族の娘で下宿先の蓮華寺の養女となって
いる丸山志保に思いをよせていた。苦悩のな
か丑松は、「我は穢多なり。されど我は穢多
を恥じず」と自著『懺悔録』で宣言する被差別
部落出身の思想家・猪子蓮太郎（いのこれん
たろう）に傾倒していく。東京帰りで、校長
の息の掛かったエリート教師・勝野文平が丑
松の出自を怪しんで噂をばらまき、丑松の立
場は危ういものになっていく。
　丑松は、師範学校時代からの友人であり同
僚の土屋銀之助にも悩みを相談できず、猪子
蓮太郎と直接会いながらも戒めを破り棄てる
ことができなかった。衆議院の選挙戦のなか
猪子蓮太郎が暴漢に襲われて亡くなったこと
で、丑松は「破戒」を決意する。
　
■新しい『破戒』
　映画『破戒』（前田和男監督。以下、今作）
は、2022年７月８日に公開された。『破戒』は
これまでに２回映画化されており、１回目は
1948年、木下惠介監督、２回目は1962年、市
川崑監督による。今作は全国水平社創立100
周年記念映画製作委員会によるもので、３回
目の作品である。今作は原作をベースにしつ
つも「新しい『破戒』」を目指しており、それ
は丑松を含めた登場人物たちの掘り下げ方に
表れている。原作と今作を比較してみる。
　原作の志保は労苦に耐える健気な女性だ
が、今作の志保（石井杏奈）は与謝野晶子の

『みだれ髪』を読む個性的な人物となった。
『明星』に掲載された「君死にたまふことなか
れ」を志保と丑松が読むシーンで二人の具体
的な関係性も描かれている。丑松の出自を嗅
ぎまわる文平（七瀬公）が、蓮華寺に集まっ
た檀家衆に語り聞かせた東京の話は東京の進
歩と優れた女性の社会進出についてのものだ
った。原作でも文平は話し上手だが、女性の
社会進出を語ったりはしない。東京の大学で
学んだ文平は、今作では社会の進歩を語りな
がらも差別をしてしまう人間として描かれて
いる。
　丑松の友である銀之助（矢本悠馬）は「猪

子先生は肺病病みだからあんな美しい思想が
出てくるんだ。新平民からあんな思想が出て
くるわけがないよ」と悪気なく言えてしまう
人物だが、今作では丑松の告白を一人で受け
止めることになる。銀之助への丑松による出
自の告白は原作にはない。そして、今作の丑
松（間宮祥太朗）は強くなっていた。職員室
で、同僚から出自を疑われたとき「この世の
矛盾に命懸けで切り込む人間を下等だという
のなら、私は進んで下等な人間になります」
と告げている。丑松は、原作のように土下座
をし、「恥の額を板敷の塵埃（ほこり）の中に
埋め」たりはせず、ただ生徒たちとの別れの
苦しさに泣き崩れた。そして、原作にあるテ
キサス行へのほのめかしはなく、志保ととも
に東京で教師の仕事を探すことになる。
　原作は差別に対する丑松の心の動きを追っ
ていく。そして今作は丑松の心の動きととも
に丑松を取り巻く人間たちをも描こうとす
る。銀之助がいかに丑松を支えることになる
のかは重要なポイントとなっており、差別を
する者がいかに差別を許さない者へと変容し
ていけるのかという視点を埋め込んだ。

■部落差別の問題を考えるということ
　2022年の『私のはなし 部落のはなし』『破

戒』は部落差別
の問題に正面か
ら向き合った。
部落差別の問題
を 考 え る こ と
は、日本社会の
あり方について
根本から考える
ことであり、こ
れからの人と人
とのつながり方
を考えることで
もある。

　　　　  （いのうえ　やすひろ　教育研究所員）

映画に観る教育と社会（35）

上から丑松、志保、銀之助。
『破戒』パンフレットより
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海外の教育情報海外の教育情報（33）（33）

アメリカ・イギリスのアメリカ・イギリスの
新聞記事を読む新聞記事を読む

山 梨　　彰山 梨　　彰記 事 紹 介記 事 紹 介

　黒人の英語教師、作家、放送作家であるジ
ェフリー・ボアキエ氏は、学校は人種によっ
て周縁化された生徒にとって安全でない場所
だと主張し、黒人の子どもは「著しい被害を
受け」かねない施設に通っていると警告する。
　氏は、人種差別を含む社会正義の問題は、
学校評価の重要な指標にされるべきだとい
う。「これは単に新しいチェックボックスを
作るということではなく、社会正義に光を当
てるということです。人種差別は、理解され
る前に、見たり認めたりする必要がある。そ
して、いったん理解されれば、取り組むこと
ができるのです。この国では、それがどのよ
うなものか知らない人が多すぎるのです」と
述べた。
　15年の経験を持つ中等学校の教師である
ボアキエ氏は、その著書’’I heard what you 
said’’で、学校における構造的人種差別と、
英国の教育制度が人種的不平等に対処できて
いないことを明るみに出し、生徒と教師とし
ての自分の経験をもとに語る。

　この本の出版の数ヵ月前、ロンドンの学校
の15歳の黒人女生徒が、教師から大麻の臭い
がすると言われ、警察官に衣服を脱がされた
事件が広く怒りを呼び起こした。
　「この事件は、さまざまな有害な遺産の集
大成です。少女の黒人を成人扱いすること、
黒人の悪魔化、黒人の身体の虐待、黒人への
慣習的な恐怖などです。犯罪視し、基本的な
共感を完全に失った専門家のケアの重大な失
敗を物語っています。私は人種差別は予防措
置の問題であると主張します。教師が子ども
の安全を守る方法を知らなければならないよ
うに、人種差別的虐待の基本やそれがいかに
すべての子どもに害を及ぼすかを知らなけれ
ば、現代の多文化社会で教えることは許され
ないのかもしれません」と氏は述べた。
　昨年のガーディアンの調査によると、英国
の学校では５年間で６万件以上の人種差別事
件が記録されている。報告も記録もない多く
の事件があるだろうし、2012年以降学校は人
種差別事件を自治体に報告する法的義務がな

「人種差別に対処できない教育制度」
(Guardian 2022.6.5) より

　この「海外教育情報」では何回かレイシズムの記事を紹介してきたが、今回はイギリ
スの黒人の英語教師へのインタビューを再録する。

１．レイシズムに関して
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　学校の給食事業者によると、食費の上昇と
食料不足の中で、学校給食費を支払うことが
できる生徒の数が急減しているという。
　学校給食の業界団体であるLACAの調査
は、価格上昇のために学校給食のメニューか
ら牛肉や鶏肉が消えつつあり、ポテトやパス
タなどの主食でさえ、ますます高価で入手が
困難になっていると報告している。
　LACAの会長は、これは政策立案者にとっ
て憂慮すべきものであり、無料学校給食に対
する政府の資金は物価上昇のため不十分と述

べた。
　「多くの学校給食は、危機の限界点にあ
り、学校給食のための十分な資金がなけれ
ば、最も脆弱な子どもたちは、一日の唯一の
温かい食事を逃してしまうでしょう。事業者
は、温かく栄養価の高い給食を提供しようと
努力していますが、今後数ヵ月の間にさらに
悪化する可能性が高いです。あまりにも多く
の子どもたちがすでに見捨てられています。
家庭には有料の学校給食を支払う余裕がな
く、無料の学校給食を受ける資格もないので

いため、本当の数字はかなり高くなるだろう。
「人種差別を保護上の懸念事項として扱うこ
とは、学校の変革につながるでしょう。この
目的のために教育機関には以下の質問があり
ます。人種差別に対処するための訓練を誰が
受けているのか？ 学校の反人種主義方針は
どのようなものか？ 全職員に必要な訓練は
何か？ 人種差別的な事件に取り組むために
どのようなプロセスがあるのか？ これらの
質問に答え、行動するまでは、学校は人種に
よって周縁化されている生徒にとって安全で
ない場所であることを受け入れなければなり
ません」と氏は述べる。
　氏は、イギリスのカリキュラムを脱植民地
化する最近の動きについても言及する。
　「脱植民地化とは、単に表現力を高め、多
様性を増やすということではなく、カリキュ
ラムが人種差別の土壌に根ざしたシステムの
一部であることを認識することです。そうし
て初めて、私たちは根を下ろし、より良いも
のを植え始めることができるのです。
　政府が学校では「事実として扱うべきでは
ない」と言っている白人の特権の問題につい
て、氏はこう言う。「白人の特権は、私たち

の誰もが生まれるずっと前に構築された、よ
り広い白人至上主義イデオロギーの一部なの
です。このことを認識することは、男性の特
権、『ストレート』の特権、階級の特権、『健
常者』の特権などを認識することと同様に重
要です。重要なのは、白人の特権を教えるこ
とがいかに白人の不安を脅かすかではなく、
私たちすべてを妨げている人種差別の遺産を
いかに無効にするかについて考えることで
す」。
　氏の著書には、教室で生徒から受けたいく
つかの疑問が詳細に書かれている。「あなた
は本当に先生ですか？ ラップはできますか？
刑務所に行ったことがありますか？」…。
　この本はこう結んでいる。「私は30年以上
教育に携わり、体系的な人種差別から生じる
人間の潜在能力の浪費という静かな悲劇を目
撃してきた。私はカリキュラムに挑戦し、白
人システムの中での黒人の使節となること
で、針路を変えようとしてきた。私が望むの
は、変化が訪れ、怒りに満ちた叫びであれ、
恐怖に満ちたささやきであれ、すべての声が
聞かれることである」。

　「ブレグジット」による生活費増大に加え、ロシアのウクライナ侵略戦争による経済
への影響は、学校給食にも及んでいるようだ。貧困は脆弱な社会層に及ぶ。

２．子どもの貧困〜学校給食を買えない生徒がイングランドとウェールズで増加

(Guardian 2022.7.4)より
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す」と会長は言った。
　調査では、過半数の事業者について無料の
学校給食を受ける人が急増しているにもかか
わらず、学校給食への需要が低下しているこ
とがわかった。
　政府が委託した「国家食糧戦略」は最近、
無料学校給食の対象を年収２万ポンド（約
330万円）以下の家庭の子どもにまで広げる
よう勧告している。現時点ではユニバーサ
ル・クレジット（ 2013年から導入された低所
得者や失業者等を対象にした政府支援／給付
制度）を受給している世帯で、税引き後の年
収が7,400ポンド（約120万円）以下の者だけ
が対象となる。イングランドの公立学校の生
徒のうち、現在22.5％が無料学校給食を受け

　地方自治体オンブズマンの報告書による
と、イングランドで増え続ける社会不安のた
めに学校に通えない子どもたちに対して、地
方自治体は適切な代替教育を実施できていな
いという。報告書によれば、多くの子どもは
複雑で特別な教育的ニーズを持ち、地域に適
切な場所がないために学校に通うことができ
ず代替教育が受けられないまま数カ月、ある
いは数年が経過することもある。
　あるケースでは、極度の不安を抱える自閉
症の少年が、通っている学校に通うことがで
きず、英語と数学の週５時間のオンライン授
業を１年間受けただけで、残りのGSCE（一
般中等教育修了試験）科目の勉強方法につい
て適切な考慮がなされなかったという。ま
た、ある10代の生徒は、学期半ばに引っ越し
た後、GCSEの準備時期だったにもかかわら
ず約14 ヵ月間行く学校がないまま、代替教
育が与えられなかった。

ており、昨年の20.8％から増加している。
　教育省は、「政府による無料給食の提供
は、ここ数十年の中では最大です。今後も受
給資格の見直しを続け、政府全体でコストの
上昇に対処していきます」と述べている。
　価格上昇と食品不足のため、給食事業者が
学校給食の基準を満たすことは難しいとい
う。90％の事業者が、供給網の問題によって
食品不足に直面していると述べ、一方で平均
食品コストは2020年４月から20％上昇した。
事業者の80%は、食品不足のためにメニュー
を変更し、３分の１は選択肢を減らし、３分
の２は、缶詰、油、パスタの不足に直面して
いると答えた。

　親には、子どもにフルタイムの適切な教育
を確保する義務がある。法律では、子どもが
病気や退学などの理由で学校に通っていない
場合、地方自治体は必要に応じて適切な代替
教育を提供することが義務づけられている。
あるオンブズマンは、地方自治体が責任を適
切に果たしていないため、子どもの成長する
可能性が奪われていると警告した。
　「子どもが遅れをとらないようにするには、
できるだけ早く代替教育を受けさせることが
重要ですが、地方自治体は学校の責任だと言
って、責任を回避しようとする例がありま
す。保護者は、これは正しくないと知ってお
く必要があります。地方自治体の法的義務は
その子どもに適した内容でなければなりませ
ん。最低授業時間を守るという形だけのもの
ではありません」と述べた。
　別のケースでは、ある母親が、特別な教育
的ニーズを持つ息子が約２年間教育を受けら

　さまざまな理由で不登校になっている日本の子どもに「フリースクール」などでの「代
替教育」を用意するのは、地方自治体の責任として認識されているのだろうか。イギリ
スと比較して欲しい。

３．「代替教育」〜学校に通えない子どもが、自治体の代替教育を受けられず

(Guardian 2022.7.7)より
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　ボリス・ジョンソン氏が首相を辞任するこ
とで、公共部門の労働者は、長年の懸案だっ
た賃上げが秋に延期されることを恐れてい
る。先週のジョンソン政権の崩壊以前から、
組合はすでに賃上げをめぐって政権と衝突し
ており、要求が満たされない場合はストライ
キの可能性があると警告していた。
　教師、看護師、NHS(国民保健サービス)職
員などの公共部門労働者は、少なくともイン
フレ率（現在9.1％）に見合う引き上げを要求
してきた。一方、大臣は支出の制限と、イン
フレ抑制のため、給与抑制が必要だと主張し
てきた。
　しかし現在、すでに遅れている給与交渉が
さらに遅れ、多くの労働者が不満のあまり退
職するのではないかと懸念されている。保守
党が新しい党首と首相を選ぶ準備をする中
で、給与をめぐる行き詰まりとストライキの
脅威は、政府が直面する最も差し迫った問題
のひとつになるだろう。
　土曜日に、国内最大の労働組合であるユー
ニゾン（UNISON:公共サービス部門の労働者
の全英組合）は、新任保健長官に、NHS給与

審査機関の未公表の勧告を見るよう要求した
と発表した。また、進展がなければ、労働争
議が起こる可能性があると警告した。
　ユーニゾンは、次のように述べている。

「政府のリーダーシップの欠如は、NHSの給
与改定をさらに遅らせる言い訳にはならな
い。政府はすでに自らのタイムテーブルから
数ヵ月遅れている。コストの高騰は職員にひ
どい影響を与えており、彼らを助けることは
新国務長官の優先順位のトップであるべき
だ。NHSのスタッフは、保守党の指導者問
題が解決されてから、給与問題の見解を発表
するということを待つ余裕はない。NHSが
適切な人員を確保し、患者が必要とするケア
を提供できるようにするためには、賃金が極
めて重要である。適切な賃金を与えること
で、医療サービスとそれに依存する何百万人
もの人々を守るという大臣の真剣さが示され
るだろう」と述べた。
　全国女性校長組合連合の書記長も、新教育
長官に書簡を送り、教師に対する審査機関の
勧告を公表するよう求めている。氏は、新学
期が始まる前に教師が離職することのないよ

　コロナ禍での特に「エッセンシャル・ワーカー」と呼ばれる労働者の厳しい状況には
日本でも注目されたが、その集団的な意思表明はイギリスのようになされただろうか。
それができないほど疲弊しているだろうか。

４．公共部門労働者のストライキ〜教員と看護師は賃上げの遅れで「辞める覚悟」

(Guardian 2022.7.10)より

れなかったことを理由に、州に苦情を申し立
てた。注意欠陥多動性障害（ADHD）と自閉
症の特徴を持つこの少年は、ストレスと不安
のレベルが高いため、学校に通えなくなっ
た。オンブズマンは、自治体が2020年２月か
ら2021年11月の間に、適切な代替教育や社会
的支援を提供しなかったと判断した。家族は
8,800ポンドの賠償金を得た。
　300以上の地方自治体を代表する自治体協
議会の広報担当者は、「自治体は、子どもが
最高の支援と教育を受けられる学校に通える

よう、親や介護者と協力することを約束し、
政府が用意した予算の範囲内でできる限りの
ことをしています」と述べた。
　教育省の広報担当者は、「地方自治体に
は、その地域のすべての子どもに十分な教育
を確保する責任があります。私たちは、特別
な教育的ニーズや障害を持つ子どものニーズ
を満たすために、地方自治体に対するその資
金を来年度全体で91億ポンドに増額しまし
た」と述べた。
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１．レイシズム　The Guardian 2022.6.5
　黒人教師ボエキア氏が人種差別を告発して
いる。国内全ての学校で構造化された差別を
批判している。構造化とは、制度内に埋め込
まれた差別を意味する。教師が「教育しよう」
と思い、警察官が「取り調べよう」とすると
きに、「大麻の臭いがする」との理由で黒人
少女の衣服を脱がした事件を例に挙げ、無意
識の内に人種差別をしてしまう。教師や警察
官が単に職務を遂行しようとした時、基本的
人権を無視し、取り締まりの対象を「悪魔化
して、虐待して」しまうのだ。
　ガーディアン紙の調査によれば、全国学
校内人種差別事件は５年間で６万件以上あっ
た。１年間で１万2,000件、月に1,000件、日に
33件もあったのだ。これでは黒人生徒は安心
して学校生活を送れるわけがない。
　ボアキエ氏は教育機関に対して以下のこと
を要求している。差別に対する全職員の研修
や訓練、植民地支配の歴史を含むカリキュラ
ム内容の改革、人種差別ばかりではなく、学

歴差別、ジェンダー差別、障害者差別をも検
討すべきだと。「あなたは本当に教師ですか？
ラップはできますか？ 刑務所に行ったことが
ありますか？」と問うのは、自分と他者との関
係を振り返り、社会全体における被差別者の
立場にたって事態をみるべきだと訴えている。
　人種差別を含むあらゆる差別は洋の東西を
問わず、時代を超えた問題だ。日本でも例外
ではない。日本には「在日朝鮮人」への差別
がある。1909年生まれのおばあさんの話を思
い出す。1923年関東大震災の時、「朝鮮人の
おばあさんは地震では死ななかった、地震の
あとに死にましたよ、みんながね、そんな恰
好で外を出歩いたら危ないと言ったのに、チ
マチョゴリで外に出ていっちゃったのだ。だ
って朝鮮のおばあさんだからね。そしたら、
日本人の男の人たちにつかまってね、その人
たちは、生きているのに、おばあさんは生き
ているに、生きたまんま、燃えている交番に
投げ込んだのだ。そうして白いチョゴリを着
たおばあさんは死にました」（姜信子・山内

論 　 評論 　 評 佐々木　 賢佐々木　 賢

う、できるだけ早く合意に達することが不可
欠であると述べた。「重要なのは、このプロ
セスが先送りされないようにすることだ。
我々は、十分な協議が行われ、教師がふさわ
しい賃金を得ることを保障しなければならな
い」。
　TUC（労働組合協議会）の書記長は、「政
府は混乱しているかもしれないが、大臣は労
働者が直面している生活費の危機を忘れては
ならない。英国には今、賃上げが必要だ」と
述べた。
　政府の広報担当者は言う。「政府は、看護
師、医師、納税者にとって給与の公平な扱い
を望み、独立した給与審査団体からの勧告を

慎重に検討している。NHS職員には深く感
謝しているし、昨年３％の賃上げをしまし
た。今年も実施する予定です」。

（やまなし　あきら　教育研究所共同研究員）

公共部門労働者のロンドンでの抗議の様子
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明美著『忘却の野に春を想う』白水社刊）。
　関東大震災の時に亀戸事件が起こり、大杉
栄や伊藤野枝らの無政府主義者らが憲兵大尉
甘粕正彦らによって虐殺された。その時、

「自警団員」と称する日本人の男たちが多く
の朝鮮人を鎌や斧で殺し、軍隊や警察官は傍
観するか、むしろ殺しに手を貸していた。
　1910年に「大日本帝国」は日韓併合によ
り、朝鮮を植民地化し、米の安定供給を植民
地に担わせた。そのため土地を奪われた朝鮮
人は難民となって、日本にやってきた。その
虐げられた人々が大震災の時に、追い打ちを
かけるように殺された。
　フランスに「デラシネ」という言葉があ
る。流れ者という言葉もあるが、「棄民」を
意味する。スターリン時代のソ連はウクライ
ナ人をシベリアに強制移住させ、太平洋戦争
中の日本は650万人を外地に移住させ、敗戦
後の政府は「現地に定住せよ、帰ってくるな」
という政策をとった。その時、軍の幹部や官
僚や財閥関係者は家財道具と一緒に早めに帰
国していた。国は一部の「上級市民」は保護
するが、外地にいた多数の庶民は捨てられ
た。これは国家による構造的暴力だ。人種差
別をする国家は自国民をも差別したことを記
憶しておきたい。
　
２．子どもの貧困　
 　　　　　　　The Guardian 2022.7.4
　学校給食業界の調査によると、イングラン
ドとウェールズの生徒たちの過半数が学校給
食を得られなかった。食品コストの上昇によ
り、主食のパスタや副食の食材が不足し、今
後もさらに悪化する可能性が高いという。　
　政府の資金による「無料学校給食＝FSM」制
度があるが、物価上昇に対応できず、資金不
足によって、欠食児童を増やした。有料の給
食を得られず無料の給食を得られない学童も
いて深刻な状況だ。給食業界では食糧不足と
平均食品コストが20％上昇したため、基準を
満たすことに困難な企業が90％に達し、企業

の５分の４がメニューを変更したと答えてい
る。
　FSM制度では、年収7,400ポンド（約120万
円）以下が対象だが、この階層は昨年20.8％
だったが今年22.5％に増えた。それ故に、給
食業界ではインフレ率に応じて、「フリース
クールミール」とFSM制度の両者を増額する
ことを要請している。
　子どもの貧困は大人の貧困を反映してい
る。日本でもコロナ禍の現在、経済格差が拡
大している。ウイルスは社会的弱者を直撃し
た。テレワークができるホワイトカラーは18
％しかおらず、非正規労働者は1984年の15％
から2010年代に特に女性の場合は48％とふ
え、相対的貧困率は上昇しつつある。
　日本の最低賃金（使用者が労働者に支払わ
ねばならぬ賃金額。現在、全国平均で時給
930円。毎年夏に厚労省の審議会で労使と学
識者が引上げの目安額を定め、それを基に都
道府県ごとに実際の金額を決める）は欧州の
先進国と比べてみると低い。EU（欧州連合）
加盟国は生活に最低限必要な水準を満たさな
い「絶対的貧困」より、国ごとに所得中央値
の60％を相対的貧困の基準とし、地域社会
多数派の人が満たす生活水準を下回る「相対
的貧困」概念を使っている。イギリスでは、
2020年度の賃金全体の中央値60％を2024年ま
でに中央値75％を目標にしている。フランス
では、物価と平均賃金が上がると、自動的に
最低賃金も上がる仕組みで、最低賃金を賃金
全体の関係で相対化する指標だ。
　日本では中小零細企業の賃金上昇率を基準
に最低賃金を決め、生活保護との乖離を是正
するために決めていた。2007年から生活保護
との乖離是正に使われ、その後前年比３％
増、全国過重平均1,000円が目標とされてき
た。ただし、なぜ政府がこうした目標数値を
出したのかは説明していない。
　2019年度の厚生労働省調査によれば、フ
ルタイム労働者の賃金の中央値を100％とし
た場合の最低賃金は、米 31.3、日本 43.6、



74 2022. 1170№ねざす

独 48.2、加 51.2、英 55.1、仏 61.4となって
おり、アメリカよりは高いが欧州連合各国よ
り低い（朝日22.7.21、神吉知郁子・東大准教
授「労働法専攻の解説」参照）。名目賃金の
2020年水準を100とすると、2022年まで100.7
であり横ばい状態だ（厚労省『毎月勤労統計』
2022年調査）。先進国内での貧困は容易に無
くならないが、欧州連合を見倣いながら、よ
り格差を少なくするよう努力すべきだ。

３．代替教育
　　　　　　　　The Guardian 2022.7.7
　自閉症・ADHDなどで不登校となった子
どもたちに、地方自治体は適切な代替教育を
提供する法的義務がある。その義務を果たし
ていない自治体があり、家族に賠償金を支払
った例もあったという。
　英国に300ある地方自治体の広報担当官は

「子どもが最高の教育を受けられるように、
学校と協力する」と言い、教育省の広報担当
官は「地域の全ての子に学校確保の責任があ
り、障害等の特別ニーズのある子どもたちの
為に91億ポンドの資金を提供する」と述べて
いる。
　ドーセット議会の教育技能の支援をして
いる議員は議会の失態を謝罪し、「子どもた
ちが不利益を受けないように」とも述べてい
る。教育省も地方自治体も議会もこぞって、
不登校を支援し適切な学校を紹介するとのメ
ッセージを発している。
　「不登校の子に適切な学校を」と呼びかけ
ている記事だが、この趣旨にやや違和感があ
る。自閉症やADHDの他に発達障害やHSC（ 
Highly Sensitive Child。人間関係や環境に敏
感な気質）の子もいて、学校が必ずしも適切
な場ではないからだ。
　日本では2000年前後から、「学校に行かな
い子と親の会」とか、「何をしてもいい、何
もしなくてもいい、きみは、きみのままでい
い」というメッセージを掲げた「子ども夢パ
ーク」ができ、「自立支援センター」・「フリ

ースクール」等、地域の居場所が誕生した。
内閣府統計局調査（ 2017.2.3）によると、半
年以上を学校や仕事に行かない者が推定54万
人と発表した。「ひきこもり」支援機構は全
国67 ヵ所あり、家族会や福祉事務所が関わ
り、社会福祉士や精神保健福祉士が電話相談
をし、家庭訪問もする。
　「ひきこもり」は韓国にもあり、「隠遁型」
と称し推定21万人もいる。ソウル郊外の３階
建アパートに20人の若者が共同生活をして
いる例もある。またパリ郊外モンルージュ
にカリブ海のマルティニク出身の母子が暮
らしている。ソウルとパリの両例ともに、
進学と就職に敗れ、いじめに遭い、スマホ
とアニメで自分を癒しているという。パリ
の精神科医ゲジュさんによると「フィンラン
ド・アメリカ・ナイジェリア・オマーン・南
米・スペインからの移民である」という（朝
日2019.7.22、2019.8.1）。
　文科省は「早期発見と未然防止」を訴えて
いるが、現場で直接関わっている精神科医ら
は「自己肯定感の低下が原因だから、甘えや
怒りを受け止め、とことん付き合いながら、
肯定的な対応をし、心の休養をとれば元気に
なる」と解説している。
　ただし事はそう簡単にはすまない。2000年
以降「フリーター・ワーキンプア・ネットカ
フェ難民」と言われる若者が増えたのは、短
期雇用の非正規労働者が増えたからだ。小・
中・高・大を経て就職する労働市場の構造が
変容したため、人々の学校への依存度が減少
した。
　もう一つの問題は自閉症やADHDには新薬
が出ていることだ。うつ病にはブロザック、
ADHDにはリタリンやパキシリ、自閉症に
はコンサータ、トラウマには記憶消去剤、や
る気を起こさせるにはSSRIという記憶増進
剤を使うが、副作用があって自殺願望が増え
るという。人間がサイボーグ化(人造人間)さ
れるのは好ましくはないが、学校の影が薄く
なったことは確かである。ただし、インクル
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ージョンは重要で、障害者とされた児童生徒
も普通学級に入れて、ごちゃごちゃ一緒に過
ごす方がいい。原始のころから人間は共同体
の中で暮らし、その中には必ず障害者もいた
からだ。学校は社会の雛形としての役割を果
たすべきだ。

４．教員スト　The Guardian 22.7.10
　教員を含む公務員の賃上げを要求して、各
労組がストを構えている。ボリス・ジョンソ
ン首相の辞任で、賃上げがされないことを懸
念しているからだ。組合はNHS(王立精神科
医学会)の給与審査機関に手紙を出し、少な
くともインフレ率9.1％程度の賃上げを要求
した。
　組合書記長は「生活が破綻すれば、何百万人
の命も危ない」と脅しに近い警告をしている。
　これに関して、イギリス在住のブレイデ
イみかこが寄稿している。今年の５月にジ
ョンソン首相がテレビ番組「Good Morning 
Britain」に出演し、女性司会者が以下のよう
に質問した。「夫を亡くし年金生活をしてい
る一人暮らしのエルシーさん77歳の光熱費は
月17ポンド（約2,800円）で、年金は85ポンド

（約14,000円）です。高熱費を節約するため、
早朝から１日中バスに乗っているそうです。
他に何を節約すべきでしょうか？」と質問し
た。
　それに対して首相は「申し上げておきたい
のですが、ロンドン市長時代に24時間の無料
バスを導入したのは私です」と答えた。司会
者は表情を凍らせて言った。「ああ、素晴ら
しい。ではエルシーは無料パスをくれたあな
たに感謝すべきなのですか？」と言った。鉄
道ストについての世論調査では、55歳以上の
不支持が多く、34歳以下が圧倒的に支持し
ていて、賛否が拮抗しているという」（朝日
2022.7.14）。
　イギリスでは若者のスト賛成が多いが、日
本の若者はストに無関心のようだ。労働基準
法では１日８時間、週40時間、１週間に１日

を休日とすると規定されている。1996年に労
働者派遣法が「改正」され、13職種から26職
種に増え、製造業にも非正規雇用が適用され
た。派遣会社のグッドウィルがキャンセル料
を不払いにし、交通費は自腹を強制した。外
食企業の「ワタミ」は７日間連続で深夜労働
を課し、「電通」の高橋まつりさんは時間と
場を奪われ自死した。ネットで単発、短時間
労働を請け負うギグワーカーも増えている。
コロナで外国人差別があり、不当解雇や労災
隠しもある。
　1946年に産別会議、その後、全労連や日本
労働組合総評議会が発足し、総同盟と全官公
庁共闘、国鉄労組、全逓信従業員組合、民間
組合が賃上げと待遇改善と越年賃金を要求、
1947年１月11日に皇居前広場で、伊井弥四郎
共闘委員長が鉄道・電信・郵便・学校を含む
無期限のゼネスト宣言をした。
　だがマッカーサー連合国軍最高司令官はゼ
ネスト中止の命令をだした。伊井弥四郎は涙
ながらに以下のように訴えた。「ラジオをも
って親愛なる全国の官吏、公吏、教員の皆様
に、明日のゼネスト中止をお伝えしますが、
実に、実に断腸の想いで組合員諸君に語るこ
とを御諒解願います。敗戦後の日本は連合国
から多くの物的援助を受けていますことは、
日本の労働者として感謝しています。命令で
は遺憾ながら止むを得ませぬ。一歩後退、二
歩前進」と。
　この時以降、日本の労働組合はゼネストを
していない。第二次世界大戦後、イギリスも
日本も貧しかったが、前者は戦勝国であり、
後者は敗戦国としてアメリカの「恩恵」によ
り「民主化」を推進したからだ。憲法第28条
に記された労働三権、団結権・団体交渉権・
団体行動権＝争議権が未だに充分に機能して
いないことを自覚すべきだ。

　　（ささき　けん　教育研究所共同研究員）
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62年前の組合「脱退届」は物語る
―県民図書室所蔵の資料からみる県立高校の歴史―

県民図書室にようこそ県民図書室にようこそ 第９回第９回

１．はじめに
　県民図書室は、神奈川の高校教育や労働運動な
どに関する貴重な資料を後世に伝えるため、高校
教育会館に所蔵されている資料の整理とデジタル
化をすすめている。中には、アッと驚くユニーク
な資料も残されている。

２．保存されている258枚の「脱退届」
　県民図書室が所蔵する『一九五九・六〇年神高
教脱退届写綴輯』（上）（下）２巻（ 1992年10月刊
行）(以下『綴輯』)を紹介したい。この資料は、
1959年７月から1960年11月までのわずか１年４ヵ
月の間に神高教本部に提出された258枚の「脱退
届」の写しを分会ごとに綴ったものである。この
資料については個人名が記されているので取り扱
いには慎重な配慮が必要である。収録されている

「脱退届」は以下のとおりである。

　（上巻）
　　神奈川工業１　翠嵐９　平沼３　商工６
　　立野４　川崎１　横須賀２　逗子６
　　横須賀工業８　大津23　三崎水産２
　　湘南３　藤沢２　茅ケ崎１　平塚１
　　江南45　大磯１
　（下巻）
　　相原１　津久井13　上溝15　厚木２
　　中央農１　秦野１　大秦野30　伊勢原28
　　吉田島２　小田原16　城内２　西湘３
　　山北25　他（不明）１

３．大量脱退の背景
　この時期まで、神奈川県高等学校教職員組合

（以下、神高教）は校長以外すべての教職員が加
盟する組織率100％の組織であった。1959年９月
突如県立学校に教頭制が導入され、大きな混乱
が起こり、12月には教頭全員が神高教から脱退す
る。それと並行して、県教委主導で反神高教グ
ループが結成され、大量脱退がはじまる。そして
1960年２月神高教が日教組加盟を決定すると、３
月12日に第二組合として神奈川県高等学校教職員

連盟（以下神高連）準備大会が開催され、一斉に
神高教の脱退工作が展開される。４月には県教委
に人事担当副参事がおかれ、特別昇給、昇格人
事、不当配転などを駆使した神高教からの脱退、
神高連への加入工作が行われる。県民図書室が所
蔵する神奈川県労働部労政課編『神奈川県労働運
動史』第４巻には、３月に私学会館で開催された
神高連準備大会の様子、採択された「当面の運動
方針」、「規約」、「結成宣言」が収録されている。
　なお神高連の発行した「神高連ニュース」はデ
ジタル化され、県民図書室で閲覧することができ
る。

４．日付順に並べると
　「脱退届」を日付順に並べると以下のとおりと
なる。

　1959年11月に19人、1960年３月に105人、同４
月61人、同５月46人と数月に集中している。さら
に11月27日16人、３月21日35人、同27日18人、同

脱退者数 脱退が集中する日
1959年７月 １ 　
1959年８月 １ 　
1959年９月 １ 　
1959年10月 ０ 　
1959年11月 19 27日16人
1959年12月 ２ 　
1960年１月 ４ 　
1960年２月 ４ 　

1960年３月 105 21日35人　27日18人
31日16人

1960年４月 61 　
1960年５月 46 11日18人
1960年６月 ８ 　
1960年７月 １ 　
1960年８月 0 　
1960年９月 0 　
1960年10月 0 　
1960年11月 ３ 　
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31日16人、５月11日18人と、数日に集中して「脱
退届」が提出されている。神高教ＨＰから閲覧で
きる『神高教三十年史』（ 1982年３月20日編纂委
員会刊、以下『三十年史』）によると、３月21日に
は江南分会が会議を重ねた結果35人が一斉に神高
教を脱退している。理由に「分会の決定に基づく」
と記されている「脱退届」もある。

５．「脱退届」の様式
　神高教規約第33条は「この組合を脱退しようと
するものはその理由を明記し分会の代表者を経て
執行委員長に届け出ることによって組合員として
の資格を失う」と定めているが、本部作成の「脱
退届」の様式は存在しない。しかし、以下のとお
り258枚中81枚が「様式」化されており、組織的な
脱退が行われたことがわかる。

（様式１）ガリ版印刷12枚 訂正して11月27日付
　　　　 １枚のみ12月３日に再訂正
　平沼　横須賀　藤沢　江南　津久井　上溝
　秦野　大秦野２　吉田島　城内２

（様式２）ガリ版印刷23枚
　 大津分会　統一様式　氏名、日付、理由は

個々に記入
（様式３）ガリ版印刷19枚　内１枚は同内容を
　　　　 手書き
　 大秦野分会　統一様式　分会名、氏名、日

付は個々に記入
（様式４）ガリ版印刷27枚
　 伊勢原分会　統一様式　氏名、理由、日付

は個々に記入
（様式５）手書25枚
　山北分会　統一様式　同一様式で手書き

　（様式１）は、同様式で日付も11月27日と印刷
されており、県下10分会から提出されている。こ
れは申し合わせに基づく組織的脱退であると推定
される。（様式２）（様式３）（様式４）（様式５）
をみると、分会単位の「脱退届」が用意されたこ
とがわかる。

６．「脱退届」に記載された理由
　「脱退届」には、脱退の理由として７割弱が「一
身上の都合」と記載されているが、神高連準備会
の結成の理由とされた「日教組加入反対」「運動
方針反対」が41。「教頭制」の記載は、組合員の教
頭が降任された対応で脱退工作が行われた大津分

会に集中している。

「一身上の都合」等174　「日教組加入反対」21
「運動方針反対」20
「教頭制」17（うち16は大津）　「情勢静観」４
「宿日直反対闘争」３
「その他」15　…分会の決定、家事、職務との
両立、経済的、体力的、第二組合を発生させ
た責任、新しい組合を作りたい

７．組織分裂の結果
　『神高教三十年史』によると、神高教に対する
組織的な不当労働行為は、1963年12月人事担当副
参事制の廃止、1964年２月三島管理部長の「組合
問題には厳正中立の立場で対応してもらいたい」
という校長会での指導まで４年間にわたって続け
られた。この結果、県立高校教職員の全員約2,000
人が加入していた神高教組織は、1963年には公称
1,400人、県民図書室が聞き取り調査をまとめた

『神奈川の教育事情を聞く（６）』（ 2019年３月31
日刊行）によると、組合員は実際1,000人を割って
いた、組合費を納入する組合員は1,000人を下ま
わっていたという証言もある。
　一方、第二組合として結成された神教連への加
入者は1,000人を超えたようである。デジタル化
された「神教連ニュース」514号（ 1964年６月５日
発行）をみると、日高教加盟の全員投票の結果報
告の中で、「賛成1,003票　反対23票　白票７票」
との記載がある。

８．むすび
　先述した『神奈川県労働史』第２巻には、神奈
川県が中心的な舞台となった1953年日産争議にお
いて、当時最強とされた産業別組織の全自動車産
業労働組合日産分会が、経営側の攻勢によってわ
ずか数ヵ月で崩壊させられ、第二組合である日産
自動車労働組合が主流となっていく過程が描かれ
ている。一方、県立高校の現場では、ねばりづよ
いとりくみによって神高教は再建され現在に至っ
ている。
　『綴輯』に記された脱退者の多くは、その後神
高教に戻り、第二組合は弱体化し、消滅する。こ
れは戦後労働運動にとって稀有な事例である。そ
の過程の資料整理とデジタル化は大きな課題とい
えよう。

　　　　　　（高校教育会館事務局長　馬鳥　敦）
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第1章　　総　　　　則
第１条　 一般財団法人神奈川県高等学校教育会館寄付行為第5条にもとづいて神奈川県高等学校

教育会館教育研究所(以下研究所)を設置する。
第２条　 研究所はあらゆる人々の教育を受ける権利を充実発展させていく立場から、高等学校教

育を中心とした教育の理論的並びに実践的研究を行うことを目的とする。

第2章　　運　　　　営
第３条　 研究所の運営は一般財団法人神奈川県高等学校教育会館理事会(以下理事会)の決定及び

教育文化事業推進委員会の助言にもとづいて行う。
第４条　研究所の会計・人事その他の事務は理事会が決裁する。
第５条　 研究所の研究計画・研究物の刊行計画等については教育文化事業推進委員会の助言を受

ける。

第３章　　組　　　　織
第６条　研究所の構成員は以下の者とする。
　　　　　（１）代表　　　　１名
　　　　　（２）研究所員
　　　　　（３）特別研究員
　　　　　（４）共同研究員
　　　　　（５）事務局員
　　２．代表は研究と庶務を掌り、研究所を代表する。
　　　　代表は理事会の議を経て理事長が任命する。
　　　　代表の任期は１年とする。但し再任を妨げない。
　　３．研究所員は研究にあたる。
　　　　研究所員は理事会の承認を経て理事長が任命する。
　　　　研究所員の任期は１年とする。但し再任を妨げない。
　　４．特別研究員は代表を助け、必要に応じて事務を処理する。
　　　　特別研究員は理事会の承認を経て理事長が任命する。
　　　　特別研究員の任期は１年とする。但し再任を妨げない。
　　５．共同研究員は専門的立場から研究を援助し推進する。

教育研究所設置規程

一般財団法人 ・神奈川県高等学校教育会館
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　　　　共同研究員の任命については研究所員のそれに準ずる。
　　６．事務局員は庶務にあたる。
　　　　事務局員は理事会の承認を経て代表が任命する。

第4章　　研究所員会議
第７条　研究所の事業を推進するために研究所員会議を置く。
　　２．研究所員会議は代表、特別研究員および研究所員をもって構成する。
　　３． 担当理事、県民図書室長および共同研究員は、研究所員会議に必要に応じて出席するも

のとする。
　　４．事務局員は研究所員会議に出席し、意見をのべることができる。
第８条　研究所員会議は次の事項について立案するものとする。
　　　　　①　研究計画
　　　　　②　研究物等の刊行計画
　　　　　③　予算計画
　　　　　④　その他必要な事項
第９条　 研究所員会議のほかに代表は必要に応じ研究推進のための会議を招集することができる。

第5章　　特別研究委員会
第10条　この研究所は必要に応じて特別研究委員会を設けることができる。

第6章　　会　　　　　計
第11条　この研究所の会計は一般財団法人神奈川県高等学校教育会館一般会計により行う。
　　　　会計に関する規程は別途定める。

第7章　　雑　　　　　則
第12条　 代表及び特別研究員に欠員が生じた場合は、その後任者の任期は前任者の残余期間とす

る。
第13条　 この規程に定めるもののほか研究所の運営に必要な事項は教育文化事業推進委員会の承

認を経て理事会において定める。
第14条　この規程の改廃は理事会で決める。
第15条　この規程は1986年7月8日より実施する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定　2018年６月８日
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■ ８月26日、生徒指導提要が最終回となる文科省の協力者会議で改訂版の最終案として取りまと
められました。12年ぶりの改訂ですが、生徒指導提要が学校現場で話題となることはあまりあ
りません。学校現場で生徒指導提要を手掛かりとして指導が行われたという話も聞きません。
しかし、地毛証明書が問題になったように、学校よりも学校をとりまく社会が生徒指導提要に
注目するのではないでしょうか。今回の特集に掲載された論考は改訂試案に基づいて執筆され
たものですが、今後の生徒指導を考える際の重要な指摘が数多くあります。

■ 公開研究会は対面とオンラインによるハイブリッドで開催しました。オンラインでの参加者の
方が会場参加者よりも多く、コロナ禍を経てオンライン参加が普通になったようです。かつて
は参加をあきらめた方もオンラインなら参加できます。もちろん対面の良さもあるので、ハイ
ブリッド開催をこれからも続けていく予定です。

■ さて、改訂生徒指導提要には、先の通常国会で成立した「こども基本法」や「子どもの権利条
約」に基づいて子どもの基本的な人権に配慮することが述べられています。このことについて、
日本大学の末冨芳先生は、「こども家庭庁設置法」を含めて、「生徒指導は子どもの権利をいか
に尊重し実現するか、大きな転換を迫られている（『月刊生徒指導』22年９月号）」と述べ、「国
会は学校を子どもの権利侵害の場だとみなしていることを教育委員会や学校の教職員こそ知っ
ておかねばならない」（同書）と強く警告しています。少なくとも学校は現状維持の姿勢を取
るのではなく、丁寧な議論を重ねて変化の道を歩み始める必要がありそうです。しかしながら、
多忙化がほとんど解消されない状況で、議論を積み重ねていくのは難しいかもしれません。

■ 『ねざす』69号の特集Ⅱ「高卒就職のこれからを考える」を受けて、ハローワークで就職支援員
をされている名取さんと新潟県の高校で就職担当をされている山林さんにご寄稿いただきまし
た。言葉は残っているとしても「学校推薦」で内定を得るという制度は廃止になっています。
また、離職率が高いとの話もありますが、実は1,000人以上の企業では大卒とそれほど差はあ
りません。高卒就職は、現在でも高校生の社会への接続を保障する重要な役割を担っています。

■ 「学校から学校へ」では、夜間定時制の可能性を考えるという視点で「週４日登校＋週１日進
路探究の模索」が紹介されました。夜間定時制だからこそ可能な取り組みです。生徒の状況や
希望を出発点とした教育課程改革の私案です。「通常の学校の文化、方針、実践の変革を伴う」
実践の可能性が感じられました。

■ ８月に「令和３年度（ 2021年度）公立中学校等卒業者の進路の状況」を神奈川県教育委員会が
公表しました。それによると、全日制高等学校への進学率は89.3％です。前年度は90.1％でし
た。定時制高等学校は前年度と同じ1.9％で、通信制高等学校は前年度の5.4％から６％へと増
加しました。つまり、全日制が減少して通信制が増加したという状況です。そして、増加して
いるのは広域通信制高等学校です。かつては全日制高等学校からの転・編入先として考えられ
ていましたが、中学生の進学先としてその存在感を持ち始めたといえるでしょう。このことに
ついては、これまでも研究所は指摘してきました。今後は、中学生や保護者が広域通信制高等
学校を選択する理由について、調査をする必要もありそうです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金 澤  信 之（特別研究員）
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　 米　田　佐知子 （子どもの未来サポートオフィス）
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　 佐　藤　　　香 （東京大学社会科学研究所）
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　 山　梨　　　彰 （元教育研究所特別研究員）

2022年度教育研究所員名簿

ねざす No.70 ２０２２年１１月発行

URL   http://www.edu-kana.co.jp/index2.html



特
集
　２
０
２
２
年
公
開
研
究
会
　生
徒
指
導
・
校
則
を
め
ぐ
っ
て 

〜
高
校
の
組
織
文
化
を
考
え
る
〜

2
0
2
２
・
11


	ねざす70号　表紙1
	ねざす70号　表紙2
	ねざす70号　本文
	ねざす70号　表紙3
	ねざす70号　表紙4

